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自己評価書（総評価報告書）について 

 

 この自己評価書（総評価報告書）は、「法科大学院における自己点検及び評価

に関する準則」（平成 20 年首都大管文学晴第 25 号）第 7 条第 1 項の規定に従い、

第 6 条に基づき実施した総評価の結果を広く社会に公表するために作成したも

のである。  
首都大学東京法科大学院においては、自己点検・評価活動として、毎年度行う

「単年度評価」（同準則第 3 条）の他に、5 年に一度、より詳細な自己点検・評

価を実施するために「総評価」（同準則 6 条）を行うこととしている。本法科大

学院は、これらの自己点検・評価活動を行うことによって、我が国における法曹

の養成のための中核的な教育機関としての使命を果たすべく、さらなる改善に努

めている。  
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Ⅰ 現況及び特徴  
 

１  現況  

（１）法科大学院（研究科・専攻）名                  

 首都大学東京大学院社会科学研究科  

 法曹養成専攻  

 

（２）所在地  

 東京都中央区晴海１ -２ -２  

 

（３）学生数及び教員数  

 学生数：  117 人  

 教員数：  12 人（うち実務家教員５名）  

 ※平成 25 年５月１日現在  

 

２  特徴  

（１）沿革と理念  

①  沿革  

 東京都立大学は、昭和 24 年の学制改革に伴い、

旧制の都立高等学校、都立工業専門学校、都立理

工専門学校、都立機械工業専門学校、都立化学工

業専門学校及び都立女子専門学校の６校を母体

として、都内で唯一の公立の総合大学として発足

した。そして、大学院については、昭和 28 年か

ら昭和 31 年にかけて、人文科学・社会科学・理

学・工学研究科の修士課程及び博士課程を開設し

た。本学法科大学院は、平成 16 年に社会科学研

究科法曹養成専攻（通称「東京都立大学法科大学

院」）として設置されたものである。  

 なお、大学運営主体の独立行政法人化及び都立

４大学の統合に伴い、平成 17 年に首都大学東京

が開学し、法科大学院についても、通称「首都大

学東京法科大学院」となったが、実質的には、東

京都立大学法科大学院を継承するものである。  

 

②  理念  

 首都大学東京法科大学院の教育理念は、東京を

はじめとする大都市の抱える複雑な問題に対し

て、それを解決する能力を有する法曹を養成する

ことである。  

  首都東京には、大小の企業が多数存在し、国、

東京都をはじめとする公共団体が集積している。

世界的に見ても、極めて特徴的な大都市である。

本学の法科大学院は、このような巨大都市東京に

おける企業活動、公益活動、さらには国際的な領

域での活動など、現代社会の法律的課題に対応す

ることのできる高度な能力を備えた法曹の養成

を目指している。  

 

（２）特徴  

 首都大学東京法科大学院は、下記の特徴を有す

る。  

①  少人数教育  

 本法科大学院の最大の特色は、少人数教育であ

る。首都大学東京法科大学院では、その前身であ

る東京都立大学以来の少人数教育を踏襲してい

る。首都大学東京大学院・社会科学研究科法学政

治学専攻では、「一人一人を徹底的に鍛える教育」

を伝統としてきた。  

 本法科大学院でも、この伝統を受け継ぎ、オフ

ィス・アワーの充実をはじめとして、学生一人一

人の能力を最大限に伸ばすよう、個別の指導を行

っている。１学年 52 名という小規模の学生定数

の利点を活かし、全教員が、個々の学生の学習状

況、成績状況、精神状態についてまで把握し、FD

会議において検討、討議を行っている。  

 

②  公共分野における実務科目の充実  

 本法科大学院における実務家教員は、弁護士、

検事、裁判官はもちろん、元東京都主税局税制部

長のほか、特許庁出身者、公正取引委員会出身者

も教育に携わっている。本法科大学院の理念の一
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つである、公益活動に強い法曹を養成するため、

これらの実務家教員の貢献は多大である。  

 

③  充実した展開・先端科目、基礎法学・隣接科

目  

 展開・先端科目においては、知的財産法、経済

法、租税法の他、倒産法、労働法、環境法などの、

最も動きの激しい法領域について、上述の豊富な

実務経験を有する実務家教員が科目を担当して

いる。  

 さらに基礎法学・隣接科目においても、基礎法

学分野、政治学分野、経済・経営学分野等の多彩

な科目を展開している。特に、公共団体において

今後ますます重要性を増すと考えられる「公共政

策」的な思考力をつけるため、充実した政治学科

目を置いている。また、企業法務の理解にとって

不可欠の、経済・経営学関連科目（会計学、統計

学）の充実も図っている。  

 

④  学生支援体制の充実  

 本学晴海キャンパスは、本法科大学院が専用で

利用しており、専用図書室、模擬法廷室、院生自

習室が充実している。また、学生が自主ゼミ等を

通じて討論を戦わせ、切磋琢磨する場を提供する

ため、自主ゼミ用の教室を用意し、学生の学習意

欲の向上を図っている。  

 さらに、専任教員は必ず週に１度のオフィス・

アワーを設定し、学生は事前予約等を行う必要な

く、自由に教員から指導を受けることができる。   
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Ⅱ 目的 

１  目的  

 首都大学東京法科大学院の教育理念は、東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、

それを解決する能力を有する法曹を養成することである。巨大都市東京における企業活動、公益活動、

さらには国際的な領域での活動など、現代社会の法律的課題に対応できる高度な能力を備えた法曹の

養成を目的とする。  

 もとより、法科大学院は、裁判官、検察官、弁護士の法曹三者をはじめとする実務法曹を養成する

教育機関であることは当然であり、本学法科大学院の第 1 の目標も、修了生が法曹資格を取得するこ

とである。  

 さらに、本法科大学院では、各学生の関心に従い、企業法務に強い法曹、公共分野に強い法曹を育

成する。  

 近年、ボーダレス化や技術革新の急速な進行、規制緩和・自由化の波が企業間競争を激化させるな

ど、企業を取り巻く環境が国内外を問わずますます厳しくなる中で、企業には、秩序ある活動や現行

法制度と調和のとれたルールに従った行動が求められている。そのため、企業法務はますます複雑か

つ高度に専門的なものにならざるを得ない。本法科大学院では、この分野において実践的な能力を有

する法曹の育成を目的とする。  

 また、市民意識の向上に伴い、国や自治体と市民との間に生じる様々な利害対立の調整や、市民と

の協働関係を推進するために法的な諸問題への対応が急務となっている。本法科大学院では、これら

の国、自治体、公益団体などにおいて、法的リーダーシップをとるために必要な能力を養成すること

を目的とする。  

 

２  教育理念  

 本法科大学院の目的を達成するためには、現代社会の法律的課題に対応することのできる実践力を

備えた法曹の養成を目指す必要がある。そのためには、基礎的な法的能力の涵養に加え、いかに応用

力を鍛えるかが重要となる。そこで、本学では、「一人一人を徹底的に鍛える教育」を理念とする。  

 この理念に向けて、次のような特色を持った教育を実践している。  

 

（１）体系的・合理的なカリキュラムの実践  

 現代社会の法律的課題に対応するためには、示された課題に対し、自らの力で解決を図る能力を鍛

えることが肝要である。  

 そのためには、まず、正確で偏りのない法律的知識を身につけることが重要となる。  

 そこで、第１段階として、１年次及び２年次前期においては、法律基本科目を中心に、徹底した法

的思考力の訓練を実施している。この段階で、正確な基礎知識を修得させる。  

 次に、第２段階として、２年次後期から３年次前期にかけては、第１段階で身につけた法的スキル

を用いて、自らの見解を法的概念を用いて表現する能力を修得させる。この段階では、教員との間、

あるいは学生相互の徹底した討論を通じ、与えられた課題に対し、自らの解決策を、相手に説得力を

もって伝える能力を修得させる。  

 第３段階として、自ら興味を持った実務的・先端的な課題について、さらに踏み込んだ検討・研鑽

を行うことを目的とする。この段階では自ら問題を発見し、解決する能力、さらにリサーチペーパー
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等にまとめる能力を修得させる。  

 

（２）実務経験の豊富な教員による実践的教育  

 本法科大学院の目的である実践力を備えた法曹を育成するため、実務経験豊富な実務家教員の存在

は極めて重要である。  

 倒産法、労働法はそれぞれの領域において我が国でもトップクラスの弁護士事務所所属の弁護士教

員の協力を得て、現代的課題に対応する能力の涵養を図っている。  

 また、知的財産法は特許庁、経済法は公正取引委員会出身の実務家教員、環境法は農林水産省出身

の実務家教員、さらに租税法は東京都主税局経験を有する実務家教員が担当しており、まさに、大都

市において日々生起する課題を、学生が自ら実感しながら学習するためのカリキュラムを組んでいる。 
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Ϫ ❶ࡢࡈ自己評価  

 

➨１❶ 教育ࡢ理念及び目ᶆ  

 

 １ 基準ごとの分ᯒ  

 

 １㸫１ 教育の理念及び目標  

 

 （基準１㸫１㸫１に係る状況）  

 

１ 教育の理念及び目標の設定 

 本法科大学院の教育理念は、「東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、

それを解決する能力を有する法曹を養成すること」であり、目標として「巨大都市東京

における企業活動、公益活動、さらには国際的な領域での活動など、現代社会の法律的

課題に対応できる高度な能力を備えた法曹の養成」をᥖࡆている。 

これらは、多様かつ広⠊な国民の要ㄳにこたえることのできる高度の専門的な法律知

識、ᖜ広い教養、国際的な⣲養、豊かな人間性及び⫋業理を備えた法曹を養成すると

いう法科大学院制度の目的に㐺合するものである。࠙解㔘指㔪１㸫１㸫１㸫１ࠚ 

  

２ 教育の理念及び目標の公表 

 以上の考え方は、毎年発行される法科大学院パンフレット、ࣈ࢙࢘サト等において

᫂記しているほか、本法科大学院の入ヨ説᫂会等においても説᫂を行い、対外的に公表・

᫂示しているところである。ࠓ資ᩱ 1-1-1-1「パンフレット（教育理念の⤂）」及び資ᩱ

1-1-1-2「法科大学院ࣈ࢙࢘サト（教育理念・アࢻミッシࣙン࣏リシーの⤂）」ཧ↷ࠔ 

また、学生が上記の理念・目的に対する理解を῝めることができるように、入学前に

おけるカリキュラム࢞ダンス等においても、上記の理念・目的に関する説᫂を行って

いるところである。ࠓ資ᩱ 1-1-1-3「平成 25 年度カリキュラム࢞ダンスの日程及び㓄ᕸ

資ᩱ」及び資ᩱ 1-1-1-4「法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要（理念とアࢻミッシࣙン࣏リシ

ー）」ཧ↷ࠔ 

これらにより、本法科大学院の教育理念及び目標は、本法科大学院の教⫋員及び学生

に࿘知されるとともに、広く社会に公表されているものである。࠙解㔘指㔪１㸫１㸫１

㸫２ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᇶ‽１㸫１㸫１ 

教育ࡢ理念及び目ᶆࡀ㐺ษタᐃࠊࡘࠊࢀࡉ᫂☜ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧  
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㈨ᩱࠓ 1-1-1-1 首都大学東京法科大学院ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ 2013（教育理念ࡢ⤂）ࠔ  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」２頁）  

 

㈨ᩱࠓ 1-1-1-2 法科大学院ࢺࢧࣈ࢙࢘（教育理念࣭ࡢ࣮ࢩ࣏ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻ⤂）ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 1-1-1-3 平成 25 年ᗘࡢࢫࣥࢲ࣒࢞ࣛࣗ࢟ࣜ࢝᪥⛬及び㓄ᕸ㈨ᩱࠔ 

 

１  日  平成 25 年 3 月 2 日（ᅵ᭙） 14 から 17  15 分まで  

 

２  日程   

㸺２年ᒚ修課程１年及び３年ᒚ修課程２年生向け㸼  

（１）専攻長ᣵᣜ  

  （２）科目ᒚ修全体の説᫂    （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

  （３）ฮ事系法律基本科目の説᫂（担当者：ᮌᮧ教ᤵ）  

  （４）ฮ事系実務基礎科目の説᫂（担当者：ᓠ教ᤵ）  

（５）民事系法律基本科目の説᫂（担当者：大ᶫ教ᤵ、▮ᓮ教ᤵ、我ጔ教ᤵ）  

  （６）民事系実務基礎科目の説᫂（担当者：大ᶫ教ᤵ）  

（７）公法系科目の説᫂     （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

  （８）選ᢥ科目全体の説᫂    （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

（９）倒産法及び環境法の説᫂  （担当者：㤫ᗞ教ᤵ）  

（ 10）租税法の説᫂       （担当者：ᕝᮧ教ᤵ）  

本法科大学院の理念は、東京をはじめとする大都市の抱え

る複雑な問題に対して、それを解決する能力を有する法曹を

養成することです。  

 首都東京は、大小の企業が多数存在し、東京都をはじめと

する公共団体も集積しており、世界的に見ても極めて特徴的

な大都市です。  

 本法科大学院は、このような巨大都市東京における企業活

動、公益活動、さらには国際的な領域での活動など、現代社

会の法律的課題に対応することのできる高度な能力を備えた

法曹の養成を目指しています。  

 以上の理念に基づき、 本法科大学院の入学者選抜では、複

雑な社会現㇟に高い関心を示し、それを的確に把握し、分ᯒ・

判᩿するための論理的思考力を有し、それを的確に表現する

ことのできる人ᮦを、ᖜ広く求めるものとしています。  



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 1章     

  - 7 - 

（ 11）労働法の説᫂       （担当者：ኳ野教ᤵ）  

 

㸺３年ᒚ修課程１年生向け㸼  

（１）専攻長ᣵᣜ  

  （２）科目ᒚ修全体の説᫂    （担当者：▼ᓮ教ᤵ）  

  （３）法律学全⯡の説᫂     （担当者：前⏣教ᤵ）  

  （４）ฮ事系科目の説᫂     （担当者：ᮌᮧ教ᤵ）  

（５）民事系科目の説᫂     （担当者：▼ᓮ教ᤵ、大ᶫ教ᤵ、ᑿᓮ教ᤵ）  

  （６）公法系科目の説᫂     （担当者：富教ᤵ）  

 

３  㓄ᕸ資ᩱ ダンス次第࢞（１）   

（２）法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂス）  

（３）法科大学院間表（前期・後期）  

（４）教科書・ཧ考書一ぴ表（࢞ダンス前に事前㒑㏦）  

（５）各科目予習用レࢪュ࣓  

 

㈨ᩱࠓ 1-1-1-4 法科大学院ᒚಟෆ࣭ᤵᴗᴫせ（理念࣮ࢩ࣏ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻ）ࠔ 

２㸬理念とアࢻミッシࣙン࣏リシー  

本法科大学院の理念は、東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、それを解決

する能力を有する法曹を養成することである。首都東京は、大小の企業が多数存在し、国・東京

都をはじめとする公共団体も集積しており、世界的に見ても極めて特徴的な大都市である。本法

科大学院は、このような巨大都市東京における企業活動、公益活動、さらには国際的な領域での

活動など、現代社会の法律的課題に対応することのできる高度な能力を備えた法曹の養成を目指

している。  

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」１頁）  

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」２頁（教育理念） 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」１頁（理念とアࢻミッ

シࣙン࣏リシー） 

・別ῧ資ᩱ４「法科大学院ࣈ࢙࢘サト」（教育理念・アࢻミッシࣙン࣏リシー） 
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ᇶ‽１㸫１㸫２ 

教育ࡢ理念及び目ᶆࠊࡀᙜヱ法科大学院ࡢ教育ࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ㐩成ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࠋ  

 

 （基準１㸫１㸫２に係る状況）  

 

１ 養成しようとする法曹ീに㐺った教育の実施 

 本法科大学院における教育内容・カリキュラムは、上述の教育理念・目標を達成すべ

く、体系的にᵓ成されている。ゝするならば、公立大学法人たる本法科大学院の特性

から、自治体、公益団体など公益分野において活㌍することのできる法曹の養成に力を

ὀいでいるが、それを実現するために、公共分野における実務科目の充実を図り、また、

公共政策的な思考力の養成も目的として、充実した政治学科目を開ㅮしている。 

 また、実際に、学生がこれらのカリキュラムに基づいた学修をに行うことができ

るように、本法科大学院においては、東京都立大学以来の伝統である「一人一人を徹底

的に鍛える教育」を実施している。本法科大学院は、１学年 52 名という小規模の法科大

学院であり、教員は、学生の一人一人について、各人の学修状況等に༶した教育をᑀ

に行っている。ල体的には、まず、ᒚ修計⏬の策定に関し、ᒚ修内におけるᒚ修ࣔࢹ

ルの提示（公共団体関連法務を中心として活㌍する法曹、企業法務を中心として活㌍す

る法曹、ฮ事系の法務を中心として活㌍する法曹の３ࣔࢹル）を行い、また、年度当ึ

にカリキュラム࢞ダンスや⫋業࢞ダンス（第 7 章で後述）を実施することによって、

学生が体系的な教育カリキュラムに基づき、にᒚ修を開ጞし、㐺正に学修をするこ

とができるように㓄៖している。また、各科目の確実なᒚ修を担ಖするための教育方法

として、専任教員は、毎週 1 のオフィス・アワーを実施することとなっており、ま࣐ࢥ

た、ຓ教も学修に関する相ㄯを㝶受けけているなど、学生が教員から個別的・┤接

的な指導を受けることができる体制が整えられている。ࠓ資ᩱ 1-1-1-3「平成 25 年度カリ

キュラム࢞ダンスの日程及び㓄ᕸ資ᩱ」、資ᩱ 1-1-2-1「ᒚ修ࣔࢹル」、資ᩱ 1-1-2-2「⫋

業࢞ダンスのお知らせ」及び資ᩱ 1-1-2-3「学習相ㄯ会のお知らせ」ཧ↷ࠔ 

 以上の教育内容及び方法によって、本法科大学院は、教育理念・目標に㐺った㐺切な

法曹教育を行っているものである。 

 

㈨ᩱࠓ 1-1-2-1 ᒚಟࣔࠔࣝࢹ  

・公共団体関連法務を中心として活㌍する法曹  

年次  ᒚ修科目  修得単数  
３年ᒚ修課程１年次  必修科目、経済と法、法ဴ学  ３２単  
３年ᒚ修課程２年次  
２年ᒚ修課程１年次  

必修科目、᠇法総合２、行政法総合２、租税ッゴ実務

の基礎、租税法１、法社会学  ３６単  

３年ᒚ修課程３年次  
２年ᒚ修課程２年次  

必修科目、行政法総合３、公法総合₇習、ฮ事法総合

２、法文書作成、模擬裁判、ẚ㍑᠇法、地方自治法、

報法、租税法２、租税法₇習、環境法、社会法総合

₇習、ᾘ㈝者法、独༨⚗Ṇ法１、ฮ事政策、政治学特

Ṧᤵ業１、政治学特Ṧᤵ業２  

４㸮単  

 

 

 



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 1章     

  - 9 - 

・企業法務を中心として活㌍する法曹  

年次  ᒚ修科目  修得単数  
３年ᒚ修課程１年次  必修科目、経済と法、法ဴ学  ３２単  
３年ᒚ修課程２年次  
２年ᒚ修課程１年次  

必修科目、独༨⚗Ṇ法１、知的財産法１、労働法、経

済ฮ法、国際⚾法、法社会学  ３６単  

３年ᒚ修課程３年次  
２年ᒚ修課程２年次  

必修科目、公法総合₇習、民法₇習、ၟ法総合３、ၟ

法総合₇習、模擬裁判、民事裁判と事実認定、法文書

作成、報法、環境法、ᾘ㈝者法、現代取引法、企業

法務、独༨⚗Ṇ法２、知的財産法２、会計学  

３６単  

・検事をጞめとするฮ事系の法務を中心として活㌍する法曹  

年次  ᒚ修科目  修得単数  
３年ᒚ修課程１年次  必修科目、経済と法、法ဴ学  ３２単  
３年ᒚ修課程２年次  
２年ᒚ修課程１年次  

必修科目、国際法１、租税法１、倒産法１、経済ฮ法、

国際⚾法、法社会学  ３６単  

３年ᒚ修課程３年次  
２年ᒚ修課程２年次  

必修科目、公法総合₇習、ฮ事法総合２、ฮ法₇習、

模擬裁判、ฮ事裁判と事実認定、法文書作成、報法、

国際法２、租税法２、倒産法２、独༨⚗Ṇ法１、環境

法、ᾘ㈝者法、་事ฮ法、ฮ事政策  

３８単  

          （出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 15 頁）   

 

㈨ᩱࠓ 1-1-2-2 ⫋ᴗࠔࡏࡽ▱࠾ࡢࢫࣥࢲ࢞ 

平成 25年４月４日ᥖ示  

⫋業࢞ダンスのお知らせ  

 

下記の要領で、検察官の事をࢸー࣐にした⫋業࢞ダンスを行います。  

 学年、ᒚ修課程ዴఱを問いませんので、ᕼᮃ者は、ごཧ加ください。  

 なお、内容は年度実施したものと基本的に同様です。  

 

記  

 

日  ：平成 25年４月 11日（ᮌ）༗後３から４まで  

場  所：４㸮１教室  

担  当：ᓠࡦろみ（ฮ事系実務科目・ฮ事ッゴ法担当、元検察官）  

「あなたも検察官を目指しませんか㸽」：࣐ーࢸ  

内  容：検察官の事とやり⏥ᩫ、日ᖖ生活等、一⯡に知られていない検察官と検察庁の実ീにつ  

いて、体験ㄯをえつつ⤂します。  

 

㈨ᩱࠓ 1-1-2-3 学⩦┦ㄯ会ࠔࡏࡽ▱࠾ࡢ 

平成 24年９月 18日ᥖ示  

学習相ㄯ会（ㅮ₇）のお知らせ（晴海会主ദ）  

 

日  ：平成 24年 10月６日（ᅵ）༗後１ 30分㹼３ 30分  

場  所：７㸮５教室  

 

在校生各  

上記の日に本年度３ᅇ目の学習相ㄯ会（実務家ㅮ₇）を開ദいたします。  

今ᅇは通ᖖの学習相ㄯ会ではなく、本学出身のⱝ手実務家（修習生ྵࡴ。）によるㅮ₇となってお

ります。  

実務をල体的に࣓ーࢪしてもらうことで、ຮ強に対するࣔチ࣋ーシࣙンを高めて㡬ければと思い

ます。  

また、ྖ法ヨ験は実務家として働ける能力があるかを問うヨ験ですので、実務感ぬを知っておくこ

とは、ྖ法ヨ験を受験する上でᙺ立つはずです。  

ㅮ₇を担当するのは、裁判官２名、検察官１名、弁護士３名及び修習生１名の予定です。  

修習生は、修習内容やᑵ⫋状況の実についておヰしいたします。  

たくさんの方のごཧ加をおᚅちしております。  
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２ 本法科大学院における教育の成果 

 本法科大学院における教育の成果としては、厳正な成績評価・修了認定を行っている

にもかかわらず、大多数の学生がに法科大学院を修了している点をᣲࡆることがで

きる。ࠓ資ᩱ 1-1-2-4「学生の修了状況」及び別⣬様ᘧ２「学生数の状況」ཧ↷ࠔ 

 また、本法科大学院の教育成果の一つの指標として、新ྖ法ヨ験の合格者に関するࢹ

ーࢱをᣲࡆることができると考えられるが、平成 23 年度までに修了した 393 名のうち 229

名がྖ法ヨ験に合格（旧ྖ法ヨ験合格者をྵࡴ）するなど、その合格⋡は高い水準に⥔

持されているほか、合格後も公益性の高い裁判官・検察官に多数任官しているなど、本

法科大学院における教育は標準以上の成果をあࡆているということができる。ࠓ資ᩱ

1-1-2-5「修了生の進㊰」ཧ↷ࠔ 

他方、法曹以外においても、7 名が公務員（裁判所事務官、東京都等）として務する

など、専門的な法律知識等を必要とする⫋域において、広く社会に貢献している。 

以上のことから、本法科大学院の教育理念及び目標は達成されていると評価すること

ができる。࠙ 解㔘指㔪１㸫１㸫２㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 1-1-2-4 学⏕ࡢಟ≧況ࠔ  

ධᏛ  

ᖺᗘ  

(ᖹᡂ） 

ㄢ

⛬  

ධᏛ  

⪅ᩘ  

ᶆ準ᖺ㝈ಟ⪅  
ᶆ準ᖺ㝈䜢㉸䛘

䛶ಟ䛧䛯⪅  
㏥Ꮫ䞉㝖⡠  ᅾ⡠୰  

ேᩘ  (ྜ )  ேᩘ  (ྜ )  ேᩘ  (ྜ )  ேᩘ  (ྜ )  

16 
䠎ᖺ  44 ྡ  41 ྡ  (93.2%) 1 ྡ  (2.3%) 2 ྡ  (4.5%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  20 ྡ  17 ྡ  (85.0%) 0 ྡ  (0.0%) 3 ྡ  (15.0%) 0 ྡ  (0.0%) 

17 
䠎ᖺ  43 ྡ  43 ྡ  (100.0%) 0 ྡ  (0.0%) 0 ྡ  (0.0%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  16 ྡ  13 ྡ  (81.3%) 2 ྡ  (12.5%) 1 ྡ  (6.3%) 0 ྡ  (0.0%) 

18 
䠎ᖺ  47 ྡ  42 ྡ  (89.4%) 1 ྡ  (2.1%) 4 ྡ  (8.5%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  15 ྡ  12 ྡ  (80.0%) 2 ྡ  (13.3%) 1 ྡ  (6.7%) 0 ྡ  (0.0%) 

19 
䠎ᖺ  47 ྡ  39 ྡ  (83.0%) 2 ྡ  (4.3%) 6 ྡ  (12.8%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  19 ྡ  18 ྡ  (94.7%) 1 ྡ  (5.3%) 0 ྡ  (0.0%) 0 ྡ  (0.0%) 

20 
䠎ᖺ  47 ྡ  43 ྡ  (91.5%) 3 ྡ  (6.4%) 1 ྡ  (2.1%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  18 ྡ  13 ྡ  (72.2%) 2 ྡ  (11.1%) 2 ྡ  (11.1%) 1 ྡ  (5.6%) 

21 
䠎ᖺ  44 ྡ  41 ྡ  (93.2%) 0 ྡ  (0.0%) 3 ྡ  (6.8%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  19 ྡ  12 ྡ  (63.2%) 4 ྡ  (21.1%) 3 ྡ  (15.8%) 0 ྡ  (0.0%) 

22 
䠎ᖺ  46 ྡ  46 ྡ  (100.0%) 0 ྡ  (0.0%) 0 ྡ  (0.0%) 0 ྡ  (0.0%) 

䠏ᖺ  17 ྡ  13 ྡ   (76.5%)  - -  0 ྡ  (0.0%)  4 ྡ  (0.0%) 

23 䠎ᖺ  36 ྡ  32 ྡ   (88.9%)  - -  4 ྡ  (11.1%)  0 ྡ  (0.0%) 

ྜ  ィ  478 ྡ  425 ྡ  (83.7%) 18 ྡ   (3.8%) 30 ྡ   (6.3%)  5 ྡ  (1.0%) 
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㈨ᩱࠓ 1-1-2-5 ಟ⏕ࡢ㐍㊰ࠔ  

修
了
年
度 

䥹
平
成
䥺 

修
了
者
数 

ྖ法ヨ験合格者  

公
務
員 

企
業
・
団
体 

そ
の
他
・
受
験
継
⥆
・

不
᫂ 

合
格
者
数 

合
格
⋡ 

内ヂ  

裁
判
官 

検
察
官 

弁
護
士 

修
習
中
・
そ
の

他
・
不
᫂ 

17 41 26 63.4%  5  3  17  1 2 4  9  

18 61 39 63.9% 2  1  32  4    2  20  

19 55 32 58.2% 1  2  28  1  3  2  18  

20 53 40 75.5% 1    36  3  1  1  11  

21 65 34 52.3% 2  1  22  9  1  1  30  

22 59 34 57.6%     19  15    1  23  

23 59 24 40.7%       24    1  34  

合計  393 229 58.3% 11  7  154  57  7  12  145  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

 ・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」15 頁（ᒚ修ࣔࢹル） 
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 ２ 特長及び課題等  

 

１ 特長 

 本法科大学院は、「巨大都市東京における企業活動、公益活動、さらには国際的な領域

での活動など、現代社会の法律的課題に対応できる高度な能力を備えた法曹の養成」と

いう目的を実現するために、単に教育内容・カリキュラムを㐺正なものとするのみなら

ず、実際に、学生が当ヱカリキュラムに基づいた㐺正な学修をすることができるよう、

東京都立大学以来の「一人一人を徹底的に鍛える教育」の伝統を受け継ぎ、学生の一人

一人を大切にする教育を実施している。また、入学前の࢞ダンスにおいて教育理念に

沿ったᒚ修ࣔࢹルを学生に推ዡし、公益分野等で活㌍する法曹を㍮出するとともに、ྖ

法ヨ験の合格⋡も高い水準で⥔持しており、本法科大学院の教育は標準以上の成果をあ

ている。これらのことは、本法科大学院の特色でもあり、本法科大学院の特長であるࡆ

と考えられる。 

 

２ 課題 

 修了生の進㊰状況を全には把握できていないが、より詳細に把握していくために、

全修了生への個別㒑㏦調ᰝを平成 24 年度より実施した。これによりᅇ⋡が格段に向上

したが、今後は㹍㹀組織の協力を得るなど、調ᰝ方法のさらなる改善を検討している。  
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➨２❶ 教育ෆᐜ  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

２㸫１ 教育内容  

 

ᇶ‽２㸫１㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

教育ㄢ⛬ࠊࡀ理ㄽ的教育ᐇົ的教育ࡢᯫᶫ␃ពࠊࡘࡘࡋ法曹ࡢ࡚ࡋ

ᐇົᚲせ࡞専㛛的࡞法▱㆑ࠊᛮ⪃ຊࠊศᯒຊࠊ⾲現ຊ➼ࢆಟᚓࡿࡏࡉ

㐺࠺ࡼࡿࡍᾰ養ࢆ㈐௵ឤ及び理ほࡢ࡚ࡋ法曹ே㛫ᛶ୪び࡞㇏ࠊࡶ

ษ⦅成ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

（基準２㸫１㸫１に係る状況）  

 

１ 本法科大学院における教育課程の概要 

 本法科大学院における法学教育は、上述の教育理念・目的に示した法曹の養成を実現

するための教育課程でᵓ成されている。ල体的には、法学ᮍ修者を対㇟とする３年ᒚ修

課程（１学年 10 名程度）と法学᪤修者を対㇟とする２年ᒚ修課程（１学年 42 名程度）

を設置している。୧課程のᕪ␗は、３年ᒚ修課程における法学の基礎的知識・⣲養の養

成のための１年次㓄当のᒚ修科目（本法科大学院 2 年ᒚ修課程の入学ヨ験科目となって

いる᠇法、行政法、民法、ฮ法、ၟ法、民事ッゴ法及びฮ事ッゴ法の７法に関する科目）

について、２年ᒚ修課程入学者についてはᒚ修したものとみなし、１年間の修業年限の

▷⦰を認めている点である。そして、３年ᒚ修課程の入学者は本法科大学院教育課程の

みで結的に、２年ᒚ修課程の入学者については入学以前の法学の基礎的知識・⣲養及

び本法科大学院における実務的・実践的な法学教育によって、実務法曹として活㌍する

ための基本的能力を⋓得し、新ྖ法ヨ験の合格は論、本法科大学院が理念・目的とし

てᥖࡆる「東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、それを解決する能

力を有する法曹」となることができる組みとなっている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度

カリキュラム」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫１ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 2-1-1-1 平成 25 年ᗘࠔ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 13 頁）  
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２ 本学学部教育との関係 

なお、本法科大学院の基礎となる学部に当たる首都大学東京都市教養学部法学系は、

法律学ࢥースと政治学ࢥースに分かれており、各ࢥースにおいては、それぞれ法律学・

政治学の学修を中心としつつも、他のࢥースの科目についても学問的研鑽を積ࡴことが

できるように、カリキュラムが⦅成されている。その点で、学部教育における法学系教

育は、実務法曹養成をᑕ程に入れつつも、それだけにとらわれることなく、学生が、自

らの興味・関心にしたがい、自由に法学・政治学を学問的に学修することができるもの

となっている。この点で、学部教育と法科大学院教育は性質の␗なるものである。ࠓ資ᩱ

2-1-1-2「大学内（都市教養学部法学系の考え方）」ཧ↷ࠔ 

 ただし、法学系においても教育している法学の基礎的知識・⣲養は、当然、本法科大

学院における実務法曹の養成においても基礎となるものであり、入学ヨ験においてこの

点を修得していると認定された者（法学᪤修者）については２年ᒚ修課程への入学を認

めている。 

 もちろん、これらの基礎的知識・⣲養は、本学でのみ特別に教育しているものではな

く、広く、各大学の法学部で教育されているものであり、入学ヨ験における公平を害す

るものではない。実際、２年ᒚ修課程への入学者の大多数が他大学法学部出身者である

ことは、このような公平性が㐺切に確ಖされていることを示すものである。ࠓ資ᩱ 2-1-1-3 

「自校出身者の入学ẚ⋡」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫１ࠚ 

また、学部との合同でのᤵ業は実施されておらず、学部でのᒚ修状況に応じて法科大

学院のᤵ業科目のᒚ修ච㝖も行われておらず、法科大学院の教育課程が結的に⦅成さ

れている。࠙ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 2-1-1-2 大学ෆ（都ᕷ教養学㒊法学⣔࠼⪄ࡢ᪉）ࠔ  

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 2-1-1-3 自ᰯ（東京都❧大学࣭首都大学東京）ฟ㌟⪅ࡢධ学ẚ⋡ࠔ  

年度  自校出身者の数  自校出身者の༨める合  

21 2 3.17% 

22 7 11.11% 

23 6 12.76% 

24 5 9.61% 

25 3 6.00%  

   

 

 

１年次には、教養科目の他、専門教育科目として、᠇法、民法、ฮ法、政治学を学ࡪことで、

ᑗ来進ࡴべき方向を確認し、２年次進⣭に「法律学ࢥース」「政治学ࢥース」のいずれかを選ᢥ

します。୧ࢥースとも、他のࢥースの専門科目を自由に選ᢥすることができ、༞業単としても

認められます。ᖜ広い知識と教養の修得により、༞業後の選ᢥ⫥を広ࡆると同に、ᰂ㌾な発

や、多ゅ的など点を身にけることができます。  

（出：首都大学東京  大学内 2013 43 頁）  
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３ 各年次における教育課程の内容 

 ３年ᒚ修課程の１年次においては、法学の基礎的知識・⣲養を養成するために、「᠇法」、

「行政法」、「民法」、「ฮ法」、「ၟ法」、「民事ッゴ法」及び「ฮ事ッゴ法」の７法に関す

る法律基本科目を中心として、ᒚ修をする。また、基礎法学の科目である「法社会学」

及び「法ဴ学」等の科目を置き、法律家として広いど野を⋓得できるように㓄៖してい

る。 

 ３年ᒚ修課程の２年次及び２年ᒚ修課程の１年次においては、実務法曹として必要と

なる分ᯒ力・表現力を養成するために、判や事について、方向ᤵ業のᙧᘧ（ࢹィ

ートや文書によって自分の思考を表現するᙧᘧ）によって分ᯒを行う総合科目のᒚ修࣋

を開ጞする。ල体的には、「᠇法総合」、「ၟ法総合」、「民法総合」、「ฮ事法総合」といっ

た科目を㓄置している。これらは、修得した法律学の基礎的知識を実践に応用する力を

涵養するものである。また、実務法曹として活㌍することを前提として、これらの応用

力を養成するために、実務基礎科目として「民事ッゴ実務の基礎」及び「ฮ事ッゴ実務

の基礎」を、また、法曹としての理ほ・㈐任感を養成するため「法曹理」といった

科目を㓄置している。また、選ᢥ科目として「࢚クスࢱーンシップ」をᒚ修することも

可能であり、本法科大学院と提携する法律事務所などにおいて、実践的な法文書作成の

学修をすることができる教育課程としている。 

 さらに、選ᢥ科目として、政治学科目を中心とする基礎法学・隣接科目や展開・先端

科目について、自らの目指す法曹ീに㐺った科目をᒚ修することができるようになって

いる。 

 ３年ᒚ修課程３年次及び２年ᒚ修課程２年次においては、法律基本科目からの必修科

目は「民法総合３・４」、「民事ッゴ法総合２」にとどめ、多くは選ᢥ科目となる。特に、

この学年における中心は、前年次までにおける法律学の知識・分ᯒ力・応用力を基礎と

しての展開・先端科目のᒚ修であり、これらの科目のᒚ修によって、大都市における複

雑な先端的法律問題に対ฎするための能力の養成が行われる。 

その他、法律基本科目については₇習が中心に開ㅮされる。また、前期には「模擬裁

判」の科目が開ㅮされ、学生が裁判官・検察官・弁護士のそれぞれのᙺを分担し、ฮ

事手⥆の全部のὶれを⥙⨶したシミュレーシࣙン教育が行われる。これによって学生は

実際の裁判手⥆のὶれを体験することが可能となる。さらに、本法科大学院では、ඃ⚽

な成績を修め、かつ、より高度で専門的な研究をᚿᮃする学生は、専任教員の指導の下

で、４Ꮠ程度の論文（リサーチペーパー）をᇳ➹・提出することも可能である。リサ

ーチペーパーのᇳ➹によって特定の専門的問題について研究した学生は、当ヱ問題につ

いての専門的知識のみならず、一ὶの理論研究に⪏えうる法的思考力・分ᯒ能力・ᢈ判

能力を修得することができる。 

 以上の教育課程は、まずは理論的な教育により基礎をᅛめた上で、₇習科目や実務基

礎科目を増やす内容となっている。これは段階的に理論と実務のᯫᶫを図るとの理念に

基づいた⦅成であり、法曹養成に特化した専門⫋大学院にࡩさわしい水準、内容、方法

であるといえる。ࠓ別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」、資ᩱ 2-1-1-4「平成 24 年度開ㅮ科

目」、資ᩱ 2-1-1-5「ᒚ修プࣟࢭス」、資ᩱ 2-1-1-6「リサーチペーパーのᒚ修実績）」及

び別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要 100 頁（リサーチペーパー）」

ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫２ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 2-1-1-4 平成 24 年ᗘ㛤ㅮ科目ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」３頁）          
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㈨ᩱࠓ 2-1-1-5 ᒚಟࠔࢫࢭࣟࣉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」４頁）  

 

㈨ᩱࠓ ࠔ⦼ᒚಟᐇࡢ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ 2-1-1-6  

 

平成 20 年度  ５名（担当教員：前⏣教ᤵ４名、₫教ᤵ１名）  

 平成 21 年度  ５名（担当教員：前⏣教ᤵ３名、ᮌᮧ教ᤵ１名、㓇教ᤵ１名）  

 平成 22 年度  㸮名  

 平成 23 年度  ３名（担当教員：富教ᤵ２名、ᮌᮧ教ᤵ１名）  

 平成 24 年度  㸮名  

 

４  ฿達目標に合わせた教育内容 

 以上の教育課程で実施される教育内容について、法曹養成に特化した専門⫋大学院に

⫋さわしい水準のものとするため、その教育内容及び฿達目標を、文部科学省「専門ࡩ

大学院等における高度専門⫋業人養成教育推進プࣟࢢラム」に基づく法科大学院ࢥア・

カリキュラム調ᰝ研究ࢢループの提示した「法科大学院共通的฿達目標（ࢥア・カリキ

ュラム）ࣔࢹル第次修正」と合⮴させることを⏦し合わせており、㹄㹂会議等にお

いて教員全体で確認している。ࠓ別ῧ資ᩱ 20「㹄㹂会議議事要᪨（平成 24 年３月１日㸭

฿達目標について）」ཧ↷ࠔ 

また、上記฿達目標について学生に࿘知するため、㹒㹉㹁法科大学院教育研究支援シ

スࢸムに「法科大学院共通的฿達目標（ࢥア・カリキュラム）ࣔࢹル第次修正」を

ᥖ㍕しているほか、図書室でも自由に㜀ぴできるようにしてあり、学生はこれをཧ↷し

ながら、自主学習も進められるよう㓄៖している。ࠓ資ᩱ 2-1-1-7「㹒㹉㹁⏬㠃（法科大

学院で学修すべき各科目の内容について）」及び資ᩱ 2-1-1-8「シラࣂスにおける共通的

฿達目標の࿘知」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫１ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 2-1-1-7 㹒㹉㹁⏬㠃（法科大学院࡛学ಟྛࡁࡍ科目ࡢෆᐜ࡚࠸ࡘ）ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ ࠔ▱࿘ࡢඹ㏻的฿㐩目ᶆࡿࡅ࠾ࢫࣂࣛࢩ 2-1-1-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 多様なࣂックࢢラ࢘ンࢻを持つ学生への㓄៖ 

 これまで法学にゐれたことがない学生など、多様なࣂックࢢラ࢘ンࢻを持つ学生への

㓄៖として、まずは３年ᒚ修課程の１年次において、法律学習への導入教育を徹底して

いることがᣲࡆられる。ල体的には１学年定員 10 名の少人数クラスで、法律基本科目を

中心に基本的な法概念の理解・修得を目指したᤵ業を行っており、こまめに知識の習得

度を確認するなど、ึ学者向けにᤵ業を工ኵしながら、法律学の理論的・体系的知識の

習得が可能となっている。 

 さらに、全学生を対㇟とするものとしては、予約不要のオフィスアワーや学習相ㄯ会

などを通じて、学生の学習相ㄯや自主学習のアࣂࢻスを行っているほか、ᤵ業⤊了後

等にも個別に学生からの相ㄯに応じるなど、少人数制の特性を活かして、院生一人ࡦと

りの質問・議論に༑分な間をいて対応している。ࠓ資ᩱ 2-1-1-9「法科大学院パンフ

レット（オフィスアワー）」及び資ᩱ 2-1-1-10「オフィスアワーその他の学習支援につい

て」ཧ↷ࠔ 

また、学生を全人的に把握するため、全学生の入学ヨ験成績や経Ṕ等の一ぴ表を、取

ᢅいに༑分ὀ意することを࿘知したうえで、年度当ึに㓄ᕸし教員間で共有しているほ

か、各期ᮎ後の㹄㹂会議においては、全学生の全科目成績を教員間で確認し、成績不

者への対応を図るなど、学習上の諸問題に対して㎿速かつ的確にアࣂࢻスできるよう

きめ細かく㓄៖をしている。ࠓ別ῧ資ᩱ 21「専攻会議議事要᪨（平成 25 年２月 28 日㸭学

生の成績について）」及び別ῧ資ᩱ 22「㹄㹂会議議事要᪨（平成 25 年４月４日㸭学生の

入ヨ成績等について）」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

 

 

 

 

࠙ὀ記ࠚ  

各科目でゐれられている「共通的฿達目標」とは、文部科学省「専門⫋大学院等における高度

専門⫋業人養成教育推進プࣟࢢラム」に基づく法科大学院ࢥア・カリキュラム調ᰝ研究ࢢループ

の 提 示 し た 「 法 科 大 学 院 共 通 的 ฿ 達 目 標 （ ࢥ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム ） ࣔ ࢹ ル 第  次 修 正 

ࠓ http://www.congre.co.jp/core-curriculum/ࠔ」を指す（㹒㹉㹁法科大学院教育研究支援シスࢸ

ムにもᥖ㍕をしている）。  

学生は、これもཧ考としながら自習学習を進めること。  

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 18 頁）  
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㈨ᩱࠓ 2-1-1-9 首都大学東京法科大学院ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ ࠔ（࣮࣡ࢫࣇ࢜）2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」 5 頁）  

 

㈨ᩱࠓ ࠔ࡚࠸ࡘ学⩦ᨭࡢࡢࡑ࣮࣡ࢫࣇ࢜ 2-1-1-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」 

３頁（平成 24 年度開ㅮ科目） 

４頁（ᒚ修プࣟࢭス） 

５頁（オフィスアワーの充実） 

 ・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

17 頁（オフィスアワーその他の学習支援について 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 

 ・別ῧ資ᩱ 20「㹄㹂会議議事要᪨（平成 24 年３月１日㸭฿達目標について」 

・別ῧ資ᩱ 21「専攻会議議事要᪨（平成 25 年２月 28 日㸭学生の成績について」 

・別ῧ資ᩱ 22「㹄㹂会議議事要᪨（平成 25 年４月４日㸭学生の入ヨ成績等について」 

 

 

法科大学院専任教員（晴海キャンパスに研究室をもつ教員）は、毎週１࣐ࢥオフィスアワーを

設定し、院生の学修に関する相ㄯ・ຓゝを受けけている。ᤵ業の際に理解することができなか

った点がある場合や、その他の学修に関する相ㄯがある場合等には、積極的にオフィスアワーを

活用すること。各専任教員のオフィスアワーの᭙日、限については、間に記㍕されている

ので、確認すること。また、教員によっては事前の予約手⥆きを求める場合もあるのでὀ意する

こと。これらの詳細については、ᥖ示によって連⤡するので、㝶ᥖ示ᯈをよく確認すること。

なお、ຓ教も学修等に関する相ㄯを受けけている。間の都合その他の理由で専任教員等に相

ㄯすることができない場合は、ຓ教に相ㄯすること。  

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 17 頁）  
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ᇶ‽２㸫１㸫２㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ḟྕྛࡢᥖࡿࡆᤵᴗ科目ࡀ㛤タࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

（１）法ᚊᇶᮏ科目 

（᠇法ࠊ⾜ᨻ法ࠊẸ法ၟࠊ法ࠊẸッゴ法ࠊฮ法ࠊฮッゴ法㛵ࡍ

 （ࠋ࠺࠸ࢆ科目ࡢศ㔝ࡿ

（２）法ᚊᐇົᇶ♏科目 

（法曹ࡢ࡚ࡋᢏ⬟及び㈐௵ࡢࡑࡢ法ᚊᐇົ㛵ࡿࡍᇶ♏的࡞ศ

㔝ࡢ科目ࠋ࠺࠸ࢆ） 

（㸱）ᇶ♏法学࣭㞄᥋科目 

（ᇶ♏法学㛵ࡿࡍศ㔝ཪࡣ法学㛵㐃ࢆ᭷ࡿࡍศ㔝ࡢ科目ࠋ࠺࠸ࢆ） 

（㸲）ᒎ㛤࣭ඛ➃科目 

（ᛂ⏝的࣭ඛ➃的࡞法㡿ᇦ㛵ࡿࡍ科目ࡢࡑࠊࡢᐇᐃ法㛵ࡿࡍከ

ᵝ࡞ศ㔝ࡢ科目࡛ࠊ࡚ࡗ࠶法ᚊᇶᮏ科目௨እࠋ࠺࠸ࢆࡢࡶࡢ） 

 

（基準２㸫１㸫２に係る状況）  

 

上記４分野について法曹として求められる能力を養成するために、分野間の㐺切なࣂ

ランスに㓄៖するとともに、学生の学修の進展に応じて基本から応用・実践へと↓理な

くᒚ修できるよう、以下のとおり、ᤵ業科目を㓄置した。 

 なお、「１年次」とは３年ᒚ修課程１年次を、「２年次」とは３年ᒚ修課程２年次及び

２年ᒚ修課程１年次を、「３年次」とは３年ᒚ修課程３年次及び２年ᒚ修課程２年次を、

それぞれ指す（以下同じ）。 

 

１ 法律基本科目 

 必修科目として、まず、１年次に、「᠇法１・２」、「行政法」、「民法１㹼４」、「ฮ法１

㹼３」、「ၟ法１・２」、「民事ッゴ法１」、「ฮ事ッゴ法」を㓄置し、᠇法・行政法・民法・

ၟ法・民事ッゴ法・ฮ法・ฮ事ッゴ法の基礎的知識の修得と同に、法学の基礎的⣲養

の養成を行っている。 

 そして、 ２年次の必修科目として、「᠇法総合１」、「行政法総合１」、「民法総合１・

２」、「民事ッゴ法総合１」、「ၟ法総合１・２」、「ฮ法総合」、「ฮ事ッゴ法総合」、「ฮ事

法総合１」といった総合科目を㓄置している。これら総合科目は基本的に、事・判

の分ᯒ・検討を方向ᤵ業によって行うものであり、法曹としての基本的能力の一つで

ある事の分ᯒ力・自己の法的な見解の表現能力を養成する科目となっている。 

 最後に、 ３年次の必修科目として、「民法総合３・４」、「民事ッゴ法総合２」といっ

た総合科目を㓄置している。 

 その他、選ᢥ科目として、「᠇法総合２」、「行政法総合２・３」、「民事ッゴ法２」、「ၟ

法総合３」、「ฮ事法総合２」、「公法総合₇習」、「民法₇習」、「ၟ法総合₇習」、「ฮ法₇

習」といった科目を㓄置している。これらの中でも₇習科目は、特にᕼᮃする学生に対

して、基礎的な知識をより実践的な局㠃において活かすことのできる能力の養成を行っ

ている。 

 以上のように、本法科大学院においては、᠇法・行政法・民法・ၟ法・民事ッゴ法・

ฮ法・ฮ事ッゴ法の各分野について、基礎的な知識の修得から、分ᯒ力・応用力の養成

まで、段階的に㐺正な教育を行うことができる開ㅮ科目となっている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平
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成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１

㸫２㸫１ࠚ 

 

２ 法律実務基礎科目 

 法律実務基礎科目としては、２年次には、「民事ッゴ実務の基礎」、「ฮ事ッゴ実務の基

礎」、「法曹理」（以上、必修）、「租税ッゴ実務の基礎」、「民事裁判と事実認定」、「࢚ク

スࢱーンシップ」（以上、選ᢥ科目）を㓄置している。３年次には、「模擬裁判」、「民事

裁判と事実認定」、「ฮ事裁判と事実認定」、「法文書作成」及び「࢚クスࢱーンシップ」（以

上、選ᢥ科目）を㓄置している。以上のᤵ業においては、基本的に、法律実務の経験を

有する教員が担当している。そして、理論的な法律基本科目のᒚ修のみでは必ずしも修

得することができない事実認定や法文書の作成等に関する実務的能力、法曹としての

理ほ・㈐任感について、法律基本科目の内容と関連づけつつ涵養することが行われてお

り、学生は、法律実務の基礎を↓理なく修得することが可能である。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平

成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１

㸫２㸫２ࠚ 

 

３ 基礎法学・隣接科目 

 基礎法学・隣接科目としては、１年次㹼３年次まで、「法社会学」、「法ဴ学」、「ア࣓リ

カ法」、「経済と法」、「会計学」、「統計学」、「政治学特Ṧᤵ業１㹼２」を選ᢥ科目として

㓄置している。特に、本法科大学院の理念の一つとして、「公益活動における法律的課題

に対応することのできる高度な能力を備えた法曹の養成」がᣲࡆられるが、その実現の

ためにも、学生の「公共政策」的な思考力の涵養を目的とする政治学系科目を多く設置

しているところである。 

 これらの科目においては、学生が、より広いど野から社会をὝ察し、法律家として社

会にいかに貢献すべきかを考えるために有益となる専門的な内容が教育されており、学

生は、自己の学修の進行状態を考៖しつつ、それぞれがめざす法曹ീを定してᰂ㌾に

上記科目をᒚ修することが可能となっている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」

及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪２㸫１㸫２㸫３ࠚ 

 

４ 展開・先端科目 

 展開・先端科目については、２年次から、「ᾘ㈝者法」、「ẚ㍑᠇法」、「経済ฮ法」、「租

税法１」、「倒産法１」、「知的財産法１」、「独༨⚗Ṇ法１」、「労働法」、「環境法」、「国際

法１」、「国際⚾法」、がᒚ修可能である。また、 ３年次には、「報法」、「་事ฮ法」、「ฮ

事政策」、「租税法２」、「租税法₇習」、「倒産法２」、「知的財産法２」、「知的財産法₇習」、

「独༨⚗Ṇ法２」、「独༨⚗Ṇ法₇習」、「社会法総合₇習」、「国際法２」、「国際取引法」、

「企業法務」、「現代取引法」をᒚ修することができる。 

 以上のように、本法科大学院においては、現代社会に生起する複雑かつ先端的な法律

問題について分ᯒ・検討を行う科目を豊富に開ㅮしており、学生は、自らの興味・関心

にしたがい、法律基本科目等で⋓得した基礎的知識・分ᯒ能力を、先端的法律問題の検

討に活用する能力を養成することができるようになっている。特に、倒産法・租税法・

知的財産法・独༨⚗Ṇ法・労働法の分野については、実務経験を有する教員が担当して

おり、実務の現場での経験を活かした先端的法律問題に関する教育が実践されている。 

 さらに、上記科目の中で特定の法律問題について専門研究を῝めたいと考える学生の

ために、「リサーチペーパー」が開ㅮされており、４Ꮠ程度の研究論文のᇳ➹を指導教

官の下で行うことができる。 
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このように、応用・先端的な法領域について、豊富な選ᢥ科目を提供しつつ、当ヱ科

目の基礎的な理解の修得から応用力の⋓得まで可能となるよう工ኵされている。ࠓ資ᩱ

2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘

指㔪２㸫１㸫２㸫４ࠚ 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 
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ᇶ‽２㸫１㸫㸱㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ྛᤵᴗ科目ࡀ㐺ษ࡞科目༊ศ࡚ࡗࡀࡓࡋ㛤タࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

（基準２㸫１㸫３に係る状況）  

 

本学が開設する各ᤵ業科目は、いずれも、当ヱ科目区分に㐺合した内容を持つもので

ある。 

特に展開・先端科目における各ᤵ業科目は、現代社会に生起する法律問題の中でも、

先端的な問題に関する分ᯒ・検討、及びそれを基礎とする発展的な学修を行う科目であ

り、当然のことながら、内容上、法律基本科目に㓄置すべき科目はない。࠙ 解㔘指㔪２㸫

１㸫３㸫１ࠚ 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 
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ᇶ‽２㸫１㸫㸲㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽２㸫１㸫２࡚ࡗࡓࢃ࡚ࡍࡢྕྛࡢ教育ୖࡢ目的ᛂ࡚ࡌ㐺ᙜㄆ

ࡢ法科大学院ྛࠊࡓࡲࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤タࡀᤵᴗ科目ࡢ༢ᩘ௨ୖࡿࢀࡽࡵ

教育ࡢ理念及び目ᶆࠊ࡚ࡋࡽ↷ᚲಟ科目ࠊ㑅ᢥᚲಟ科目及び㑅ᢥ科目➼ࡢศ

㢮ࡀ㐺ษࠊࢀࢃ⾜学⏕ࡿࡼẁ㝵的ᒚಟ㈨ྛ࠺ࡼࡿࡍ年ḟ࡚ࡗࡓࢃ㐺ษ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄ᙜ

 

（基準２㸫１㸫４に係る状況）  

 

１ 法律基本科目 

法律基本科目は、必修科目及び選ᢥ科目として、合計 37 科目 74 単を開ㅮしている。 

必修科目としては、１年次に 14 科目 28 単、２年次に 10 科目 20 単、３年次に３

科目６単を㓄当し、選ᢥ科目としては、２年次に４科目８単、３年次に７科目 14

単を㓄当している。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開

設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 

２ 法律実務基礎科目 

 法律実務基礎科目は、必修科目として「民事ッゴ実務の基礎」、「ฮ事ッゴ実務の基礎」

及び「法曹理」の３科目６単を２年次に㓄当している。 

 また、このほかに選ᢥ科目として、「租税ッゴ実務の基礎」、「民事裁判と事実認定」、「ฮ

事裁判と事実認定」、「࢚クスࢱーンシップ」、「模擬裁判」及び「法文書作成」の６科目

12 単を開ㅮしており、２年次ཪは２・３年次の㓄当科目としている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平

成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 これら法律実務基礎科目については、４単以上のᒚ修を修了要௳としている。 

 

３ 基礎法学・隣接科目 

基礎法学・隣接科目は、選ᢥ科目として「法社会学」、「法ဴ学」、「ア࣓リカ法」など

の８科目 16 単を開ㅮしており、１・２・３年次の㓄当科目としている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1

「平成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

これら基礎法学・隣接科目については、４単以上のᒚ修を修了要௳としている。 

 

４ 展開・先端科目 

展開・先端科目は、選ᢥ科目として、「租税法１・２」、「倒産法１・２」、「労働法」な

どの 28 科目 56 単を開ㅮしており、２年次、３年次ཪは２・３年次の㓄当科目として

いる。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」

ཧ↷ࠔ 

これら展開・先端科目については、12 単以上のᒚ修を修了要௳としている。 

  

 ランスの取れたᒚ修ࣂ ５

 学生は、上記１から４の条௳のほか、２から４については 25 単以上のᒚ修をしなけ

ればならないが、これらの修了要௳によって、学生の修了に必要となる単数の１㸭３

以上は法律基本科目以外からᒚ修しなければならず、学生は、法律基本科目のᒚ修に偏

らないࣂランスの取れたᤵ業科目のᒚ修をすることとなるのであるࠓ資ᩱ 2-1-4-1㹼2「修

了要௳」ཧ↷ࠔ。 
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㈨ᩱࠓ 2-1-4-1 ಟせ௳ ࠔ(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 2-1-4-2 ಟせ௳ ࠔ(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」 

       ３頁（平成 24 年度開ㅮ科目） 

       ４頁（ᒚ修プࣟࢭス） 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 

 ・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条（修了要௳） 

 

 

 

首都大学東京大学院学則（抜⢋）  

 

（法科大学院の修了要௳）  

第３４条  法科大学院３年ᒚ修課程の学生は、３年の在学期間を‶たし、正規のᤵ業を受け、３年ᒚ

修課程所定のᤵ業科目（必修科目 60 単をྵࡴ。） 93 単以上を修得しなければならない。  

２  法科大学院２年ᒚ修課程の学生は、第 13 条第２項及び第３項に定めるもののほか、２年の在学期

間を‶たし、正規のᤵ業を受け、２年ᒚ修課程所定のᤵ業科目（必修科目 32 単をྵ65（。ࡴ 単

以上を修得しなければならない。  

３  前２項の必修科目については、社会科学研究科長が別に定める。  

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（修了要௳）  

第２１条  法科大学院を修了するためには、大学院学則第 34 条第１項及び第２項に定める要௳のほ

か、以下にᥖࡆる要௳を‶たさなければならない。  

(1) 基礎法学・隣接科目に区分されるᤵ業科目の４単以上の修得  

(2) 展開・先端科目に区分されるᤵ業科目の 12 単以上の修得  

(3) 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目、基礎法学・隣接科目ཪは展開・先端科目に区分され

るᤵ業科目の 25 単以上の修得  

(4) 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目に区分されるᤵ業科目の４単以上の修得  

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  
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ᇶ‽２㸫１㸫㸳㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽２㸫１㸫２（１）ᐃࡿࡵ法ᚊᇶᮏ科目ࠊࡣ࡚࠸ࡘḟྕྛࡢᥖࡿࡆ

༢ᩘࡢᤵᴗ科目ࢆᚲಟ科目࡚ࡋ㛤タࢆࡇࡿࡍᶆ‽ࠊࡋᶆ‽༢ᩘࢆ㉸

ᚲಟ総࡚ࡗࡶࢆ㸶༢ቑࠊࡣሙྜࡿࡍ㛤タࢆ㑅ᢥᚲಟ科目ࡣᚲಟ科目ཪ࡚࠼

༢ᩘୖࡢ㝈ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ法学ᮍಟ⪅１年ḟ㓄ᙜࡿࢀࡉ法ᚊᇶᮏ科目

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᚲಟ࡚ࡋ㝈ᗘࢆ６༢ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ

（１）බ法⣔科目（᠇法ཪࡣ⾜ᨻ法㛵ࡿࡍศ㔝ࡢ科目ࠋ࠺࠸ࢆ） 

１㸮༢ 

（２）Ẹ⣔科目（Ẹ法ၟࠊ法ཪࡣẸッゴ法㛵ࡿࡍศ㔝ࡢ科目ࠋ࠺࠸ࢆ） 

㸱２༢ 

（㸱）ฮ⣔科目（ฮ法ཪࡣฮッゴ法㛵ࡿࡍศ㔝ࡢ科目ࠋ࠺࠸ࢆ） 

１２༢ 

 

（基準２㸫１㸫５に係る状況）  

 

 法律基本科目の必修単数は、54 単である。内ヂは以下のとおりである。 

 

（１） 公法系科目（10 単） 

１年次 ᠇法１(２単)、᠇法２(２単)、行政法(２単) 

   ２年次 ᠇法総合１(２単)、行政法総合１(２単) 

（２）民事系科目（30 単） 

   １年次 民法１(２単)、民法２(２単)、民法３(２単)、民法４(２単)、

民事ッゴ法１(２単)、ၟ法１(２単)、ၟ法２(２単) 

   ２年次 民法総合１(２単)、民法総合２(２単)、民事ッゴ法総合１(２単)、

ၟ法総合１(２単)、ၟ法総合２(２単) 

   ３年次 民法総合３(２単)、民法総合４(２単)、民事ッゴ法総合２(２単) 

（３）ฮ事系科目（14 単） 

１年次 ฮ法１(２単)、ฮ法２(２単)、ฮ法３(２単)、ฮ事ッゴ法(２単) 

２年次 ฮ法総合(２単)、ฮ事ッゴ法総合(２単)、ฮ事法総合１(２単) 

 

 以上のように、公法系科目 10 単、民事系科目 30 単、ฮ事系科目 14 単という必

修単数は、㐺正なものであると考えられる。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」、

資ᩱ 2-1-5-1「必修科目」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 
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㈨ᩱࠓ 2-1-5-1 ᚲಟ科目ࠔ  

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（必修科目）  

第１４条  別表２にᥖࡆるᤵ業科目を、法科大学院における必修科目とする。  

 

別表２（第 14 条関係）（平 20 規則 75・平 21 規則 46・一部改正）  

必修科目  

ᤵ業科目名   
単
数  

ᤵ業科目名   
単
数  

᠇法１   2 ၟ法１   2 

᠇法２   2 ၟ法２   2 

᠇法総合１   2 ၟ法総合１   2 

行政法    2 ၟ法総合２   2 

行政法総合１  2 ฮ法１   2 

民法１   2 ฮ法２   2 

民法２   2 ฮ法３  2 

民法３   2 ฮ法総合  2 

民法４   2 ฮ事ッゴ法  2 

民法総合１   2 ฮ事ッゴ法総合  2 

民法総合２   2 ฮ事法総合１  2 

民法総合３   2 法曹理   2 

民法総合４   2 ฮ事ッゴ実務の基礎   2 

民事ッゴ法１   2 民事ッゴ実務の基礎  2 

民事ッゴ法総合１   2   

民事ッゴ法総合２   2   

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

 
 
 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等）  

 ・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 14 条（必修科目） 
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ᇶ‽２㸫１㸫６㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

（１）ᇶ‽２㸫１㸫２（２）ᐃࡿࡵ法ᚊᐇົᇶ♏科目ࠊࡣ࡚࠸ࡘḟᥖ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤タ࡚ࡋᚲಟ科目ࡀᤵᴗ科目ࡿࡆ

ᤵᴗ科ࡿࡍෆᐜࢆࡇࡿࡍᾰ養ࢆ理ほࡸ㈐௵ឤࡢ࡚ࡋ法曹 

目（２༢） 

Ẹッゴᐇົࡴྵࢆ教育࡞ᇶ♏的ࡿࡍ㛵せ௳ᐇ及びᐇㄆᐃ 

 ᤵᴗ科目（２༢）ࡿࡍෆᐜࢆ♏ᇶࡢ

ෆᐜࢆ♏ᇶࡢฮッゴᐇົࡴྵࢆ教育࡞ᇶ♏的ࡿࡍ㛵ᐇㄆᐃ ࢘

 ᤵᴗ科目（２༢）ࡿࡍ

ᤵᴗ科目ࡢෆᐜࡿࡍ♧ḟࠊࡢᚲಟ科目６༢ࡿࡆᥖ（１）（２）

ෆᐜ࡞㐺ษࡵࡓࡿࡏࡉಟᚓࢆ➼௵ᢏ⬟及び㈐ࡢ࡚ࡋ法曹ࡢࡢࡑ

ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㑅ᢥᚲಟࡣᚲಟཪࡀ㸲༢┦ᙜࠊࡕ࠺ࡢᤵᴗ科目ࡿࡍ᭷ࢆ

 ࠋࡇ

 ᶍᨃุ 

（Ẹ࣭ฮุ㐣⛬ࡢせሙ㠃ࢩࡢ➼ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡚࠸ࡘ

♏ᇶࡢุᐇົࠊࡏࡉཧຍ⏕学࡚ࡗࡼ᪉ᘧࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗ

的ᢏ⬟ࢆ㌟ࡿࡏࡉࡅ教育ෆᐜ） 

 ࢢ࣮ࣥࣜࣖࣟ 

（౫㢗⪅ࡢ㠃᥋࣭┦ㄯ࣭ㄝᚓࡢᢏ法ࠊࡸ΅࣭ㄪ࣭௰➼ࡢ

ADR（ุእ⣮தฎ理）ࡢ理ㄽᐇົࡾྲྀࡶࢆࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊࢆ

ධ࡚ࢀ学ࠊࡏࡤ法ᚊᐇົࡢᇶ♏的ᢏ⬟ࢆಟᚓࡿࡏࡉ教育ෆᐜ） 

 ࢡࢵࢽࣜࢡ ࢘

（ᘚㆤኈࡢᣦᑟ┘╩ࠊࡶࡢ法ᚊ┦ㄯࠊ௳ෆᐜࡢணഛ的⫈ࡁ

ලయ的ࢆ➼ウ᳨ࡢゎỴࠊㄪᰝࡢ㛵ಀ法௧ࠊ理ᩚࡢࠊࡾྲྀ

࡚ࡋ๎学ࡿࡏࡤ教育ෆᐜ） 

 ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࢫࢡ࢚ ࢚

（法ᚊົᡤࠊᴗ法ົ㒊ࠊᐁබᗇ法ົ㒊㛛➼࡛⾜࠺研ಟ） 

 ᤵᴗ科目ࡿࡍෆᐜࢆ♏ᇶࡢබ法⣔ッゴᐇົ ࢜

（⾜ᨻッゴࢆ୰ᚰࡿࡍබ法⣔ࡢㅖၥ㢟ࡴྵࢆッゴࠊ࡚࠸ࡘබ

法⣔ࡢ法ᚊᇶᮏ科目ࡢ学ಟࢆ㋃ࠊࡘࡘ࠼ࡲ⣮தࡸッゴࡢ現ሙࢆ

ព㆑ࡢ✀ྛࡢࡵࡓࡿࡏࡉ書㠃ࢆస成ࡢࠎ✀ࠊࡏࡉ理ㄽ的ၥ㢟ࠊ

ᢏ⾡的ၥ㢟ࡀッゴᐇົ࠺ࡼࡢ࡚࠸࠾現ࢆࡿࢀᶍᨃ的

理ゎࢆࡇࡿࡍ㏻ࠊ࡚ࡌබ法⣔ッゴᐇົࡢᇶ♏ࢆಟᚓࡿࡏࡉ教

育ෆᐜ） 

（㸱）（１）ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ法曹理ࠖࡢ࡞ᤵᴗ科目ྡ࡛⊂❧ࡢᤵᴗ科目

法ࠊࡶ࡚࠸࠾ᤵᴗࡢᤵᴗ科目ࡢࠊࡓࡲࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤タ࡚ࡋ

曹理␃ពࡓࡋ教育ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ 

（㸲）ḟᥖࡿࡆ教育ෆᐜ࡚࠸ࡘᣦᑟࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ

 ࠋ࠸࡞ࡋせࡣࡇࡿࡍㄆᐃࢆ༢ࠊࡋ㛤タࢆᤵᴗ科目ࡵࡓࡢᣦᑟࡢࡽ

 法報ㄪᰝ 

（法௧ุࠊ及び学ㄝ➼᳨ࡢ⣴ࠊ୪びุࡢព⩏及びㄞࡳ᪉ࡢ

学⩦➼ࠊ法学ࢆ学࡛ୖࡪᚲせ࡞法報ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ㛵ࡿࡍᢏ

法ࢆಟᚓࡿࡏࡉ教育ෆᐜ） 
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 法ᩥ書స成 

（法的ᩥ書（ዎ⣙書࣭㑇ゝ書ࠊ法ᚊពぢ書࣭ㄪᰝ報告書ཪࡣ㉳ッ

≧࣭ッ≧࣭‽ഛ書㠃➼）ࡢస成ࡢᇶᮏ的ᢏ⬟ࠊࢆῧ๐ᣦᑟ➼

 （教育ෆᐜࡿࡏࡉಟᚓࡾࡼ

 

（基準２㸫１㸫６に係る状況）  

 

 法律実務基礎科目の総単数は、18 単であり、そのうち６単が必修科目、12 単

が選ᢥ科目である。内ヂは以下の通りである。 

 

 ２年次  法曹理(２単)、民事ッゴ実務の基礎(２単)、ฮ事ッゴ実務の基礎(２

単)、民事裁判と事実認定(２単)、࢚クスࢱーンシップ(２単)、租税ッ

ゴ実務の基礎(２単) 

 ３年次  模擬裁判(２単)、（民事裁判と事実認定(２単)）、ฮ事裁判と事実認定

(２単)、法文書作成(２単)、（࢚クスࢱーンシップ(２単)） 

  

１ 必修科目 

 上記開ㅮ科目のうち、本法科大学院においては、「法曹理」、「民事ッゴ実務の基礎」、

「ฮ事ッゴ実務の基礎」の３科目（６単）を必修としており、学生は、法曹として要

求される理ほ・㈐任感を涵養する教育、民事ッゴにおける要௳事実及び事実認定に関

する基礎的な実務教育、ฮ事ッゴにおける事実認定や法文書作成をྵࡴ基礎的な実務教

育について、ᒚ修をしなければならないこととなっている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度

カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 

２ その他の法律実務基礎科目 

 上記必修科目のほか、法曹としての技能及び㈐任等を修得させるため、選ᢥ必修科目

（２科目４単以上の修得が必要）として、「模擬裁判」、「࢚クスࢱーンシップ」、「租税

ッゴ実務の基礎」、「民事裁判と事実認定」、「ฮ事裁判と事実認定」、「法文書作成」（以上、

各２単）を開ㅮしている。ࠓ資ᩱ 2-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム」及び別⣬様ᘧ１

「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 

３ 法報調ᰝ及び法文書作成 

本法科大学院においては、「法報調ᰝ」はᤵ業科目となってはいないが、新入生࢞

ダンスの一環として「法報調ᰝ」を実施している。新入生は、必ず出ᖍして、受ㅮを

しなければならない（受ㅮをしなければ、学内のࢥンࣆューࢱシスࢸム等のアカ࢘ント

を取得することができず、これらの利用ができないというペࢼルࢸィが科される。）こと

となっており、この機会において、在学生全員に対して、基礎的な法報に関する教育

（法௧、判及び学説の検⣴等に関する教育）がされている。また、前述の法律基本科

目における総合科目では、自ら判・学説等の法報の調ᰝ・集を㐺切に行い、法文

書の作成等をできなければ単を取得することができないようになっており、これらが

必修科目となっていることで、必然的に、判の意⩏及びㄞみ方の学修、法報の調ᰝ・

分ᯒに関する基礎的能力の養成に関する教育が学生に施されることとなる。ࠓ資ᩱ

2-1-6-1「法報調ᰝの実施日程及び㓄ᕸ資ᩱ」及び別ῧ資ᩱ 23「法報調ᰝ㓄ᕸ資ᩱ」

ཧ↷ࠔ 

また、法文書作成については、選ᢥ科目としての「法文書作成」や模擬裁判において
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ල体的な指導を行っているほか、必修科目としての「民事ッゴ実務の基礎」において、

ㄳ求の㊃᪨、ㄳ求ཎᅉ、それに対するᢠ弁等を記述させるなどの課題を与え、さらに判

決の要᪨を論述させる等のㅮ⩏を行っている。また、同じく必修科目の「ฮ事ッゴ実務

の基礎」においても、論告要᪨等を起させるなど、法文書作成を取り込んだᤵ業が行

われている。これらによって、学生全員に対して法文書作成に関する基礎的な指導が行

われている。࠙ 解㔘指㔪２㸫１㸫６㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 2-1-6-1 法報ㄪᰝࡢᐇ᪥⛬及び㓄ᕸ㈨ᩱࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  実務家教員と研究者教員との協力 

 それぞれの法律実務基礎科目のᤵ業内容を決め、またはそれを実施するにあたっては、

研究者教員と実務家教員との༑分な協議を行っている。 

ල体的には、実務家教員及び研究者教員の୧者が出ᖍする㹄㹂会議において、カリキ

ュラム⦅成やシラࣂス内容が検討されているほか、教ᮦ選定やㅮ⩏方法等について、公

法系、民事系、ฮ事系ごとに個別の意見が行われており、えば「ฮ事法総合」担

当の研究者教員と「ฮ事ッゴ実務の基礎」担当の実務家教員とは、ㅮ⩏のල体的な内容

を相互に調整・確認しつつ開ㅮしており、また、「行政法総合」担当の研究者教員と「租

税法」担当の実務家教員も、ㅮ⩏で取り上ࡆる裁判などについて意見をしつつ、

ㅮ⩏を実施している。 

また、ᤵ業内容を相互に見学し、㹄㹂会議で報告のうえ、そのᤵ業内容や方法につい

て改善策をヰし合うなど、相互に連携を図るよう努めている。࠙ 解㔘指㔪２㸫１㸫６㸫１  ࠚ

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

        18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 

 ・別ῧ資ᩱ 23「法報調ᰝ㓄ᕸ資ᩱ」 

 

１  日  平成 25 年 3 月 29 日（㔠᭙） 14  30 分から 17  30 分まで  

 

２  日程  民事法（ 14  30 分㹼 15  25 分）  

公  法（ 15  30 分㹼 16  25 分）  

ฮ事法（ 16  30 分㹼 17  25 分）  （ὀ）法報調ᰝの後には㹎㹁ㅮ習を実施。  

   

３  㓄ᕸ資ᩱ  民事法（調ᰝࢸー࣐、文献調ᰝの方法、 web 報の活用、出の表示方法等）  

公法（法௧の基礎知識、法௧集と法௧調ᰝ、報集等）  

ฮ事法（文献について、判とは、判のㄞみ方等）  
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ᇶ‽２㸫１㸫㸵㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽２㸫１㸫２（㸱）ᐃࡿࡵᇶ♏法学࣭㞄᥋科目ࠊࡣ࡚࠸ࡘ学⏕ࢀࡑࡀ

ࡉ㛤タࡀᤵᴗ科目ࡢᩘ࡞༑ศࡵࡓ࠺⾜ࢆᒚಟ࡞ຠᯝ的࡚ࡌᛂ㛵ᚰࡢࢀࡒ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㑅ᢥᚲಟࡣᚲಟཪࡀ㸲༢௨ୖࠊࡕ࠺ࡢࡑࠊࢀ

 

（基準２㸫１㸫７に係る状況）  

 

 基礎法学・隣接科目の総単数は、16 単であり、いずれも選ᢥ科目である。また、

１年次から３年次まで共通の科目が㓄置されている。内ヂは以下のとおりである。 

法社会学(２単)、経済と法(２単)、法ဴ学(２単)、ア࣓リカ法(２単)、 

政治学特Ṧᤵ業１(２単)、政治学特Ṧᤵ業２(２単)、会計学(２単)、 

統計学(２単) 

 

 このうち、本法科大学院においては、少なくとも４単以上の科目を選ᢥしてᒚ修し

なければならず、学生が、実定法に関する学修にṆまらず、広いど野から社会を分ᯒす

るために必要となる能力を養成することができるように㓄៖したカリキュラムとしてい

る。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 
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ᇶ‽２㸫１㸫㸶㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽２㸫１㸫２（㸲）ᐃࡿࡵᒎ㛤࣭ඛ➃科目ྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ法科大学院ࡢ

養成ࡿࡍ࠺ࡼࡋ法曹ീ㐺ࡓࡗෆᐜࢆ᭷ࡿࡍ༑ศࡢᩘ࡞ᤵᴗ科目ࡀ㛤タࡉ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㑅ᢥᚲಟࡣᚲಟཪࡀ１２༢௨ୖࠊࡕ࠺ࡢࡑࠊࢀ

 

（基準２㸫１㸫８に係る状況）  

 

 展開・先端科目の総単数は、56 単であり、いずれも選ᢥ科目である。内ヂは以下

のとおりである。ただし、㸨をした科目は平成 25 年においては、開ㅮしていない科目

である。 

 

 ２年次  ᾘ㈝者法(２単)、倒産法１(２単)、知的財産法１(２単)、独༨⚗Ṇ

法１(２単)、独༨⚗Ṇ法２(２単)、国際法１(２単)、環境法（２単）、

ẚ㍑᠇法㸨(２単)、経済ฮ法(２単)、租税法１(２単)、労働法(２単)、

国際⚾法(２単) 

３年次  （ẚ㍑᠇法㸨(２単)）、地方自治法(２単)、報法(２単)、企業法務

(２単)、現代取引法(２単)、་事ฮ法(２単)、ฮ事政策(２単)、（ᾘ

㈝者法(２単)）、租税法２(２単)、租税法₇習(２単)、倒産法２(２単

)、知的財産法２(２単)、知的財産法₇習(２単)、（独༨⚗Ṇ法１(２単

)）、（独༨⚗Ṇ法２(２単)）、社会法総合₇習(２単)、環境法(２単)、

国際法２(２単)、国際取引法(２単)、リサーチペーパー(２単) 

 

 このように、本法科大学院では多彩な展開・先端科目を開ㅮしており、さらに、学生

は、12 単以上のᤵ業科目を選ᢥしてᒚ修しなければならないこととなっている。 

本法科大学院は、このカリキュラムによって、本法科大学院の目的である「巨大都市

東京における企業活動、公益活動、さらには国際的な領域での活動など、現代社会の法

律的課題に対応することのできる高度な能力を備えた法曹の養成」の実現を図っている。 

 特に、租税法・知的財産法・経済法（独༨⚗Ṇ法）の分野の科目においては、これら

の専門的ッゴ領域の実務に携わった経験を有する教員も担当しているところである。こ

れらの科目の内容はあくまで展開・先端科目にヱ当する内容であるが、同に、専門的

ッゴ領域の実務に関する教育も行っている。そしてこれらの教育によって、本学の特色

であるところの公益活動に関する複雑な問題に対して、それを解決する能力を有する法

曹を養成している。 

 なお、一部科目については、必ずしも毎年開ㅮされるわけではないが、開ㅮされない

場合にも、学生のᒚ修計⏬に支㞀を来さないよう、前年度の 10 月㡭にはᥖ示によって、

学生に開ㅮ科目を᫂示しているところである。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

13 頁（平成 25 年度カリキュラム） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 
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ᇶ‽２㸫１㸫㸷㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ྛᤵᴗ科目ࡿࡅ࠾ᤵᴗ㛫➼ࠊࡀ༢ᩘࡢ㛵ಀࠊ࡚࠸࠾大学タ⨨ᇶ‽➨

２１᮲２➨ࡽ㸱᮲ࡢ࡛ࡲつᐃ࡚ࡋࡽ↷㐺ษタᐃࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

（基準２㸫１㸫９に係る状況）  

 

１ 本法科大学院の１年 

 本法科大学院においては、１年間を前期（４月から９月）及び後期（10 月から３月）

のつの期に区分し、各期には、定期ヨ験期間及び集中ㅮ⩏期間があるため、大学設置

基準第 22 条に㐺合するとおり、1 年間のᤵ業を行う期間は、35 週にわたるものとなって

いる。 

 そして、各ᤵ業科目は、各期において開ㅮされ、大学設置基準第 23 条に㐺合するよう

に、15 週にわたるものとなっている。 

 毎年、以上の基準に㐺合するように学年ᬺが⦅成されている。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平成 25

年度∧法科大学院ᒚ修内及びᤵ業概要」表⣬（学年ᬺ）ཧ↷ࠔ 

 

２ 各ᤵ業科目のᵓ成 

 本法科大学院における単数は、大学設置基準第 21 条の規定に則し、１単 45 間

の学修を必要とする内容をもってᵓ成している。 

本法科大学院におけるᤵ業科目は、すべて２単であり、各ᤵ業科目について 90 間

の学修を必要とするものとしている。ල体的には、90 分のᤵ業を毎週１ᅇ、15 週間にわ

たり開ㅮし、15 ᅇのᤵ業を実施することとしており、また、その間でᤵ業科目が結

する内容とするようにしている。そして、予習・習の間と総合して、90 間の学修

を必要とするᤵ業科目としている。 

なお、一部の科目は、教員の都合により、ᤵ業科目を 15 週にわたり開ㅮすることなく、

集中ㅮ⩏のᙧᘧを᥇るものがあるが、これらのᤵ業科目についても、シラࣂスによる科

目内容の᫂示により事前学修を可能にし、また、ᤵ業⤊了後に事後学修に必要な༑分な

期間を確ಖした上で成績評価のヨ験を行うことにより、学生が 90 間の学修をすること

ができるよう、㓄៖している。ࠓ別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 

３ ఇㅮ及び⿵ㅮに関する措置 

 教員にやࡴを得ない事がある場合には、ఇㅮ措置が᥇られるが、この場合にも、ᤵ

業の 15 ᅇの実施を確ಖするために、必ず、⿵ㅮ措置をとらなければならないこととして

おり、ఇㅮの有↓及びఇㅮがあった場合の⿵ㅮ措置については、各学期⤊了後に提出す

ることとなる「ᤵ業結果実施報告書」に記㍕しなければならない。このように、すべて

のᤵ業科目において、少なくとも 15 ᅇのᤵ業が実施されるようにしている。ࠓ資ᩱ

2-1-9-1「ᤵ業担当者の手引き（ㅮ⩏ᅇ数）」ཧ↷ࠔ 

 なお、平成 24 年度におけるఇㅮ・⿵ㅮの状況は、下表ࠓ資ᩱ 2-1-9-2「平成 24 年度ఇ

ㅮ・⿵ㅮ一ぴ表」ࠔのとおりである。 
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㈨ᩱࠓ 2-1-9-1 ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡢᡭᘬࡁ（ㅮ⩏ᅇᩘ）ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 2-1-9-2 平成 24 年ᗘఇㅮ࣭⿵ㅮ≧況ࠔ  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

表⣬（学年ᬺ） 

５頁（ᤵ業間） 

18㹼100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 

 ・別ῧ資ᩱ 19「平成 25 年度法科大学院ᤵ業担当者の手引き」 

 

 

 

平成 24 年度  ఇㅮ・⿵ㅮ状況表  

� � � �   

科目名 � 教員名 �
ఇㅮ日  ⿵ㅮ日  

月  日  限  月  日  限  

Ẹἲ⥲ྜ䠏（A䞉B） 㤫ᗞ㟹அ  ５月  30 日  1・2 限  ７月  18 日  1・ 2 限  

Ẹッゴἲ⥲ྜ䠍（A䞉B） ᡃጔᏛ  ５月  18 ᪥  3䞉4 㝈  䠕᭶  12 ᪥  2䞉3 㝈  

ಽ⏘ἲ  㤫ᗞ㟹அ  
５月  30 ᪥  䠏㝈  䠒᭶  䠍᪥  䠐㝈  

６月  27 ᪥  䠏㝈  䠒᭶  29 ᪥  䠐㝈  

▱ⓗ㈈⏘ἲ䠎 ᒣ⚄Ύ  ５月  11 ᪥  䠎㝈  䠔᭶  䠏᪥  䠎㝈  

Ẹッゴἲ䠍 ᡃጔᏛ  

９月  25 ᪥  䠐㝈  䠕᭶  28 ᪥  䠏㝈  

10 月  16 ᪥  䠐㝈  10 ᭶  19 ᪥  䠏㝈  

10 月  23 ᪥  䠐㝈  10 ᭶  26 ᪥  䠏㝈  

１月  䠔᪥  䠐㝈  䠎᭶  䠔᭶  䠐㝈  

 

平成 25 年度ᤵ業担当者の手引き（抜⢋）  

 

（１）ㅮ⩏ᅇ数  

  ㅮ⩏は、期ᮎヨ験とは別に 15 ᅇ実施してください。ㅮ⩏ᅇ数が 15 ᅇに‶たない場合には、必ず

⿵ㅮを行うことで⿵充してください。  

（出：別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き」１頁）  
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２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

（１）法曹として活動するための基礎的能力の教育の充実 

 本法科大学院の教育内容に関するඃれた点の一つとして、法律学に関する基礎的教育

の充実をᥖࡆることができる。東京をはじめとする大都市の抱える法律問題は、複雑・

多様であると同に先端的であり、これらに対応する能力を養成するためには、やはり、

法律学に対する基礎的理解を῝めることが肝要である。本法科大学院では、37 科目（74

単分）の法律基本科目の開ㅮ、経験豊富な実務家教員による法律実務基礎科目の担当

等により、学生の一人一人に徹底的に法律学の基礎を教育し、実務法曹として必要とな

る基礎的⣲養の涵養を行っている。 

 

(２) 基礎法学・隣接科目の充実 

 公益活動に強い法曹養成を目指す本法科大学院としては、今後ますます重要性を増す

と考えられる「公共政策」的な思考能力の養成を目指し、学生に、単に実定法学のみな

らず、より広いど野から社会に生起する法律問題について思考する機会を与えるために、

政治系科目等、多くの基礎法学・隣接科目を開ㅮしている。この点も、本法科大学院の

教育内容のඃれた点である。 

 

（３）先端的法律問題を解決する実践的・実務的能力を養成するᤵ業科目の充実  

 本法科大学院は、前述したとおり、大都市の抱える複雑・多様かつ先端的な法律問題

の解決に関する教育に力を入れているが、これらの教育に関するᤵ業科目において、最

先端の実務を経験した教員を活用することによって、学生の実践的・実務的な問題解決

能力の向上を図ることを可能とする教育内容としている点も、ඃれた点である。 

 特に、公共分野における先端的科目である租税法、知的財産法、独༨⚗Ṇ法の分野の

ᤵ業科目については、実務の最前⥺で活㌍中の、ᡈいは活㌍した経験を有する教員が担

当することによって、本法科大学院の目的の一つである公益活動に強い法曹養成を可能

としているところである。また、倒産法、環境法、労働法の分野のᤵ業科目についても、

各分野において実際に活㌍中の実務家教員が担当することによって、教育内容の充実を

図っている。 

さらに、リサーチペーパーのᤵ業科目を開ㅮし、専任教員のᑀな指導のもとで、学

生が自ら主体的に特定の法律問題について研究論文をᇳ➹することができるようにして

いる点も、上記のほ点に㐺うඃれた点である。 

 

２ 課題 

（１）開ㅮしない選ᢥ科目があること 

 本法科大学院においては、一部の選ᢥ科目については必ずしも毎年度開ㅮされるわけ

ではない。これは、ᤵ業科目を多様なものとするため、専任教員数にẚべてⱝᖸ多いᤵ

業科目を設置しているためである。この点、可能な限り、選ᢥ科目についても毎年開ㅮ

とすることがᮃましいと考えられる。他方で、この点は、教員のᤵ業科目㈇担の㐺正と

も関係することから、単に、教員が↓理に毎年開ㅮすることでは、解決できない問題で

ある。 

 

(２) 法律実務科目に関するカリキュラム改革の必要性 

 平成 20 年度以㝆、「民事裁判と事実認定」「ฮ事裁判と事実認定」「法文書作成」「租税
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ッゴ実務の基礎」といった法律実務基礎科目を開設し、法律実務科目の充実に努めてき

たが、今後、学生の学習意欲と教育ຠ果を一ᒙ高めていくためには、これらをさらに発

展させ、「ࣟーࣖリンࢢ」「リー࢞ルクリࢽック」などの科目新設もど野に入れながら、

一ᒙの充実に努めていく必要がある。 
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➨㸱❶ 教育᪉法     

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

３㸫１ ᤵ業を行う学生数  

 

ᇶ‽㸱㸫１㸫１ 

法科大学院ࠊࡣ࡚࠸࠾ᑡேᩘࡿࡼ᪉ྥ的ཪࡣከ᪉ྥ的࡞ᐦᗘࡢ㧗࠸

教育ࡀࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃ⾜ࡀᇶᮏ࡛ࡢ୍ࠊࡳࡀࢇࡇࡿ࠶ᤵᴗ

科目ྠ࡚࠸ࡘᤵᴗ࠺⾜ࢆ学⏕ᩘࡢࡇࠊࡀほⅬࡽ㐺ษ࡞つᶍ⥔ᣢࡉ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ

 

（基準３㸫１㸫１に係る状況）  

 

 開設ᤵ業科目一ぴ（別⣬様ᘧ１）に示されるように、１年次（ᮍ修者）を対㇟とする

科目は 10 名程度の人数で開ㅮされている。他方、２年次や３年次を対㇟とするㅮ⩏ᙧᘧ

の科目の中には受ㅮ者数が 50 名を㉸す場合があるが、そのほとんどは必修法律基本科目

であり、クラスを２つに区分しているため、実際のᤵ業は 25 から 30 名程度の㐺正な規

模で開ㅮしている。࠙ 解㔘指㔪３㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 そもそも、本学は 1 学年 52 名（3 年ᒚ修課程 1 年次は、10 名。）という小規模校であ

り、どのᤵ業科目についても、基本的に、学生数を㐺正な規模に⥔持することができる

と考えられる。 

なお、他専攻の学生、他研究科の学生や、科目等ᒚ修生が本法科大学院のᤵ業をᒚ修

することを認める制度は᥇用されておらず、ᒚ修者もྵめて㐺正な規模となっている

ところである。࠙ 解㔘指㔪３㸫１㸫１㸫２࠙ࠚ 解㔘指㔪３㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 
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ᇶ‽㸱㸫１㸫２ 

法ᚊᇶᮏ科目ྠ࡚࠸ࡘᤵᴗ࠺⾜ࢆ学⏕ᩘࠊࡣ㸳㸮ேࢆᶆ‽ࠋࡇࡿࡍ 

 

（基準３㸫１㸫２に係る状況）  

 

前述（基準３㸫１㸫１）のとおり、1 年次（ᮍ修者）を対㇟とする科目は 10 名程度で

開ㅮされているため、本基準に↷らし、ఱら問題はない。 

2 年次や 3 年次を対㇟とする法律基本科目の必修科目のなかには、50 名を㉸える科目

も一部存在するものの、すべてクラスをつに区分してᤵ業を行っているため、同に

ᤵ業を行う学生数が 50 名を㉸えるような人数になることはなく、教育成果がῶẅされる

ことはないと考える。また、後述するとおり、本法科大学院においては教員のオフィス・

アワーが充実しており、専任教員は、少なくとも週１࣐ࢥ、オフィス・アワーの間を

設けている。そのため、学生は、オフィス・アワーを活用して教員と┤接に議論をする

ことが可能であり、このことによっても、実際に、༑分に方向的ཪは多方向的なᐦ度

の高い教育が行われているところである。 

また、法律基本科目のうち選ᢥ科目となっている科目については、選ᢥ制であるため

標準的な人数を᫂確化することはᅔ㞴であるが、少なくとも、平成 25 年度前期に開ㅮさ

れた科目の実績は４名から最大で 53 名に␃まり、平成 24 年度の実績でも、75 名を㉸え

るᤵ業科目はなかったところである。ࠓ資ᩱ 3-1-2-1「平成 24 年度受ㅮ者数一ぴ」及び別

⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫１㸫２㸫１ࠚ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 
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㈨ᩱࠓ 3-1-2-1 平成 24 年ᗘཷㅮ⪅ᩘ୍ぴࠔ  
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 ３㸫２ ᤵ業の方法  

 

ᇶ‽㸱㸫２㸫１ 

法科大学院ࡿࡅ࠾ᤵᴗࡢᐇᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓḟࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆྕྛࡢ

ࠋ  

（１）専㛛的࡞法▱㆑ࢆ☜ᐇಟᚓࠊࡶࡿࡏࡉᢈุ的᳨ウ⬟ຊࠊ

㐀的ᛮ⪃ຊࠊᐇ༶࡚ࡋලయ的࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᚲせ࡞

法的ศᯒ⬟ຊ及び法的㆟ㄽࡢ⬟ຊࡢࡑࡢ法曹࡚ࡋᚲせ࡞⬟ຊࢆ育

成ࠊࡵࡓࡿࡍᤵᴗ科目ࡢᛶ㉁ᛂࡓࡌ㐺ษ࡞᪉法ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡀ

ࠋ  

（２）１年㛫ࡢᤵᴗࡢィ⏬ྛࠊᤵᴗ科目ࡿࡅ࠾ᤵᴗࡢෆᐜ及び᪉法ࠊ成

⦼評価ࡢᇶ‽᪉法ࡵࡌࡽ࠶ࡀ学⏕࿘▱ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

（㸱）ᤵᴗࡢຠᯝࢆ༑ศࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୖᤵᴗ㛫እࡿࡅ࠾学⩦ࢆ

ᐇࡢࡵࡓࡿࡏࡉᥐ⨨ࡀㅮࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌ 

 

（基準３㸫２㸫１に係る状況）  

 

１ ᤵ業の方法 

 各ᤵ業科目におけるᤵ業の方法は、基本的に、ᤵ業担当教員の裁㔞に委ࡡられるが、

法律基本科目をはじめ、法科大学院の実務法曹養成という使命に༶した積極的な方

向・多方向ᆺのᤵ業方法を᥇用することで「学生に主体的・能動的にཧ加させるᤵ業」

を実施しており、専門的な法知識の修得は論のこと、単にそれにṆまることなく、学

生が現代社会における複雑な法律問題に対応することができるよう、法的分ᯒ能力・思

考能力・ᢈ判的検討能力の養成に努めている。ࠓ別ῧ資ᩱ３「首都大学東京法科大学院パ

ンフレット 2013」６頁（主体的に学ࡪ実践的な方向ᤵ業）ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫２㸫１

㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫２ࠚ 

 

（１）法律基本科目 

 １年次を対㇟とする法律基本科目は、その主║が法学の基礎的知識・⣲養の修得にあ

るため、ㅮ⩏ᙧᘧでおこなわれるᤵ業科目が多い。ただし、本法科大学院においては、

同年次は 10 名程度であるため、方向ᆺのᤵ業も可能となっている。そこで、ᤵ業担当

教員の工ኵにより、実際、(a)事前にㅮ⩏⟠所・内容を᫂示することで、学生の自発的な

学修をಁすこと、(b)㝶、教員が学生を指名して質問に対して解⟅させる等の、学生が

能動的にཧ加するようಁすᤵ業が行われている。 

 ２年次や３年次を対㇟とする法律基本科目については、シラࣂスを通して学生に予告

されたプランに従って、裁判に関する資ᩱや、現実的法律問題を検討するための教ᮦ

を㓄ᕸཪは指定して予習を求め、それを前提としてᤵ業を行っている。教ᮦとされるの

は教員が作成した事₇習問題や判であり、それについて教室で討論することにより

実践的な問題解決能力を養うこととしている。すなわち、本法科大学院における学修の

᰿ᖿを担うこれらの科目については、方向ᆺ・多方向ᆺのᤵ業方法を᥇用し、個々の

学生について、法曹として必要となる基礎的知識は論、事分ᯒ能力・法的思考能力・

説得力をもった表現力を養成するᤵ業方法を᥇用している。ࠓ資ᩱ 3-2-1-1「ᤵ業の方法」

ཧ↷）࠙ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫３࠙ࠚ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫４ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 3-2-1-1 ᤵᴗࡢ᪉法ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実務基礎科目 

 実務基礎科目においては、現実的に発生する実務的問題に対する解決能力や、実務法

曹としてのスキルの向上を目指し、どのᤵ業科目においても工ኵを行っている。えば、

法律問題の分ᯒ₇習を行う場合にも、法律基本科目に置づけられる総合科目・₇習科

目とは区別して、実務における事実認定の重要性に㚷み、詳細な事実関係を記した資ᩱ

を㓄し、それに基づき事実認定から学生と方向的に分ᯒ・検討する等の工ኵを行っ

ている。 

 特に、模擬裁判のᤵ業は、実≀さながらの事௳記㘓を使用して、学生自らが主体的に

問題点を分ᯒ・把握し、ල体的解決策をㅮじつつ、一連のฮ事手⥆を推し進めていくも

のであり、まさに実務をఝ体験するものであって、単なるㅮ⩏や方向ᆺ・多方向ᆺ

議論をも㉸えた高い教育ຠ果を期ᚅしうるものである。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法

科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」62 頁（模擬裁判）ཧ↷ࠔ 

 

（３）基礎法学・隣接科目 

 基礎法学・隣接科目についても、性質上、ㅮ⩏ᙧᘧを᥇用するᤵ業科目が多い。ただ

し、多くのᤵ業科目が 20 名以下の少人数ᤵ業科目であるため、各ᤵ業担当教員の工ኵに

より、学生との方向的な対ヰに基づく思考力の鍛㘐・レ࣏ートをᇳ➹させることによ

る学生の能動的な学修のಁ進を行い、学生が、法律的ほ点もྵࡴよりᖜ広いど野から社

会を分ᯒすることのできる能力の養成を目指したᤵ業が行われている。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平

成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」67-73 頁（基礎法学・隣接科目）ཧ↷ࠔ 

 

（４）展開・先端科目 

 展開・先端科目についても、基本的には、そのᤵ業の性質上、ㅮ⩏ᙧᘧを᥇用するᤵ

業科目が多い。ただし、本法科大学院の展開・先端科目については、法律実務の最先端

で活㌍中ないしは活㌍した経験を有する実務家教員が担当する科目が多く、理論的事項

のㅮ述にṆまらず、実務的事項についても㐺正に教育が行われているところである。 

 また、その他の科目においても学生からの࣓ールによる質問・議論を受けける等を

行うことにより、単に学生が受動的に教員のㅮ⩏を⪺くだけにṆまらず、能動的に先端

的な法律問題について分ᯒ・検討することができるよう、各教員が工ኵを行っている。ࠓ別

ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」74-100 頁（展開・先端科目）

ཧ↷ࠔ 

 

 ーンシップࢱクス࢚（５）

ーンシップについては、本法科大学院の実務家教員の法律事務所等の協力にࢱクス࢚ 

より、に実施されているところである。࢚クスࢱーンシップのᤵ業内容については、

法科大学院ᤵ業担当者の手引き（抜⢋）  

 

（４）ᤵ業の方法  

「ཎ則として、質応⟅をྵんだㅮ⩏とし、出ᖍ者の１㸭５以上に指名して発ゝさせるようにしてくだ

さい。特に、法律基本科目のᤵ業科目については、必ず、教員と院生との方向ᆺཪは多方向ᆺの議論

をྵんだᤵ業とするようにして下さい。ただし、法学ᮍ修者１年次においては、法律基本科目であって

も、ㅮ⩏ᙧᘧと㐺切に組み合わせるなど、ᤵ業方法の工ኵを図ってください。」  

 

（出：別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き」２頁）  
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その性質上、ὴ㐵先の実務家教員の裁㔞に委ࡡざるを得ないが、事前の࢚クスࢱーンシ

ップ説᫂会への出ᖍ及び事後の報告書の提出を⩏務づけることによって、༑分な学修が

行われることを確ಖしつつ、成績評価の㐺正確ಖも図っているところである。ࠓ別ῧ資ᩱ

３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」65 頁（࢚クスࢱーンシップ）ཧ↷ࠔ 

 なお、ὴ㐵先とは以下にᥖࡆるぬ書を⥾結し、また、学生には以下にᥖࡆる⛎ᐦಖ持

ㄋ約書を提出させることで、現場における㐺切な指導、学生の法௧㑂Ᏺ・Ᏺ⛎⩏務に関

する指導を行っている。当然のことではあるが、ぬ書第６条に規定されているとおり、

学生は一切の報㓘を受け取ることはできないࠓ資ᩱ ーンシップ⛎ᐦಖࢱクス࢚」3-2-1-2

持ㄋ約書」、資ᩱ ῧ資ᩱ、「ーンシップぬ書ࢱクス࢚」3-2-1-3 ーンシッࢱクス࢚」24

プ事前説᫂会資ᩱ」及びῧ資ᩱ ࠙。ࠔ↷ཧ「ーンシップ実施状況ࢱクス࢚」25 解㔘指㔪

３㸫２㸫１㸫５ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ ࠔᐦಖᣢ➼ㄋ⣙書⛎ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࢫࢡ࢚ 3-2-1-2  

⛎ᐦಖ持等ㄋ約書（抜⢋）  

 

１  ⚾は、受入先における実習期間中、受入先のᙺ⫋者の指示に従うとともに、受入先の従業員に㐺

用される各✀規則を㑂Ᏺ⮴します。  
 
２  ⚾は、受入先において知りえた法人ཪは個人に関する一切の報、知識（以下「⛎ᐦ報」とい

う。）の⛎ᐦをಖ持し、ㆡΏ、㈚与、複およびཱྀ㢌等いかなる手段においても第三者に₃ὤ、開

示または公示せず、また受入先外にいかなる複〇≀も持ち出したりしません。また、⚾は受入先の

⛎ᐦ報が第三者に₃ὤすることがないよう最大限の努力をᡶいます。  
 
３  ⚾は、⛎ᐦ報（᫂らかに公知の報、知識を㝖きます。）を受入先における研修ཪは研究以外

の目的に使用しません。ただし、別㏵目的を᫂示した上で受入先の᫂確な書㠃による許ㅙを受けた

場合はこの限りではありません。  
 
４  ⚾は、本ㄋ約書に基づき受入先から提供ཪは開示された報については、善Ⰻな管理者のὀ意を

もって取ᢅい、事前に開示当事者の書㠃による承ㅙを得ることなく報を複〇しないものとします。 

 
５  ⚾は、受入先において知りえた報を、本࢚クスࢱーンシップの目的のためにのみ使用すること

ができ、その他の目的のためには一切使用することができないものとします。  
 
６  ⚾の⛎ᐦಖ持⩏務は、本࢚クスࢱーンシップが⤊了しても、⛎ᐦ報である限りỌஂに存⥆する

ものであることを理解し、かかるᏲ⛎⩏務をಖ持することを約᮰します。  
 
７  ⚾は、受入先より⣬または㟁子ಖ存፹体により提供された⛎ᐦ報の㏉㑏または◚Რの指示があ

った場合には、当ヱ≀とともにそれを複〇または加工したもの（複〇または加工した㟁子ࢹーࢱを

ಖ存した㟁子፹体をྵࡴ。）を速やかに受入先に㏉㑏または◚Რします。  
 
８  ⚾は、⛎ᐦ報の⛎ᐦ性を༑分に認識しており、他の学生、人や家᪘、ぶᡉなど、一切の人に

対して⛎ᐦ報を₃ὤしないことをㄋ約します。  
 
９  ⚾は、⚾が上記の各条項に㐪した場合には、受入先に生じた一切のᦆ害、ᦆኻ、㈝用（弁護士

㈝用等をྵࡴ。）等を受入先に対して㈺ൾする㈐任を自らが㈇うことのほか、首都大学東京大学院

社会科学研究科における㏥学ฎ分をྵࡴᠬᡄฎ分の対㇟となることがあることを༑分に理解してい

ます。  
 
10 ⚾は、ᦆ害㈺ൾを㈇担することにより⿕るᦆ害を⿵ൾするため、学生教育研究⅏害യ害⿵ൾಖ㝤

及び法科大学院生教育研究㈺ൾ㈐任ಖ㝤へ加入します。  
 
11 ⚾は、首都大学東京大学院社会科学研究科の学生としての自ぬのもとに、大学の名ಙ用をയつ

けることのないよう、ㄔ実に行動することをㄋ約します。  
 
12 本ㄋ約書に基づき、または、本ㄋ約書に関して生ずるすべての⣮争については、首都大学東京大



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 3章 

- 44 - 
 

学院社会科学研究科、及び受入先の意向に従い、ಙ⩏に則りㄔ実をᑾくして協議の上、善ฎ解決す

るものとします。  
                                           以上  
 

㈨ᩱࠓ ࠔぬ書ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࢫࢡ࢚ 3-2-1-3  

ーンシップぬ書（抜⢋）ࢱクス࢚  

 

、法律事務所（以下、「⏥」という）と首都大学東京大学院社会科学研究科専攻長（以下ۑۑۑ 

「எ」という）は、⏥がஎのὴ㐵する学生を実習生として受入れる࢚クスࢱーンシップの実施に

関して、次の通り合意した。  
 
（前文）  
 எは、࢚クスࢱーンシップとして、⏥にஎに在⡠する学生を実習生としてὴ㐵するものであり、

⏥は、法曹養成を目的とする法科大学院教育の㊃᪨を理解し、これを受入れるものである。  
 
第一条（目的）  本࢚クスࢱーンシップは、法科大学院における⮫ᗋ法学教育の一環として、⏥

における実務を体験する機会をஎのὴ㐵する学生に提供することを目的とし、⏥は、எのὴ㐵す

る学生を下記の条௳に従って、一定期間、実習生として受入れることに合意する。  
 
第条（受入れ）எは、எに在⡠する学生の中で、⏥を受け入れ先としてᕼᮃする学生を⏥に対

して推⸀するとともに、⏥が同学生の受け入れを判᩿するために必要な報を⏥に提供する。எ

の推⸀に対して、⏥は、எが推⸀する学生を実習生として受入れることの可ྰを速やかに決定し、

その結果をஎに通知する。  
 
第三条（実習生の身分）実習生は、実習期間中、எの学生の身分を有するものとする。  
 
第ᅄ条（実習期間）実習期間は、⏥・எ協議の上決定する。また実習期間中の実習間は、ཎ則

として⏥の業務間内で、⏥எ方が合意した間とする。  
 
第条（実習内容・実施）実習内容は、⏥の業務に関連する⠊ᅖ内のものとし、詳細は⏥எ協議

の上決定する。  
２  実習生は、実習期間中、⏥における᭹務について⏥の定める規程の㐺用を受け、⏥の指・

┘╩に従う。எは、実習生が⏥の定める規程を㑂Ᏺするように㐺切な指導を行う。  
３  ⏥は、実習生が実習の目的を達成するために必要な報を実習生に提供するものとし、特に

実習の開ጞに際して、㐺当なオリ࢚ンࢸーシࣙンを実習生に行う。  
４  ⏥は、実習期間⤊了後、実習生の実習状況についてஎに通知する。  
 
第භ条（実習の経㈝等）実習に係わって経㈝（通㈝、㣗㈝、ᐟἩ㈝等）が生じた場合には、全

て実習生の㈇担とする。⏥は、実習生から提供されたᙺ務に対して報㓘等を支⤥しない。  
 
第条（⛎ᐦಖ持の⩏務等）実習生は、実習によって知り得た⏥及び⏥に関係する第三者の業務

上の⛎ᐦを、実習中及び実習⤊了後において、第三者に₃らしてはならない。  
２  எは、実習生の上記⛎ᐦಖ持の㑂Ᏺにつき、ὴ㐵する実習生を㐺切に指導するとともに、実

習生は実習の開ጞ以前に⛎ᐦಖ持等に関するㄋ約書を提出するものとする。  
 
第ඵ条（⅏害⿵ൾ等）実習期間中に実習生に事ᨾが生じた場合の⅏害⿵ൾについて、⏥はఱらの

㈐任を㈇わない。ణし、当ヱ事ᨾが、⏥のᨾ意ཪは㐣ኻに起ᅉする場合は、この限りではない。 
２  実習生は、実習上の事ᨾཪは受入先との ㏵上での事ᨾに備え、学生教育研究⅏害യ害⿵

ൾಖ㝤及び法科大学院生教育研究㈺ൾ㈐任ಖ㝤へ加入するものとする。  
 
第条（実習の中Ṇ）実習生が⏥の指示に従わない場合、実習生が等のため実習の継⥆がᅔ

㞴であると⏥が判᩿した場合、ないし特別の事により⏥ཪはஎより実習中Ṇの要ㄳがあった場

合は、⏥は実習を中Ṇすることができる。  
 
第༑条（指導担当者の選任）⏥は、実習生の指導・┘╩を担当する指導㈐任者を任命する場合は、

㐜なくஎに通知するものとする。  
 
第༑一条（ዎ約有ຠ期間）本ぬ書の有ຠ期間は、平成   年   月   日より１年間である。  
２  有ຠ期間⤊了３ࣨ月前までに、⏥ないしஎより、ዎ約を継⥆しない᪨の通知がない場合には、
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本ぬ書は、᭦新されるものとする。  
 
第༑条（ヨ行プࣟࢢラムの特約）本ぬ書は、本࢚クスࢱーンシップのヨ行プࣟࢢラムにおいて

も準用して㐺用するものとする。ణし、第ඵ条第項は㐺用しない。  
 
第༑三条（その他）このぬ書に定めのない事項については、⏥・எ協議の上決定する。  
２  本ぬ書は２通作成し、⏥・எ各１通を所持するものとする。  
 

（６）ᤵ業担当教員の工ኵと FD 会議 

 以上のように、本法科大学院では、法律基本科目について方向・多方向ᆺのᤵ業方

法を᥇用することを統一している点以外は、各ᤵ業担当教員が、㐣ཤのᤵ業経験・学生

との対ヰによって、よりよいᤵ業方法を模⣴するということとなっている。このことは、

個々の教員の意工ኵをᑛ重するという利点を生ࡴことになるが、他方で、一つ一つの

ᤵ業科目におけるᤵ業方法の㐺正さが制度的に担ಖされていないというᠱ念にも⧅がり

かࡡない。↓論、本法科大学院の教員は外なく┿ᦸにᤵ業方法を意工ኵしており、

ᤵ業方法の㐺正さに欠けることはないが、制度的なほ点からᤵ業方法の㐺正確ಖを図る

必要があることも確かである。 

 そこで、後述する点であるが、本法科大学院では毎月（ただし、８月を㝖く。）フカ

ルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ント会議（以下「FD 会議」という。）を開ദし、そこでは、各ᤵ業

担当教員がᤵ業方法等の報告を行い、全教員でᤵ業方法の改善について議論を行ってい

る。また、FD の一環として教員間でᤵ業相互見学が制度的に行われており、このことも

ᤵ業方法の㐺正の確ಖに⧅がっている。ࠓ資ᩱ 3-2-1-4「ᤵ業相互見学に関する規程」ཧ

 ࠔ↷

このように、本法科大学院ではᤵ業担当教員の意工ኵと制度的なᤵ業方法の㐺正の

確ಖを調和し、各ᤵ業科目についてᤵ業方法としての㐺正を確ಖしている。 

 

㈨ᩱࠓ 3-2-1-4 ᤵᴗ┦ぢ学㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ  

法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則（抜⢋）  

 

（ᤵ業の見学）  

第２条  法科大学院のすべての科目の担当教員（以下「教員」という。）は、本準則に基づき、法科大

学院で開ㅮされているすべての科目のᤵ業を見学することができる。  

２  法科大学院の専任教員は、少なくとも毎年度１ᅇは、本準則に基づくᤵ業見学を行わなければな

らない。  

（出：別ῧ資ᩱ 11「法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則」）  

 

２ ᤵ業内容等の学生への࿘知 

 １年間のᤵ業の計⏬、各ᤵ業科目におけるᤵ業の内容及び方法、成績評価の基準と方

法等をあらかじめ学生に࿘知するため、各科目のシラࣂス（別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧

法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」にᥖ㍕）を年度開ጞ前に㓄ᕸしている。シラࣂスには、

࠙ㅮ⩏の目的・฿達目標・方法ࠚのほかに、࠙ ㅮ⩏の内容ࠚの項で全体の内容と各ᅇに予

定する主題が示されている。また、࠙ 成績評価の方法ࠚの項では、予め、成績評価方法を

下表にᥖࡆた６項目に分㢮し、それぞれの成績評価方法の考៖合・㓄点ẚ⋡を᫂示し

ている。なお、この中には「その他」という項目があるが、これはᤵ業担当教員の意

工ኵに基づく成績評価方法を㝖しないためである。また、この「その他」の方法によ

って評価がされる場合には、必ず備考ḍにその方法の詳細を記㍕することとなっており、

学生にとって成績評価方法が不᫂░となることはない。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法

科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」18-100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等）ཧ↷ࠔ 
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３ 間外の学習 

 学生が事前事後の学習をຠ果的に行うために、次のような措置をㅮじている。 

（１）事前事後の学習間の確ಖ 

本法科大学院のᤵ業科目は、毎週１ᅇ 90 分のᤵ業を行うものཪは２週間に１ᅇ 180 分

のᤵ業を行うものであり、ᤵ業の事前予習・事後の習の間は、当然に༑分確ಖされ

る。なお、外的に、ᤵ業担当教員の都合等によって、集中ㅮ⩏のᙧᘧをとるものもあ

る。平成 24 年度においても、「民事裁判と事実認定」及び「法ဴ学」については、学外

のᤵ業担当教員の都合その他の理由から、やࡴを得ず、集中ㅮ⩏として開ㅮしたもので

ある。ただし、集中ㅮ⩏を行う科目についても、学生の事前学修及び事後学修が༑分に

されるよう、(a)事前学修を可能とするために、ᤵ業で使用するレࢪュ࣓・資ᩱ等の事前

㓄ᕸや、ᤵ業に関連するཧ考文献の事前⤂、(b)集中ㅮ⩏後に学生が事後学修をするこ

とができる༑分な期間をとった後に期ᮎヨ験を実施すること、(c)成績評価の中心がレ࣏

ートとなる場合には、学生の༑分な事後学修を可能とする提出期日を設定する等の工ኵ

をすることを行っている。ࠓ資ᩱ 3-2-1-5「平成 24 年度集中ㅮ⩏日程」及び別ῧ資ᩱ 26

「平成 25 年度間表」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫６（１ࠚ）࠙解㔘指㔪３㸫２㸫１

㸫７ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 3-2-1-5 平成 24 年ᗘ㞟୰ㅮ⩏᪥⛬ࠔ  

 

ᤵ業科目名  受ㅮ者数  ㅮ⩏日程  レ࣏ート⥾切日  

民事裁判と事実認定  35 名  8 月 21 日㹼 24 日  8 月 31 日  

法ဴ学  36 名  8 月 27 日㹼 31 日  9 月 13 日  

ὀ：上記いずれの科目ともに期ᮎヨ験は実施せず。  

 

（２）㐺切な教科書・⿵ຓ教ᮦの使用 

 各ᤵ業科目で使用する教科書及びཧ考書は、㹄㹂会議での検討を経て決定されており、

いずれも㐺切な教科書等を使用している。また、これら教科書等は、シラࣂス及び教科

書・ཧ考書指示書に᫂記のうえ、学生にあらかじめ࿘知している。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平成 25

年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要 18-100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等）」及び別ῧ

資ᩱ 27「平成 25 年度前期教科書・ཧ考書指示書」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫６（２ࠚ） 

 

（３）予習・習の㐺切な指示 

 各教員は、学生向け࣓ールンࢢリストや㹒㹉㹁法科大学院教育研究支援シスࢸム等を

活用したレࢪュ࣓の事前㓄ᕸや、ᤵ業⤊了のཱྀ㢌指示等の方法によって、ල体的な予

習・習事項を㝶、学生に示している。ࠓ資ᩱ 3-2-1-6「࣓ーリンࢢリストを活用した

レࢪュ࣓㓄ᕸ」ࠔ 
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㈨ᩱࠓ ࠔ㓄ᕸ࣓ࣗࢪࣞࡓࡋ⏝άࢆࢺࢫࣜࢢ࣮࣓ࣥࣜ 3-2-1-6  

 

௳名： [lsbulletin:2089] ࠙ฮ事ッゴ法総合ࠚご連⤡  

ฮ事ッゴ法総合の受ㅮ者へ  

 

次ᅇᤵ業についての連⤡を㹒㹉㹁にアップしました。資ᩱを各自༳ๅのうえ、当日持ཧしてください。 

 

教員ۑۑۑۑ  

****************************************************************** 

 

௳名： [lsbulletin:2083] 行政法総合Ⅰ事前㓄ᕸレࢪュ࣓の௳について   

行政法総合１受ㅮ者各  

 

６㸮１ຓ教室前に事前㓄ᕸレࢪュ࣓を用意しましたので、計２部、各自１部ずつ取りに来てください。 

ᐅしくお㢪い⮴します。  

 

 

（４）教員への質問機会の確ಖ 

また、ᤵ業⤊了後に、学生が教員に質問をすることができる機会及び学生が教員と議

論をすることのできる機会の確ಖに努めることによっても、間外学修の充実を図って

いる。ල体的には、ᤵ業⤊了後の学生の質問に対して各教員がᑀに対応していること

は論のこと、専任教員は、質問のためのオフィス・アワーを週１ᅇ実施し、学生個人

に対する┤接指導を行っている。さらに研究者大学院を修了したຓ教がᖖ㥔しており、

教ᮦの作成・㓄ᕸなど、学生の学修の一⯡的な支援を行っているほか、各ຓ教の専門分

野（公法・民事法・ฮ事法）に関する質問・相ㄯなどにも、㝶、対応している。これ

らによって、ᤵ業間以外の自修を充実させている。ࠓ別ῧ資ᩱ 26「平成 25 年度間

表」及び別ῧ資ᩱ 39「平成 24 年度後期オフィスアワー実施状況」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫

２㸫１㸫６（４ࠚ）  

  

（５）設備㠃からの支援 

さらに、間外学修の充実について、設備㠃からの支援も行っている。この点につい

ては、まず、院生室には、各学生に個人ᖍ（ᮘ及び᳔子）があることをᣲࡆることがで

き、このことによって、法科大学院における自分のᗙᖍでの長間の学修をಁ進し、

間外学修が㐺正に行われるようにしている。また、法科大学院図書室の資ᩱを充実させ

ていることは論であるが、それに加えて、首都大学東京の図書館や法学系図書室と連

携しており、学生は、首都大学東京の図書館の資ᩱを晴海キャンパスで利用することも

可能となっている。また、学生は判ࢹー࣋ࢱース「LEX/DB 、ット」（㹒㹉㹁）ࢿーࢱン

「WEB ∧法律判文献報」（第一法規）が利用できるほか、重要判解説をྵࢪ」ࡴュ

リスト DVD ∧」及び「最高裁判所判解説 DVD ∧」により資ᩱの検⣴も可能となってい

る。さらに、平成 20 年度からは、「LLI 統合ᆺ法律報シスࢸム」も利用可能となってお

り、㟁子報・ࢹー࣋ࢱースの利用のಁ進を図っている。ࠓ資ᩱ 3-2-1-7「㹎㹁利用の手

引き（各✀オンラン検⣴の⤂）」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫２㸫１㸫６（５ࠚ）  

 

㈨ᩱࠓ 3-2-1-7 㹎㹁⏝ࡢᡭᘬࡁ（ྛ✀᳨ࣥࣛࣥ࢜⣴ࡢ⤂）ࠔ  

 

７㸬各✀オンラン検⣴について（抜⢋）  

 

 法科大学院生は、次のオンラン検⣴サーࣅスを利用することができます。学外利用の可ྰやࣟࢢ

ン ID㸭パスワーࢻの要ྰは、それぞれ␗なります。  
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(1) TKC ࣟー・ラࣈラリー  

 判の全文検⣴（ LEX㸭 DB）やࢱトル・ⴭ者名からの文献検⣴（法律報文献月報検⣴サーࣅス）

などをすることができます。また、平成 23 年度より、一部の法律雑ㄅを検⣴することもできるよう

になりました。別㏵㓄するࣟࢢン ID㸭パスワーࢻを使ってアクࢭスして下さい。なお、学外か

らのアクࢭスは、特定の端ᮎ１ྎのみに制限されています。  

 

(2) D1-Law.Com 第一法規法報総合ࢹー࣋ࢱース  

 現行法規のᒚṔつき検⣴、判検⣴及び、キーワーࢻ・分野・ࢱトル・ⴭ者名からの文献検⣴を

することができます。 ID 不要で学内からのみアクࢭスできます。  

 

(3) LLI 統合ᆺ法律報シスࢸム  

 判検⣴・法௧検⣴と主要法律雑ㄅ（最高裁判解説・判ࢱムࢪ・ࢬュリスト（判ⓒ選ྵࡴ）・

㔠⼥法務事・㔠⼥ၟ事判・㖟行法務 21・労働判）の記事検⣴・㜀ぴができます。別㏵㓄ᕸす

るࣟࢢン ID㸭パスワーࢻを使ってアクࢭスして下さい。  

 

(4) HeinOnline 

  ⡿国法の判・文献を検⣴することができます。 PC 室の端ᮎからのみアクࢭスできます。  

    

(5) Juris 

。法の判を検⣴することができますࢶࢻ   PC 室の端ᮎからのみアクࢭスできます。  

    

(6) Westlaw 

  ⡿国法の判を検⣴することができます。教員の立会いのもと使用可能です。  

 

８㸬㹂㹔㹂∧法律雑ㄅについて  

 

 PC 室の特定の端ᮎで（ࣔࢱࢽーにシールが㈞ってあります）、次の雑ㄅ等の DVD ∧を検⣴・㜀ぴする

ことができます。  

 

 ①භ法全書㟁子้∧ DVD 

ュリストࢪ②   

 ③最高裁判解説（民事⦅㸭ฮ事⦅）  

 ④判ⓒ選  

 յ㔠⼥ၟ事判  

 ն㔠⼥法務事  

 շ判ࢱムࢬ  

 ո労働判  

（出：平成 25 年度㹎㹁利用の手引き）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」 

６頁（主体的に学ࡪ実践的な方向ᤵ業） 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂス）」 

18-100 頁（各ᤵ業科目のㅮ⩏内容等） 

・別ῧ資ᩱ 11「法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ  「ーンシップ事前説᫂会資ᩱࢱクス࢚」24

・別ῧ資ᩱ  「ーンシップ実施状況ࢱクス࢚」25

・別ῧ資ᩱ 26「平成 25 年度法科大学院間表」 

・別ῧ資ᩱ 27「平成 25 年度前期教科書・ཧ考書指示書」 

・別ῧ資ᩱ 39「平成 24 年度後期オフィスアワー実施状況」 
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３㸫３ ᒚ修科目Ⓩ㘓単数の上限  

 

ᇶ‽㸱㸫㸱㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

法科大学院ྛࡿࡅ࠾年ḟࠊ࡚࠸࠾学⏕ࡀᒚಟ科目࡚ࡋⓏ㘓ࡢࡇࡿࡍ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㝈ୖࡀィ㸱６༢ྜ࡚ࡋཎ๎ࠊࡣ༢ᩘࡿࡁ࡛

 

（基準３㸫３㸫１に係る状況）  

 

 法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（別ῧ資ᩱ６）第８条によ

って、１年次あたりのᒚ修科目Ⓩ㘓の上限は 36 単とされ、ただし、３年ᒚ修課程１年

次は 38 単まで、最⤊学年は 44 単までのᒚ修Ⓩ㘓が可能となっている。ࠓ資ᩱ 3-3-1-1

「ᒚ修⏦ㄳ上限単」及び資ᩱ 3-3-1-2「ᒚ修内におけるᒚ修⏦ㄳ上限単数の᫂示」

ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫２ࠚ 

 なお、１年次については、平成 21 年度入学者までは、36 単をᒚ修Ⓩ㘓単数の上限

と定めていたが、平成 22 年度のカリキュラム改正により、１年次必修科目を２単（ฮ

法３）増加したため、36 単にこの２単を加えた 38 単が現在の上限単数となって

いる。࠙ 解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫１ࠚ 

また、学生が、必修科目について単を修得することができなかった場合、次年次、

当ヱ科目をᒚ修しなければならないが、進⣭が認められた場合のᒚ修科目単につ

いては、４単を限度として、ᒚ修Ⓩ㘓可能な単数に⟬入しないものとしている。࠙ 解

㔘指㔪３㸫３㸫１㸫３ࠚ 

 したがって、上記基準は、当然に‶たされているものである。なお、本学の標準修業

年限は３年であり、解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫４は問題とならない。࠙ 解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫

 ࠚ４

 

㈨ᩱࠓ 3-3-1-1 ᒚಟ⏦ㄳୖ㝈༢ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 3-3-1-2 ᒚಟෆࡿࡅ࠾ᒚಟ⏦ㄳୖ㝈༢ᩘࡢ᫂♧ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」４頁（ᒚ修上限単数） 

・別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」 

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（ᒚ修⏦ㄳ上限単）  

第８条  １年間におけるᤵ業科目のᒚ修⏦ㄳの上限単数は、 36単とする。ただし、３年ᒚ修課程

１年次においては 38単、３年ᒚ修課程、２年ᒚ修課程とも最⤊学年においては、 44単とする。  

２  前項の規定にかかわらず、進⣭が認められた場合のᒚ修単科目については、４単を限度と

して、ᒚ修⏦ㄳが可能な単数に⟬入しないものとすることができる。  

 
（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  

 

 

 
(2)ᒚ修Ⓩ㘓の上限単数  

 ①  ᮍ修１年        38 単  

 ②  ᮍ修２年及び᪤修１年  36 単  

 ③  ᮍ修３年及び᪤修２年  44 単  

 

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」４頁）  
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２ 特長及び課題等   

  

１ 特長 

 本法科大学院は、東京都立大学法学部以来の伝統を受け継ぎ、「一人一人を徹底的に鍛

える教育」を᪨としているが、このことが法科大学院内でも実践されている点は、教育

方法に関するඃれた点であると考える。 

 ල体的には、ᤵ業⤊了後の学生の質問に対しては、各教員がᑀに対応するよう心が

けていることはもちろん、専任教員は、質問のためのオフィス・アワーを週１ᅇ実施し、

きめの細かい指導を実践している。また、研究者大学院を修了したຓ教がᖖ㥔しており、

教ᮦの作成・㓄ᕸなど、学生の学修の一⯡的な支援を行っているほか、各ຓ教の専門分

野（公法・民事法・ฮ事法）に関する質問・相ㄯなどにも、㝶、対応している。これ

らによって、ᤵ業間以外の自修を充実させている。 

 このように、学生が教員と┤接的に議論を行う等の機会が༑分に与えられている点は、

方向的ཪは多方向的なᐦ度の高い法律学教育を行うことに┤結しており、本法科大学

院のඃれた点である。 

 

２ 課題等 

（１）法律基本科目の標準的な学生数 

 以前は２クラス開ㅮとすることが課題となっていたが、平成 22 年度より２クラス開ㅮ

を実施し、この課題は解決し、間上も問題は生じていない。ただし、クラスの増加

に伴い必修科目が集中する᭙日等が発生していることから、なお可能な⠊ᅖでの改善を

図っていく。 

 

（２）集中ㅮ⩏の解ᾘ 

 前ᅇの自己評価書では、集中ㅮ⩏の解ᾘを課題としていたが、㐲方の㠀ᖖㅮᖌ等の

特Ṧな事を㝖けば集中ㅮ⩏は開ㅮされておらず、この問題は解決した。ただし、法科

大学院の特性からすれば、さらに可能な限り集中ㅮ⩏のᙧᘧが᥇られないようにする努

力も必要であり、これらの点の改善が今後も必要であると考えられる。 
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➨㸲❶ 成⦼評価及びಟㄆᐃ    

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

４㸫１ 成績評価  

 

ᇶ‽㸲㸫１㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

学ಟࡢ成ᯝಀࡿ評価（௨ୗࠕ成⦼評価ࠖࠋ࠺࠸）ྛࠊࡀᤵᴗ科目࠸࠾

࡚㐺ษタᐃࡓࢀࡉ㐩成ᗘࠊ࡚ࡋࡽ↷学⏕ࡢ⬟ຊ及び㈨㉁ࢆṇ☜ᫎࡿࡍ

ᐈほ的ࡘཝṇࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋࡢࡶ࡞ḟࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆྕྛࡢ 

（１）成⦼評価ࡢᇶ‽ࡀタᐃࠊࡘࠊࢀࡉ学⏕࿘▱ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

（２）ᙜヱ成⦼評価ࡢᇶ‽࡚ࡗࡀࡓࡋ成⦼評価ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ☜ಖ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㅮࡀ⨨ᥐࡢࡵࡓࡿࡍ

（㸱）成⦼評価ࡢ⤖ᯝࠊࡀᚲせ࡞㛵㐃報ࡶ学⏕告▱ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ

 ࠋ

（㸲）ᮇᮎヨ㦂ࢆᐇࡿࡍሙྜࠊࡣᐇ᪉法ࡶ࡚࠸ࡘ㐺ษ㓄៖࡚ࢀࡉ

 ࠋࡇࡿ࠸

（㸳）ヨ㦂ཪࡣ㏣ヨ㦂ࢆᐇࡿࡍሙྜཷࠊࡣ㦂⪅ࡀᙜ┈ཪࡣ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄៖特࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿࡅཷࢆ┈

 

（基準４㸫１㸫１に係る状況）  

 

１ 各ᤵ業科目における達成度の設定 

 本法科大学院では、その教育内容及び฿達目標について、法曹養成に特化した専門⫋

大学院にࡩさわしい水準のものとするため、「法科大学院共通的฿達目標（ࢥア・カリキ

ュラム）ࣔࢹル第次修正」と合⮴させることを⏦し合わせており、㹄㹂会議等にお

いて教員全体で確認している。 

また、ᤵ業科目ごとに達成すべき目標についても、「法科大学院共通的฿達目標（ࢥア・

カリキュラム）ࣔࢹル第次修正」を意識しながら設定しており、シラࣂス（別ῧ資

ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」）の中の「฿達目標」として学生

に࿘知している。ࠓ資ᩱ 2-1-1-7（第２章）「㹒㹉㹁⏬㠃（法科大学院で学修すべき各科目

の内容について）」及び別ῧ資ᩱ 20「㹄㹂会議議事㘓（平成 24 年３月１日㸭฿達目標に

ついて）ཧ↷」࠙ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

２ 評価の基準 

ᒚ修科目の成績の評価は、５点法をもって行い、２点以上を合格とする。ᒚ修科目の

合ྰ判定については、⤯対評価により行い、合格者の成績については、ཎ則として、４

段階の相対評価による。相対評価の合については、おお５、ࡡࡴを５㸣、４を 35㸣、

３を 40㸣、２を 20㸣とする。以上の点は、「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評

価に関する準則」第 10 条及び第 11 条に規定している。また、学生に対しても、同準則

の公表は論のこと、「ᒚ修内」においても᫂記しているほか、合格者に対する入学前

の࢞ダンスや入学の࢞ダンス等で説᫂している。 

なお、成績評価の方法についても、期ᮎヨ験、中間ヨ験、小ࢸスト、レ࣏ート、その

他の方法（この方法を᥇る場合には、ᤵ業担当教員が、方法をල体的に᫂確に定め、学

生に࿘知することとなっている。）のいずれを᥇るかを、事前にシラࣂスで学生に᫂示し
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ており、成績評価の㐺正・厳正に関する報の㏱᫂化が図られている。ࠓ資ᩱ 4-1-1-1「成

績評価の基準（法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則第 10 条及び第

11 条）」、資ᩱ 4-1-1-2「成績評価の方法（法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価

に関する準則第 14 条）」、別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」

７頁（成績評価）及び 18㹼100 頁（各ᤵ業科目の฿達目標等）及び別ῧ資ᩱ 19「法科大

学院ᤵ業担当者の手引き」６㹼７頁（成績評価について）ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫

 ࠚ２

 

㈨ᩱࠓ 4-1-1-1 成⦼評価ࡢᇶ‽ࠔ  

 

㈨ᩱࠓ 4-1-1-2 成⦼評価ࡢ᪉法ࠔ  

 

３ 基準に従った成績評価の確ಖ 

 上述の成績評価合については、法科大学院の㹄㹂会議及び専攻会議でᑂ議され、専

攻長が準則として決定したものであり、教員全員が、この統一の基準に従うこととなっ

ている。そのため、当然に基準に従った成績評価は確ಖされると考えられるが、以下の

ような措置によっても、全を期している。ࠓ別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引

き６㹼７頁（成績評価について）」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

（１）評価基準の࿘知・徹底 

 これらの成績評価基準については、年度当ึに、㠀ᖖ教員をྵめた法科大学院のᤵ

業担当教員の全員に㓄ᕸされる「法科大学院ᤵ業担当者の手引き（別ῧ資ᩱ 19）」の中で、

᫂確に記述することによって、࿘知・徹底を行っている。また、定期ヨ験が行われる前

の FD 会議・専攻会議等においては、手⥆的に、これら成績評価基準の学生に対する᫂示

を決定しているが、その際に、教員間でも当ヱ基準について確認を行うことで、࿘知・

徹底を行っている。ࠓ資ᩱ 4-1-1-3「評価基準の࿘知・徹底」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪４㸫１㸫１

㸫３ࠚ 

 

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（合格及び不合格の判定）  

第１㸮条  学修の評価に関し、ᤵ業科目の合格及び不合格の判定については、⤯対評価による

ものとする。  

（合格者の評価）  

第１１条  ᤵ業科目の合格者の評価については、４段階の相対評価によるものとする。ただし、

、ーンシップその他の合格ཪは不合格の判定のみを行うᤵ業科目の評価についてはࢱクス࢚

この限りでない。  

２  相対評価の合については、おお５、ࡡࡴ  を５㸣、４  を３５㸣、３を４㸮㸣、２を２㸮㸣

とする。  

（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（成績評価の方法）  

第１４条  （␎）  

４  当ヱᤵ業科目担当教員は、ᤵ業科目において使用する成績評価方法及びその㓄点合を、

シラࣂスで᫂示しなければならない。  

 

（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  
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㈨ᩱࠓ 4-1-1-3 評価ᇶ‽ࡢ࿘▱࣭ᚭᗏࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）➹記ヨ験の༏名性の確ಖ 

 法科大学院の期ᮎヨ験において使用される⟅用⣬には、学生の༏名性を確ಖするこ

とができるように、学⡠␒号・Ặ名記述ḍと、ᅇ⟅ḍの間に、２✰パンチの✰が✵いて

おり（学生の⟅をまとめて表⣬をつけ、２つの✰にࡦもを通すことを行うと、学⡠␒

号・Ặ名記述ḍを㞃して、᥇点をすることができるようになっている。）、教員は➹記ヨ

験の༏名性を確ಖした上で᥇点等の成績評価を行っている。࠙ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

（３）法科大学院における成績評価に対する不᭹⏦立て 

 ᤵ業科目の成績評価はᤵ業担当教員が行うこととなっており、成績評価に不᭹がある

場合、学生は、ཎ則としてᤵ業担当教員に説᫂を求めることとなる。 

ただし、それでもなお⣡得がいかない場合にも成績評価の㐺正が確ಖされるよう、学

生に成績評価に対する不᭹⏦立てを認める制度を᥇用している。 

この不᭹⏦立てがされると、ᤵ業担当教員・専攻長・教務委員の三者間で成績評価の

㐺正についてのᑂ議が行われ、成績評価がᐈほ的に㐺正なものであるかྰか、判᩿・確

認されることとなっている。 

 なお、平成 24 年度は、学生からの不᭹⏦立ては出ていない。ࠓ資ᩱ 4-1-1-4「成績の評

価者（首都大学東京法科大学院規則第 16 条）」及び資ᩱ 4-1-1-5「不᭹⏦立てに関する規

程（法科大学院における成績評価に対する不᭹⏦立てに関する準則）」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪

４㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 4-1-1-4 成⦼ࡢ評価⪅ࠔ  

 

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（学修の評価）  

第１６条  各ᤵ業科目の学修の評価は、担当教員がこれを行う。  

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

法科大学院ᤵ業担当者の手引き（抜⢋）  

 

２㸬成績評価の基準  

 ②合格者の相対評価  

   合格者のなかで、特にඃれた者について５の評価を、༑分に理解できている者について４

の評価を、概ࡡ理解できている者について３の評価を、最ప限の目標を達成している者につ

いて２の評価を、それぞれ与えます。なお、この２㹼５の評価については、ཎ則として相対

基準によって評価を行い、概５、ࡡ = 5㸣、４ = 35㸣、３ = 40㸣、２ = 20㸣とします。  

   なお、上記合に概ࡡ㐺合するように相対評価を行うことがᅔ㞴であると考えられる少人

数ᤵ業についても、可能な限り、上記の相対評価の㊃᪨をᑛ重していただけますよう、お㢪

いいたします。  

   また、えば最高点の評点が全く同点となってしまった場合等には、上記の評価合にか

かわらず、同一の評価を与えるようにしてください。ただし、この場合においても、えば、

５の評価合が 15㸣となった場合には、４の評価合を 25㸣とするなど、可能な限り、上

記の相対評価の㊃᪨をᑛ重していただけますよう、お㢪いいたします。  

（出：別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き」）  
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㈨ᩱࠓ 4-1-1-5 ᭹⏦❧࡚㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ  

 

（４）成績評価ࢹーࢱの教員間での共有 

 後述するとおり、期ᮎヨ験の得点分ᕸと、最⤊的な成績評価分ᕸについては、ᥖ示に

よって公表しているところであり、教員間でも、各期ᮎ後の㹄㹂会議において、各ᤵ業

科目の成績評価ࢹーࢱを共有し、その㐺正を図るようにしている。 

 なお、成績評価の基礎となるࢹーࢱ（学生の⟅等）については、第 11 章においても

後述するが、ಖ存専用の部ᒇ（604 号室）を設け、㐺正に管理し、必要な場合に教員がཧ

↷することができるようにしている。ࠓ資ᩱ 4-1-1-6「資ᩱのಖ管に関する規程（法科大

学院における自己点検及び評価に関する準則第８条）」及び別ῧ資ᩱ 21「専攻会議議事㘓

（平成 25 年度２月 28 日㸭学生の成績について」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

 

 

 

 

 

法科大学院における成績評価に対する不᭹⏦立てに関する準則（抜⢋）  

 

（不᭹⏦立てができる要௳）  

第３条  院生は、成績の修正がされるべきであることを理由づけるල体的な理由を提示するこ

とができる場合に限り、不᭹⏦立てをすることができる。  

２  不᭹⏦立ては、同一年度開ㅮの同一科目について、１ᅇに限るものとする。  

（⏦ㄳ書の提出）  

第４条  不᭹⏦立てを行う者は、別記様ᘧによる⏦ㄳ書を、成績評価が開示された日から１４

日以内に、教務担当係（以下「担当係」という。）に提出しなければならない。  

２  不᭹⏦立ての⏦ㄳ書には、次の各号に定める事項を記㍕しなければならない。  

 (1) Ặ名及び学⡠␒号  

 (2) 不᭹⏦立てを⏦ㄳするᒚ修科目名及び当ヱ科目の担当教員名  

 (3) ᒚ修科目への出ᖍᅇ数  

 (4) 成績の修正がされるべきであることのල体的な理由  

３  ⏦ㄳ書には、第２条に定める相ㄯを行ったことをドする文書（第２条ただし書の場合にあ

っては、相ㄯがᅔ㞴である理由を記㍕した文書）をῧしなければならない。  

４  担当係は、不᭹⏦立ての⏦ㄳ書を受領したときは、速やかに法科大学院教務委員（以下「教

務委員」という。）に⏦ㄳがあった᪨を連⤡し、⏦ㄳ書を㌿㏦するものとする。  

（⏦ㄳの受理）  

第５条  不᭹⏦立ての⏦ㄳの受理は、教務委員が行う。  

２  教務委員は、成績の修正がされるべきであることについて、ල体的な理由が⏦ㄳ書に記㍕

されている場合に限り、不᭹⏦立ての⏦ㄳを受理するものとする。  

３  教務委員は、⏦ㄳを不受理とした場合は、⏦ㄳ者に対し、担当係を通じてその᪨を通知す

るものとする。  

（成績の修正に関する協議）  

第６条  教務委員は、不᭹⏦立ての⏦ㄳを受理した後、速やかに不᭹⏦立ての⏦ㄳがあった᪨

を法科大学院専攻長及び不᭹⏦立ての⏦ㄳがあった科目の担当教員に通知し、三者による成

績の修正に関する協議を行うものとする。  

２  不᭹⏦立ての⏦ㄳがあった科目の担当教員は、前項に定める協議に㓄៖して、成績の修正

の要ྰを決定し、それを法科大学院専攻長及び教務委員に連⤡するものとする。  

（成績の修正）  

第７条  成績の修正をすることが決定された場合には、速やかに、成績のゞ正を行うものとす

る。  

２  教務委員は、成績の修正の有↓を、⏦ㄳ者に対し担当係を通じて開示するものとする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ７「法科大学院における成績評価に対する不᭹⏦立てに関する準則」）  
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㈨ᩱࠓ 4-1-1-6 ㈨ᩱࡢಖ⟶㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ  

 

４ 期ᮎヨ験及び成績評価結果の告知 

 ᤵ業科目の成績分ᕸについては、公表によって個人成績が特定されるおそれのある少

人数ᤵ業（４名以下のᤵ業）を㝖き、ᥖ示により学生に公表している。また、その際、

期ᮎヨ験を実施した科目については、期ᮎヨ験の成績分ᕸ、出題意図及び評価基準等を、

ేせてᥖ示している。 

 これらの学生に対する報開示によって、成績評価の結果についての㏱᫂性を高め、

ᐈほ的に㐺正な成績評価がされるよう努めている。࠙ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫４ࠚ 

 

５ 期ᮎヨ験の実施 

 本法科大学院においては、期ᮎヨ験の実施の㐺正を確ಖするため、(a)ヨ験にභ法の持

込みが許可されている場合であっても、持ち込ࡴことのできるභ法は、ཎ則として、判

がされておらず、かつ書込みが一切ないものに限ることや、(b)㐜้者の入室限度を

ヨ験開ጞ後 30 分以内とし、他方で、ヨ験場からの㏥出は、ヨ験開ጞ後 30 分以内は一切

認めないとすること、といった措置を᥇っている。なお、これらの措置について記㍕さ

れた「法科大学院・期ᮎヨ験及び成績評価について」という文書を、ヨ験実施前に、必

ずᥖ示しており、このことによって、学生に対するὀ意事項の࿘知徹底を図っている。ࠓ資

ᩱ 4-1-1-7「法科大学院・期ᮎヨ験及び成績評価について」ཧ↷ࠔ 

また、本法科大学院においては、通機関の運ఇ、、その他やࡴを得ない理由に

より所定のヨ験を受けられなかった学生に対しては、科目担当教員の判᩿で、㏣ヨ験を

行うことが可能である。また、通ᖖのヨ験において成績不であった学生に対して、科

目担当教員の教育的裁㔞の⠊ᅖ内で、改めて受験の機会を与えるヨ験も可能となって

いる。ただし、これらのヨ験においても、成績評価の㐺正が確ಖされるように新たな問

題を作成して実施することとしている。なお、平成 24 年度は㏣ヨ験１௳の⏦ㄳがあり、

厳格に実施したところである。ࠓ資ᩱ 4-1-1-8「㏣ヨ験・ヨ験の実施要領」、資ᩱ 4-1-1-9

「㏣ヨ験・ヨ験に関する規程（法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する

準則第 16 条及び第 17 条）」、別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き４㹼５頁（期

ᮎヨ験）」及び別ῧ資ᩱ 28「㏣ヨ験・ヨ験の実施状況」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪４㸫１㸫１㸫

 ࠚ５

 

 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（報の集）  

第８条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる資ᩱを、㐺正にಖ管しなければならない。  

(1) 年次報告書  

(2) 総評価報告書  

(3) レࢪュ࣓、ヨ験⟅その他の各ᤵ業に関する資ᩱ  

２  前項各号にᥖࡆる資ᩱのうち、独立行政法人大学評価学ᤵ与機ᵓによる法科大学院認ド

評価の際に用いた資ᩱについては、評価を受けた年から少なくとも５年間は、ಖ管しなければ

ならない。  

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  
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㈨ᩱࠓ 4-1-1-7 法科大学院࣭ᮇᮎヨ㦂及び成⦼評価ࠔ࡚࠸ࡘ  

 

 

 

 

 

 

 

法科大学院・期ᮎヨ験及び成績評価について  

（「法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」より抜⢋）  

 

平成 25 年 1 月 10 日  

法 科 大 学 院 事 務 室  

 

１㸬期ᮎヨ験におけるὀ意事項  

（１）学生受験心得  

①  ヨ験場へは当ヱヨ験科目をᒚ修⏦ㄳしている者に限り、入室することができる。  

②  ヨ験場への入室はヨ験開ጞ点から 30 分まで認める。開ጞ後 30 分間は㏥室できない。 

③  ヨ験場の╔ᖍについて┘╩者の指示がある場合には、その指示に従うこと。  

④  受験に際しては学生ドを所持し、ヨ験中ᮘ上に提示しておくこと。  

յ  受験に際し、あらかじめ許可されたもの以外のものを使用してはならない。  

ն  ⟅用⣬はいかなる場合もヨ験場外に持ち出してはならない。  

շ  以上の他、ヨ験場では、すべて┘╩者の指示に従わなければならない。  

 

（２）ヨ験における不正行Ⅽについて  

  ヨ験においてカンࢽンࢢ等の不正行Ⅽが行われた場合には、㏥学をྵめた厳正なฎ分を

行う。  

  

（３）㏣ヨ験について  

  下記の理由により、所定のヨ験を受けられなかった学生に対し、㏣ヨ験が認められる場

合がある（必ず認められるものではない）。㏣ヨ験をᕼᮃする場合は、当ヱヨ験の実施後

３日以内（ఇ日は㝖く）に、㏣ヨ験受験⏦ㄳ書及び受験できなかった理由をド᫂する下記

の書㢮をῧえて、事務室に⏦ㄳすること。  

⏦ㄳ理由  ῧ書㢮  

１㸬通機関の㐜ᘏ・運ఇ等   㐜ᘏ・運ఇド᫂書  

２㸬   ་ᖌのデ᩿書  

３㸬その他   理由書（やࡴを得ない理由を詳しく説᫂したもの）  

 

（４）ヨ験について  

   ᤵ業担当教員がシラࣂスに᫂示した成績評価方法によって合格及び不合格の学修の評

価を判᩿することがᅔ㞴であった場合に限り、合ྰ判定がᅔ㞴であった者に対して、ヨ

験が実施される場合がある。ヨ験の詳細については、ᥖ示その他の方法により連⤡を行

う。  

 

２㸬成績評価  

（１）成績評価の基準について  

 ᒚ修科目の合格・不合格の判定は⤯対評価により行う。合格者の成績は４段階の相対評

価によるものとする。相対評価の合については、概５、ࡡを 5㸣、４を 35㸣、３を 40㸣、

２を 20㸣）とする。  

（２）成績評価に対する不᭹⏦し立てについて  

  成績評価に対し、その修正がされるべきであることを理由づけるල体的な理由を提示す

ることができる場合に限り、不᭹⏦立てができる。  

 なお、不᭹⏦立てを行う場合は、ཎ則として担当教員に事前相ㄯのうえ、成績開示日か

ら 14 日以内に、成績評価に対する不᭹⏦立て⏦ㄳ書を事務室に提出しなければならない。 
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㈨ᩱࠓ 4-1-1-8 ㏣ヨ㦂࣭ヨ㦂ࡢᐇせ㡿ࠔ  

 

㈨ᩱࠓ 4-1-1-9 ㏣ヨ㦂࣭ヨ㦂㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ 

法科大学院ᤵ業担当者の手引き（抜⢋）  

 

５㸬㏣ヨ験  

通機関の運ఇ、、その他やࡴを得ない理由により所定のヨ験を受けられなかった学

生に対しては、専攻長の決定により㏣ヨ験を行います。  

㏣ヨ験の⏦ㄳは、ヨ験実施後 3 日以内（ఇ日は㝖く。）に、受験できなかった理由をド᫂

する書㢮をῧえて、院生が⏦ㄳ（所定の様ᘧあり）することとなっています。  

なお、㏣ヨ験を実施する場合には、ཎ則として、各学期の㏣ヨ験・ヨ験期間に実施する

ことになります。  

また、㏣ヨ験を行う場合には、正規の期ᮎヨ験を受験することができなかった院生が不当

に利益ཪは不利益を受けることのないよう、新たな問題を作成して、実施をするようにして

ください。（詳細は、ࠗ 法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則࠘第 5 章を

ཧ↷してください。）  

 

６㸬ヨ験  

期ᮎヨ験における合ྰ判定がᅔ㞴であると科目担当教員が考える場合、専攻長の決定に

よりヨ験の実施が許されることがあります。ただし、ヨ験の実施はあくまで外的な

措置として認められます。ヨ験の実施をᕼᮃするᤵ業科目担当教員は、当ヱᤵ業科目の

期ᮎヨ験⤊了後 7 日以内に、ヨ験実施⏦ㄳ書を事務を通じて専攻長に提出してください。 

ヨ験を実施する場合には、ཎ則として、各学期の㏣ヨ験・ヨ験期間に実施すること

になります。  

   なお、ヨ験についても、成績評価の㐺正が確ಖされるように新たな問題を作成して、

実施をするようにしてください。（詳細は、ࠗ 法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価

に関する準則࠘第 5 章をཧ↷してください。）  

 

（出：別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き」）  

 

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（㏣ヨ験の実施の可ྰの決定）  

第１６条  専攻長は、通機関の運ఇ、、その他専攻長がやࡴを得ないと認める理由の᰿

ᣐとなる事実を確認できたときに限り、㏣ヨ験受験⏦ㄳを受理し、㏣ヨ験の実施を決定する

ものとする。  

２  専攻長は、㏣ヨ験の実施を決定したときは、その᪨を速やかに当ヱᤵ業担当教員に通知す

るものとする。  

３  専攻長は、㏣ヨ験の実施を決定したときは、専任教員の中から㏣ヨ験を実施するᤵ業科目

が属する分野を専攻する教員ཪはその隣接分野を専攻する教員１名を㏣ヨ験問題ᑂᰝ員に

任命する。ただし、当ヱᤵ業担当教員を㏣ヨ験問題ᑂᰝ員に任命することができない。  

４  専攻長は、㏣ヨ験受験⏦ㄳを不受理としたときは、速やかに、⏦ㄳ者に対し、担当係を通

じてその᪨を通知するものとする。  

（㏣ヨ験の問題の決定）  

第１７条  当ヱᤵ業担当教員は、前条第２項にᥖࡆる通知を受けたときは、速やかに、㏣ヨ験

の問題を新たに作成し、専攻長に提出しなければならない。  

２  ㏣ヨ験の問題の作成に当たって、当ヱᤵ業担当教員は、期ᮎヨ験の受験者との公平に㓄៖

しなければならない。  

３  専攻長は、㏣ヨ験の問題を受領したときは、次の各号にᥖࡆる要௳について、㏣ヨ験問題

ᑂᰝ委員にᑂᰝさせるものとする。  

 (1) ㏣ヨ験の問題の内容が、㐣度に期ᮎヨ験と㢮ఝしていないこと  

 (2) ㏣ヨ験の問題の㞴᫆度が、期ᮎヨ験と同程度であること  

 (3) その他㏣ヨ験の受験者が、期ᮎヨ験の受験者とẚして、成績評価において㐣度に有利ཪ

は不利となる事がないこと  

４  ㏣ヨ験ᑂᰝ員は、㏣ヨ験の問題が前項各号に規定される要௳をල備するものであるかにつ

いてᑂᰝを行い、その結果を専攻長に通知するものとする。この場合において、㏣ヨ験の問

題がල備しない要௳があるときは、要௳をල備しないことの理由を通知するものとする。  
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 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ１「平成 24 年度成績分ᕸࢹーࢱ」 

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

７頁（成績評価）及び 18-100 頁（各ᤵ業科目の฿達目標等） 

・別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ７「法科大学院における成績評価に対する不᭹⏦立てに関する準則」 

・別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 19「法科大学院ᤵ業担当者の手引き」 

・別ῧ資ᩱ 20「㹄㹂会議議事要᪨（平成 24 年３月１日㸭฿達目標について）」 

・別ῧ資ᩱ 21「専攻会議議事要᪨（平成 25 年度２月 28 日㸭学生の成績について」 

・別ῧ資ᩱ 28「㏣ヨ験・ヨ験の実施状況」 

５  専攻長は、㏣ヨ験問題ᑂᰝ員から、第３項各号にᥖࡆる要௳について、㏣ヨ験の問題がす

べての要௳をල備する᪨のᑂᰝ結果の通知を受領したときは、当ヱ問題を㏣ヨ験の問題とす

ることを決定し、その᪨を当ヱᤵ業担当教員に通知するものとする。  

６  専攻長は、㏣ヨ験問題ᑂᰝ員から、第３項各号にᥖࡆる要௳について、㏣ヨ験の問題がල

備しない要௳がある᪨のᑂᰝ結果の通知を受領したときは、ᑂᰝ結果を当ヱᤵ業担当教員に  

通知し、㏣ヨ験の問題を度作成することを命ずるものとする。この場合において、当ヱᤵ

業担当教員が度作成した問題は、第３項に定めるᑂᰝにするものとする。  

 

（ヨ験の実施の可ྰの決定）  

第２４条  専攻長は、ヨ験実施⏦ㄳ書を受領したときは、ヨ験を実施するᤵ業科目の分野

を専攻する教員ཪはその隣接分野を専攻する教員１名を、ヨ験問題ᑂᰝ員に任命する。た

だし、当ヱᤵ業担当教員をヨ験問題ᑂᰝ員に任命することはできない。  

２  専攻長は、次の各号にᥖࡆる要௳をヨ験及びその問題がල備しているかについて、教務

委員及びヨ験問題ᑂᰝ員の意見を⫈取して、ᑂᰝし、ヨ験の実施の可ྰを決定するもの

とする。  

 (1) ヨ験を受験させる院生について、ヨ験を実施する相当の理由があること  

 (2) ヨ験の問題の内容が、㐣度に期ᮎヨ験と㢮ఝするものでないこと  

 (3) ヨ験の問題の㞴᫆度が、期ᮎヨ験とẚして᫆しいものでないこと  

 (4) ヨ験の受験者が、それを受験していない院生とẚして、成績評価において有利となる

事がないこと  

 (5) その他ヨ験の実施が、法科大学院における成績評価の厳正及び公平を害する事がな

いこと。  

３  専攻長は、ヨ験の実施の可ྰを決定したときは、速やかに、その᪨を当ヱᤵ業担当教員

に通知するものとする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  
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ᇶ‽㸲㸫１㸫２ 

୍学年ࢆ⤊ࡿࡍᙜ࡚ࡗࡓ学ಟ成ᯝ୍ࡀᐃỈ‽㐩࠸࡞ࡋ学⏕ᑐࠊࡋḟ

学年㓄ᙜࡢᤵᴗ科目ࡢᒚಟࢆไ㝈ࡿࡍไᗘ（௨ୗࠕ㐍⣭ไࠖࠋ࠺࠸）ࡀཎ๎

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇࡚ࡋ

 

（基準４㸫１㸫２に係る状況）  

 

１ 進⣭制 

本法科大学院では、次の進⣭要௳により、進⣭制を᥇用しているࠓ資ᩱ 4-1-2-1「進⣭

要௳（首都大学東京法科大学院規則第 19 条）」ཧ↷ࠔ。 

 

①１年次から２年次への進⣭ 

必修科目 28 単中、24 単以上の修得 

②２年次から３年次への進⣭ 

必修科目 26 単中、22 単以上の修得 

  

なお、進⣭した場合であっても、前年度に単を修得することができなかった必修科

目については、必ずᒚ修しなければならないࠓ資ᩱ 4-1-2-2「前年度に単を修得でき

なかった必修科目のᢅい（法科大学院におけるᤵ業科目及び学習の評価に関する準則第

５条）」ཧ↷ࠔ。 

 また、進⣭できなかった者の当ヱ年度における単は、相対評価５ཪは４と評価され

た科目を㝖き、すべて修得できなかったものとしているが、相対評価で５ないし４の特

にඃ⚽な評価を得た場合には、当ヱ科目について学習ຠ果が一定の水準に達したと評価

できることから、ᒚ修の必要はないものとみなすこととしている。ࠓ資ᩱ 4-1-2-3「ཎ

⣭␃置者の当ヱ年度単のᢅい（法科大学院におけるᤵ業科目及び学習の評価に関する

準則第 10 条）」ཧ↷ࠔ。 

 以上の進⣭制の内容は、「ᒚ修内（別ῧ資ᩱ３）」への記㍕により、学生に࿘知され

ているࠓ資ᩱ 4-1-2-4「ᒚ修内における進⣭要௳の࿘知」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪４㸫１㸫２

㸫１ࠚ 

 

 なお、現点では、進⣭判定に当たって㹅㹎㸿を利用することはしていない。もっと

も、１年次から２年次、２年次から３年次への進⣭にあたって、それぞれ３科目以上単

を修得することが出来なかった場合には進⣭を認めず、しかも４ないし５の評価を得

た以外の科目については、すべてᒚ修させるという厳格な進⣭要௳を課していること

から、学習成果が一定水準に達しない学生に対し、ᒚ修を制限する制度が厳格に᥇用さ

れている。࠙ 解㔘指㔪４㸫１㸫２㸫２ࠚ 

 

࠙解㔘指㔪４㸫１㸫２㸫３ࠚについてはヱ当しない。 
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㈨ᩱࠓ 4-1-2-1 㐍⣭せ௳ࠔ  

 

㈨ᩱࠓ 4-1-2-2 ๓年ᗘ༢ࢆಟᚓ࡛ࡓࡗ࡞ࡁᚲಟ科目ࠔ࠸ᢅࡢ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 4-1-2-3 ཎ⣭␃⨨⪅ࡢᙜヱ年ᗘࡢ༢ࠔ࠸ᢅࡢ  

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 4-1-2-4 ᒚಟෆࡿࡅ࠾㐍⣭せ௳ࡢ࿘▱ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（進⣭要௳）  

第１９条  法科大学院において進⣭するためには、以下の各号の区分に従い、それぞれ当ヱ各

号にᥖࡆる要௳を‶たさなければならない。  

(1) ３年ᒚ修課程１年次から２年次への進⣭  必修科目 24 単以上の修得  

(2) ３年ᒚ修課程２年次から３年次及び２年ᒚ修課程１年次から２年次への進⣭  必修科

目 22 単以上の修得  

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（必修科目）  

第５条  必修科目とされるᤵ業科目については、第３条に定められた㓄当年次に、ᒚ修をしな

ければならない。  

２  必修科目の㓄当年次に単を修得することができなかったときは、次年次以㝆、単を修

得することができるまで、度、ᒚ修をしなければならない。  

 

（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  

５㸬進⣭要௳                           

(1) 平成 22 年度以㝆入学者  

ア  ３年ᒚ修課程  

１年次から２年次：必修科目 28 単中 24 単以上の修得  

２年次から３年次：必修科目 26 単中 22 単以上の修得  

  ２年ᒚ修課程  

１年次から２年次：必修科目 26 単中 22 単以上の修得  

なお、進⣭した場合であっても、前年次に単を修得することができなかった必修科目に

ついては、必ず、ᒚ修しなければならない。  

また、２年連⥆して進⣭要௳を‶たすことができない院生については㏥学を命ずる。  

 

(2) 進⣭できなかった者の単の取ᢅい  

  上記 (1)の進⣭要௳を‶たすことができなかった者の当ヱ年度における単については、

すべて修得できなかったものとする。ただし、相対評価の５ཪは４と評価されたᤵ業科目に

ついては、修得したものとする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」８頁）  

法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則（抜⢋）  

 

（進⣭できなかった者の単の取ᢅい）  

第１㸮条  法科大学院規則第 19条に定める進⣭要௳を‶たすことができなかった者の当ヱ年

度における単については、すべて修得できなかったものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、相対評価の５及び４と評価されたᤵ業科目については、修得し

たものとする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」）  
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２ 命௧㏥学制度 

Ẽఇ学などの特別の事がある場合を㝖き、２年連⥆して上記進⣭要௳を‶たすこ

とができない学生には㏥学を命ずることとしているࠓ資ᩱ 4-1-2-5「命௧㏥学制度（首都

大学東京大学院学則第 17 条）」ཧ↷ࠔ。 

また、法科大学院における成績がⰾしくなく、┤接に学修指導等を行ったにもかかわ

らず、なお成業の見込みのない者に対しては、進⣭制限ではなく、㏥学ฎ分を᥇ること

としている。なお、㏥学ฎ分を命ずるかについては、個別の事毎に、法科大学院の専

攻会議で厳正なᑂ議が行われ、学生の成績状況・学修態度等を総合的に考៖して、決定

されることとなる。 

なお、この命௧㏥学制度の内容は、「ᒚ修内（別ῧ資ᩱ３）」への記㍕により、学生

に࿘知されているࠓ資ᩱ 4-1-2-4「ᒚ修内における進⣭要௳の࿘知」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪

４㸫１㸫２㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 4-1-2-5 ௧㏥学ไᗘࠔ  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂス）」 

       ８頁（進⣭要௳） 

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 19 条（進⣭要௳） 

・別ῧ資ᩱ６「法科大学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則」 

首都大学東京大学院学則（抜⢋）  

 

（入学等）  

第１７条   

２  学長は、次の各号の一にヱ当する者については、教ᤵ会の議を経て、㏥学を命ずる。  

 (1) 第 14 条に定める在学年限を㉸えた者  

 (2) 第 19 条に定めるఇ学期間を㉸えてなお学できない者  

 (3) 法科大学院の学生であって、法科大学院規則に定める進⣭要௳を２年連⥆で‶たすこと

ができない者  

３  前項の規定にかかわらず、前項第３号にヱ当する者について、特別の事により、教ᤵ会

で特に認められた場合は、㏥学を命じないことがある。  
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 ４㸫２ 修了認定及びその要௳  

 

ᇶ‽㸲㸫２㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

法科大学院ࡢಟせ௳ࠊࡀḟࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆྕྛࡢ 

（１）㸱年（㸱年ࢆ㉸ࡿ࠼ᶆ‽ಟᴗ年㝈ࢆᐃࡿࡵ研究科ࠊ専攻ཪࡣ学⏕ࡢᒚ

ಟୖࡢ༊ศࠊࡣ࡚ࡗ࠶ᙜヱᶆ‽ಟᴗ年㝈）௨ୖᅾ⡠ࠊࡋ㸷㸱༢௨ୖ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋಟᚓࢆ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࢆ࠸ᢅྲྀࡿࡆᥖḟࠊ࡚࠸࠾ሙྜࡢࡇ

（ࠋࡴྵࢆ専攻ࡢ）大学院ࡢࠊࡽほⅬࡢࡿ࠶࡛┈教育ୖ᭷ 

㉸ࢆ㸱㸮༢ࠊࢆ༢ࡓࡋಟᚓ࡚࠸ࡘᤵᴗ科目ࡓࡋᒚಟ࡚࠸࠾

ಟᚓࡾࡼᒚಟࡢᤵᴗ科目ࡿࡅ࠾ᙜヱ法科大学院ࠊ⠊ᅖ࡛࠸࡞࠼

 ࠋࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ

法科大ࡿࡍ௳せࡢಟࢆಟᚓࡢ༢ࡿ࠼㉸ࢆ㸷㸱༢ࠊࡋࡔࡓ

学院ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡗ࠶㉸ࡿ࠼㒊ศࡢ༢ᩘ㝈ࡾ㸱㸮༢ࢆ㉸࡚࠼

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳ

๓ࡿࡍධ学ᙜヱ法科大学院ࠊࡽほⅬࡢࡿ࠶࡛┈教育ୖ᭷ 

大学院࡚࠸࠾ᒚಟࡓࡋᤵᴗ科目࡚࠸ࡘಟᚓࡓࡋ༢ࡼࠊࢆ

࡚࠼㉸ࢆ㸱㸮༢ࡾࡼ書ࡋࡔࡓࡢ）㸱㸮༢࡚ࡏࢃྜ༢ࡿ

ᤵࡿࡅ࠾ᙜヱ法科大学院ࠊ⠊ᅖ࡛࠸࡞࠼㉸ࢆ（ࠋࡃ㝖ࢆ༢ࡍ࡞ࡳ

ᴗ科目ࡢᒚಟࡾࡼಟᚓࠋࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ 

๓ࡿࡍධ学ᙜヱ法科大学院ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵᐃグୖࠊࡓࡲ

ධ学㈨ࡾࡼつᐃࡢ༢（学ᰯ教育法➨１㸮２᮲➨１㡯ࡓࡋಟᚓ

᱁ࢆ᭷ࡓࡋᚋࠊಟᚓࡢࡶࡓࡋ㝈ࢆ（ࠋࡿᙜヱ法科大学院࡚࠸࠾ಟ

ᚓࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋሙྜ࡛࡚ࡗ࠶ᙜヱ༢ࡢಟᚓࡾࡼᙜヱ法科大

学院ࡢ教育ㄢ⛬୍ࡢ㒊ࢆᒚಟࡓࡋㄆࠊࡣࡁࡿࡵᙜヱ༢ᩘࡑࠊ

⠊ᅖ࡛ᙜヱ法࠸࡞࠼㉸ࢆ１年ࠊࡋ຺ࢆࡢࡑᮇ㛫ࡓࡋせಟᚓࡢ

科大学院ࡀᐃࡿࡵᮇ㛫ᅾ学ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ 

ࡍ᭷ࢆ学㆑࡞ᇶ♏的ࡢ法学ࡿࢀࡉᚲせ࡚࠸࠾ᙜヱ法科大学院 ࢘

࠼㉸ࢆ１年ࠊ࡚ࡋ㛵（ࠋ࠺࠸ࠖ⪅法学᪤ಟࠕ௨ୗ）⪅ࡿࡵㄆࡿ

༢ࡿࡼࠊࡋᮇ㛫ᅾ学ࡿࡵㄆࡀ⠊ᅖ࡛ᙜヱ法科大学院࠸࡞

ࡍ࡞ࡳ࡚࠼㉸ࢆ㸱㸮༢ࡾࡼ書ࡋࡔࡓࡢ）㸱㸮༢࡚ࡏࢃྜ

༢ࢆ㝖ࢆ（ࠋࡃ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛ᙜヱ法科大学院ࡀㄆࡿࡵ༢ࢆಟᚓ

 ࠋࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ

法科大ࡿࡍ௳せࡢಟࢆಟᚓࡢ༢ࡿ࠼㉸ࢆ㸷㸱༢ࠊࡋࡔࡓ 

学院ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡗ࠶㉸ࡿ࠼㒊ศࡢ༢ᩘ㝈ࡾ㸱㸮༢ࢆ㉸࡚࠼

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞ࡳ

（２）ḟ࡛ࡲ࢝ࡽࡢᐃࡿࡵᤵᴗ科目࡛ࡲ࢝ࡽࢀࡒࢀࡑࠊࡁࡘ

ᐃࡿࡵ༢ᩘ௨ୖࢆಟᚓࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ 

ᙜヱ法科大ࠊࡣሙྜࡿࡵㄆࢆಟࡢᅾ学ᮇ㛫࡛ࡢ‶㸱年ᮍࠊࡋࡔࡓ

学院࡛ࡲ࢘ࡽࠊ࡚࠸࠾ᐃࡿࡵᤵᴗ科目ྜ࡚࠸ࡘィ１㸶༢௨

ୖ୪び࢝ࡽ࢚ᐃࡿࡵᤵᴗ科目࢝ࡽ࢚ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘᐃࡵ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋಟᚓࢆ༢ᩘ௨ୖࡿ

 බ法⣔科目       㸶༢ 

 Ẹ⣔科目      ２㸲༢ 

 ฮ⣔科目      １㸮༢ ࢘
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 法ᚊᐇົᇶ♏科目   １㸮༢ ࢚

 ᇶ♏法学࣭㞄᥋科目   㸲༢ ࢜

 ᒎ㛤࣭ඛ➃科目    １２༢ ࢝

（㸱）法ᚊᇶᮏ科目௨እࡢ科目ࡢ༢ࠊࢆಟせ௳༢ᩘࡢ㸱ศ１ࡢ௨ୖ

ಟᚓࠊࡋࡔࡓࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋᇶ‽２㸫１㸫㸳ࡋࡔࡓࡢ書ࡿࡼ༢ᩘ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠸࡞ࡋධ⟭ಟせ௳༢ᩘࡢᮏྕࠊࡣ࡚࠸ࡘ

 

（基準４㸫２㸫１に係る状況）  

 

修了要௳は、３年ᒚ修課程・２年ᒚ修課程のそれぞれにつき下記１及び２のとおりで

あり、上記基準に㐺うものである。なお、これらの修了要௳は、首都大学東京大学院学

則及び首都大学東京法科大学院規則に᫂確に規定されているものであり、また、ᒚ修

内等によって、学生に࿘知徹底を図っているࠓ資ᩱ 2-1-1-1（第２章）「平成 25 年度カリ

キュラム」、資ᩱ 4-2-1-1「修了要௳（首都大学東京大学院学則第 34 条及び首都大学東京

法科大学院規則第 21 条）」及び別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内及びᤵ業

概要」８㹼９頁及び 13㹼14 頁ཧ↷ࠔ。 

 

１ 修了に必要な単数 

 ３年ᒚ修課程 93 単 

 ２年ᒚ修課程 65 単 

 なお、２年ᒚ修課程については、３年ᒚ修課程１年次に㓄置されている᠇法１、᠇法

２、民法１、民法２、民法３、民法４、民法５、ၟ法１、ၟ法２、民事ッゴ法１、ฮ法

１、ฮ法２、ฮ法３、ฮ事ッゴ法の計 14 科目（28 単分）について、修得済みと見なし

ているため、３年ᒚ修課程にẚして、修了に必要な単数が少なくなっているところで

ある。 

 

２ 修了に必要な単の内ヂ 

（１）必修科目（「首都大学東京法科大学院規則」第 14 条） 

 ア 法律基本科目：必修 54 単 

  （ア）公法系科目：必修 10 単（下記５科目） 

     （᠇法１、᠇法２、行政法、行政法総合１、᠇法総合１） 

民事系科目：必修（）   30 単（下記 15 科目） 

     （民法１、民法２、民法３、民法４、民法総合１、民法総合２、民法総合３、

民法総合４、ၟ法１、ၟ法２、ၟ法総合１、ၟ法総合２、民事ッゴ法１、民事

ッゴ法総合１、民事ッゴ法総合２） 

ฮ事系科目：必修（࢘）   14 単（下記７科目） 

     （ฮ法１、ฮ法２、ฮ法３、ฮ法総合、ฮ事ッゴ法、ฮ事ッゴ法総合、ฮ事

法総合１） 

 

 法律実務基礎科目：必修６単（下記３科目） 

  （ア）民事ッゴ実務の基礎 
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 ฮ事ッゴ実務の基礎（）  

 法曹理（࢘）  

 

（２）選ᢥ必修科目 

  ア 基礎法学・隣接科目 

４単以上のᒚ修が必要（「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条第１号） 

 展開・先端科目 

12 単以上のᒚ修が必要（「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条第２号） 

、 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目、基礎法学隣接科目及び展開先端科目 ࢘

25 単以上のᒚ修が必要（「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条第３号） 

 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目 ࢚

４単以上のᒚ修が必要（「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条第４号） 

   

 このように本法科大学院の修了要௳は、「基準４㸫２㸫１（２）」に㐺合するものとな

っている。また、「基準４㸫２㸫１（３）」についても、選ᢥ必修科目として、上記（２）

によって、法律基本科目以外の科目から࢘ 31 単以上（法律実務基礎科目の必修単た

る６単と上記（２）࢘の 25 単を合計したものである。）ᒚ修することとなり、93 単

（法律基本科目の 26 単をᒚ修したものと見なす２年ᒚ修課程についても、⟬定の基

準は 93 単となる。）のうちの１/３以上を法律基本科目以外の科目から修得することが

要௳となっている。なお、当然のことであるが、本法科大学院において、法律基本科目

以外に分㢮された科目の中に、実質的な内容が法律基本科目に当たるものはない。 

 

なお、入学前に他の法科大学院において修得した単の認定については、３年ᒚ修課

程は 10 単、２年ᒚ修課程は２単を上限として認める規定を設けているが、これまで

の⏦ㄳは２௳のみであるࠓ資ᩱ 4-2-1-2㹼3「入学前の᪤修得単の認定に関する規程」

ཧ↷ࠔ。 

 

 また、࠙ 解㔘指㔪４㸫２㸫１㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪４㸫２㸫１㸫２ࠚについてはヱ当しない。 
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㈨ᩱࠓ 4-2-1-1 ಟせ௳ࠔ  

 

㈨ᩱࠓ 4-2-1-2 ධ学๓ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ㛵ࡿࡍつ⛬ձࠔ  

 

 

 

 

 

首都大学東京大学院学則（抜⢋）  

 

（法科大学院の修了要௳）  

第３４条  法科大学院３年ᒚ修課程の学生は、３年の在学期間を‶たし、正規のᤵ業を受け、

３年ᒚ修課程所定のᤵ業科目（必修科目 60 単をྵࡴ。） 93 単以上を修得しなければな

らない。  

２  法科大学院２年ᒚ修課程の学生は、第 13 条第２項及び第３項に定めるもののほか、２年

の在学期間を‶たし、正規のᤵ業を受け、２年ᒚ修課程所定のᤵ業科目（必修科目 32 単

をྵࡴ。） 65 単以上を修得しなければならない。  

３  前２項の必修科目については、社会科学研究科長が別に定める。  

 

 

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（修了要௳）  

第２１条  法科大学院を修了するためには、大学院学則第 34 条第１項及び第２項に定める要

௳のほか、以下にᥖࡆる要௳を‶たさなければならない。  

(1) 基礎法学・隣接科目に区分されるᤵ業科目の４単以上の修得  

(2) 展開・先端科目に区分されるᤵ業科目の 12 単以上の修得  

(3) 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目、基礎法学・隣接科目ཪは展開・先端科目に区

分されるᤵ業科目の 25 単以上の修得  

(4) 選ᢥ科目として開ㅮされる実務基礎科目に区分されるᤵ業科目の４単以上の修得  

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

首都大学東京学則（抜⢋）  

 

（入学前の᪤修得単等の認定）  

第４５条  学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学ཪは▷期大学

（外国の大学ཪはこれに相当する高等教育機関をྵࡴ。）においてᒚ修したᤵ業科目につい

て修得した単（大学設置基準第 31 条に定める科目等ᒚ修生として修得した単をྵࡴ。）

を、別に定めるところにより、本学に入学した後の本学におけるᤵ業科目のᒚ修により修得

したものとみなすことができる。  

２  （省␎）  

３  前２項の規定により修得したものとみなし、ཪは与えることができる単数は、⦅入学、

㌿学等の場合を㝖き、本学において修得した単以外のものについては、第 43 条及び前条

第１項により本学において修得したものとみなす単数と合わせて 60 単を㉸えないもの

とする。  

 

 

首都大学東京大学院学則（抜⢋）  

 

（他の大学院におけるᤵ業科目のᒚ修等）  

第２８条  他の大学院等におけるᤵ業科目のᒚ修及び入学前の᪤修得単の認定については、

（中␎）第 45 条第１項及び第３項の規定を準用する（中␎）。  

２  （中␎）第 45 条第３項中「 60 単」とあるのは、法科大学院３年ᒚ修課程は「 10 単」、

法科大学院２年ᒚ修課程は「２単」とㄞみ᭰えるものとする。  
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㈨ᩱࠓ 4-2-1-3 ධ学๓ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ㛵ࡿࡍつ⛬ղࠔ  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度∧法科大学院ᒚ修内及びᤵ業概要」 

８㹼９頁及び 13㹼14 頁 

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」 

第 14 条（必修科目）及び第 21 条（修了要௳） 

 

入学前の᪤修得単の認定に関する準則（抜⢋）  

 

 

（単認定の⠊ᅖ）  

第２条  単認定は、学則第 45 条第 3 項及び大学院学則第 28 条第 2 項に定める⠊ᅖ内におい

て、教育上有益かつ当ヱ学生の学力が相当と認められる場合に限り行うものとする。  

２  単認定を行う科目は、本学以外の大学院で修得した法学関係以外のᤵ業科目のみとす

る。  

 

（単認定の⏦ㄳ）  

第３条  単認定を受けようとする学生は、入学した年度の 4 月ᮎ日までに、別記様ᘧによる

⏦ㄳ書及び成績ド᫂書その他必要な書㢮を教務担当係に提出しなければならない。  

 

（認定に関する協議）  

第４条  社会科学研究科法曹養成専攻長（以下「専攻長」という）は、前条の規定による⏦ㄳ

があったときは、教務委員及び当ヱ⏦ㄳ科目の担当教員に通知し、三者による単認定の可

ྰに関する協議を行うものとする。  

 

（内⏦）  

第５条  専攻長は、前条に規定する協議の結果に基づき、専攻会議の議を経て、単認定の可

ྰを学長に内⏦するものとする。  
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ᇶ‽㸲㸫２㸫２ 

ಟࡢㄆᐃᚲせ࡞ಟᚓ༢ᩘ１ࠊࡣ㸮２༢ୖࡀ㝈ࡓࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ

㝈ୖࡢ１㸮２༢ࠊࡣ࡚࠸ࡘ༢ᩘࡿࡼ書ࡋࡔࡓࡢᇶ‽２㸫１㸫㸳ࠊࡋࡔ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ

 

（基準４㸫２㸫２に係る状況）  

 

修了要௳は、３年ᒚ修課程・２年ᒚ修課程のそれぞれにつき以下のとおりであり、上

記基準に㐺うものである。なお、これらの修了要௳は、首都大学東京大学院学則及び首

都大学東京法科大学院規則に᫂確に規定されているものであり、また、ᒚ修内等によ

って、学生に࿘知徹底を図っている。ࠓ資ᩱ 4-2-1-1「修了要௳（首都大学東京大学院学

則第 34 条及び首都大学東京法科大学院規則第 21 条）」ཧ↷ࠔ 

 

１ 修了に必要な単数 

 ３年ᒚ修課程 93 単 

 ２年ᒚ修課程 65 単 

 なお、２年ᒚ修課程については、３年ᒚ修課程１年次に㓄置されている᠇法１、᠇法

２、行政法、民法１、民法２、民法３、民法４、ၟ法１、ၟ法２、民事ッゴ法１、ฮ法

１、ฮ法２、ฮ法３、ฮ事ッゴ法の計 14 科目（28 単分）について、修得済みと見なし

ているため、３年ᒚ修課程にẚして、修了に必要な単数が少なくなっているところで

ある。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 21 条（修了要௳）」 
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 ４㸫３ 法学᪤修者の認定  

 

ᇶ‽㸲㸫㸱㸫１ 

法科大学院ࠊࡀᙜヱ法科大学院࡚࠸࠾ᚲせࡿࢀࡉ法学ࡢᇶ♏的࡞学㆑ࢆ

᭷ࡿ࠶࡛⪅ࡿࡍㄆࡿࡵ（ࡿࡺࢃ࠸法学᪤ಟ⪅࡚ࡋㄆᐃࡿࡍ）ᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ

㐺ษ法ᚊ科目ヨ㦂ࡀᐇࡢࡑࠊࡶࡿࢀࡉࡢ教育ୖ㐺ษ࡞᪉法ࡽࡀ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ

 

（基準４㸫３㸫１に係る状況）  

 

法学᪤修者（法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認めら

れる者。）の認定を受けた者は、法科大学院に入学した点で１年間在学したものと見な

され、２年間で課程を修了する。ࠓ資ᩱ 4-3-1-1「法学᪤修者の認定（首都大学東京大学

院学則第 13 条）」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 4-3-1-1 法学᪤ಟ⪅ࡢㄆᐃࠔ  

 

この法学᪤修者の認定の㐺正については、下記の措置によって、確ಖされている。 

 

１ 法学᪤修者の入学選抜ヨ験 

 本法科大学院における法学᪤修者認定は、入学者選抜において行われている。すなわ

ち、本学では、３年ᒚ修課程と２年ᒚ修課程のそれぞれについて入学者選抜を行ってお

り、２年ᒚ修課程の入学者選抜において法律科目（᠇法、行政法、民法、ฮ法、ၟ法、

民事ッゴ法、ฮ事ッゴ法）のヨ験を課している。これらの法律科目ヨ験は論述ᘧ（ただ

し、行政法、ၟ法・民事ッゴ法・ฮ事ッゴ法の科目については、⡆᫆論述ᘧの問題とな

っている。）であり、受験者の法学の能力を判᩿するために㐺切なものである。また、問

題内容についても、「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」第４条に定めると

おり、２ᅇ以上の出題者会議によるᑂᰝを行うことによって、その㐺正を確ಖしている。

資ᩱࠓ 4-3-1-2「入ヨ問題の決定（法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則）」及

び別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項５㹼６頁「第次選抜」ཧ↷ࠔ 

さらに、᥇点に当たっても༏名性を確ಖする措置（ヨ験⤊了後の⟅用⣬については、

᥇点者の手にΏる以前に、⟅Ặ名ḍをཧ↷することができないよう厳ᑒされており、

༏名性が確ಖされる）も᥇っている。以上のように、入学者選抜によって法学᪤修者認

定を行うことで、入学ヨ験の「公平性」、「開ᨺ性」、「多様性」（この点については、第６

首都大学東京大学院学則（抜⢋）  

 

（法学᪤修者）  

第１３条  社会科学研究科長は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有す

ると認められる者を法学᪤修者として認定する。  

２  法学᪤修者は、法科大学院において᪤に１年間在学したものとみなし２年ᒚ修課程に受入

れる。その他の者は、３年ᒚ修課程に受入れるものとする。  

３  法学᪤修者は、法科大学院において修得を必要とする単のうち、28 単を᪤に修得した

ものとみなす。  
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章をཧ↷。）が、そのまま法学᪤修者認定にもᫎされるようにしている。࠙ 解㔘指㔪４

㸫３㸫１㸫１ࠚ 

 本学における入学者選抜においては、ᖖに、受験資格を有するすべての人に対して、

公平な入学者選抜を受ける機会を与えるよう努めており、特定の属性を有する者（え

ば、本学（首都大学東京都市教養学部法学系）の出身者）を区別して取りᢅうといった

ことは行っておらず、当然のことではあるが、本学の法学系の出身者を有利とする措置

は一切ㅮじていない。実際、本法科大学院の入学者の中で、本学法学系出身者は多くて

年７名にṆまっており、このことも、入学者選抜の公平性、開ᨺ性、多様性を示すもの

である。࠙ 解㔘指㔪４㸫３㸫１㸫４ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 4-3-1-2 ධヨၥ㢟ࡢỴᐃࠔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法学᪤修者のみなし修得単 

 前述したとおり、法学᪤修者として２年ᒚ修課程に入学する者は、᠇法１、᠇法２、

行政法、民法１、民法２、民法３、民法４、ၟ法１、ၟ法２、民事ッゴ法１、ฮ法１、

ฮ法２、ฮ法３、ฮ事ッゴ法の計 14 科目（28 単分）について単を修得したものとみ

なしている。これらの科目は、外なく、２年ᒚ修課程の法律科目ヨ験（論述ᘧ）の科

目となっている分野にྵまれるものであり、㐺正な制度である。࠙ 解㔘指㔪４㸫３㸫１㸫

 ࠚ２

 なお、これら科目は、法学ᮍ修者１年次に㓄当される必修の法律基本科目すべてであ

り、これら単を一ᣓしてච㝖している。࠙ 解㔘指㔪３㸫３㸫１㸫３ࠚ 

 

また、法学᪤修者としての認定は、本ヨ験のみによるものであり、࠙ 解㔘指㔪４㸫３㸫

１㸫５ࠚは問題とならない。 

 さらに、３年ᒚ修課程の学生は、これらの 14 科目について１年次にᒚ修を行うもので

ある。したがって、２年ᒚ修課程の学生について、標準修業年限の３年から１年間の在

学年限の▷⦰を認めることは、当然に㐺正なものである。࠙ 解㔘指㔪４㸫３㸫１㸫６ࠚ 

 

 

法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則（抜⢋）  

 

（入ヨ問題の決定）  
第４条  入学ヨ験における問題（以下「入ヨ問題」という。）は、次にᥖࡆる要௳のすべてをල備

しなければならない。  
 一  法科大学院の入学資格を有するすべてのᚿ㢪者に対して入学者選抜を受ける公正な機会を確

ಖする問題であること。  
  2年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を

有すると認められるかྰかを判定することを目的とした内容の問題であること。 

 三 3年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法学の知識によって評価を決定する問題でないこと。  
２  入ヨ問題は、専攻会議により選出された教員（以下「出題者」という。）がཎを作成し、出

題者のみによりᵓ成される会議（以下「出題者会議」という。）に上程した上、出題者会議がᑂ

ᰝして決定する。  
３  出題者会議は、２ᅇ以上のᑂᰝを実施しなければ当ヱ年度の入ヨ問題を決定することができな

い。 

（出：別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」）  
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 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」 
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２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

本学の成績評価に関するඃれた点としては、成績評価の㏱᫂性が、㠀ᖖに高いレ࣋ル

で制度的に確ಖされていることである。教員間で、成績評価合を᫂確に定め（法科大

学院におけるᤵ業科目及び学修の評価に関する準則で᫂確に定めている）、成績評価分ᕸ

の相互的な確認を行っていることは論のこと、学生に対しても、ཎ則として、全科目

の成績評価の分ᕸを開示し、特に、成績評価の基本となる期ᮎヨ験については、少なく

とも、出題意図・評価基準・期ᮎヨ験の評価分ᕸを示すことによって、成績評価の㏱᫂

性を図っている。さらに、成績評価に不᭹のある学生に対しては、不᭹⏦立てを認め、

成績評価をᤵ業担当教員に加えて、専攻長・教務委員の三者でᑂ議をすることによって、

成績評価のᐈほ的㐺正が実現するようにしている。 

 上記のような成績評価の㏱᫂性を推進することを基礎として、その他の措置、えば、

期ᮎヨ験の᥇点の༏名性の確ಖ等の措置をとることによって、本法科大学院は、高いレ

ࡆルで成績評価の㐺正を確ಖしており、この点は、本法科大学院のඃれた点としてᣲ࣋

られる。 

 

２ 課題等 

 特に改善を要する点はないが、本法科大学院においては、引き⥆き専攻会議・FD 会議

の場を活用し、㐺切な成績評価・修了認定を実施するよう努めていく。 

また、修了要௳及び進⣭要௳において、現在は㹅㹎㸿制度を導入していない。現行の

要௳も厳格な成績評価を実践するものではあるが、㹅㹎㸿の活用方法等について、今後

検討を行っていく必要がある。 
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➨㸳❶ 教育ෆᐜ➼ࡢᨵၿᥐ⨨  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

５㸫１ 教育内容等の改善措置  

 

ᇶ‽㸳㸫１㸫１ 

教育ࡢෆᐜ及び᪉法ࡢᨵၿࢆᅗࡢࡵࡓࡿ研ಟ及び研究ࠊࡀ⤌⧊的ࡘ⥅⥆

的ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜  

 

（基準５㸫１㸫１に係る状況）  

 

本法科大学院においては、教育の内容及び方法の改善を図るため、FD 委員長が中心と

なり、その研修及び研究が、組織的かつ継⥆的に行われている。 

ල体的には、以下のとおりである。 

 

１ FD 会議 

FD 委員長は、毎月１ᅇ第一ᮌ᭙日に、法科大学院の全ᤵ業担当教員をᵓ成員とする FD

会議を開ദし、そこで教育改善に関する事項をᑂ議し、専攻長が決定することによって、

教育内容の改善等を組織的かつ継⥆的に実施している。なお、FD 委員会の委員は、(a)

専攻長、(b)専攻長が任命したその他の教員によってᵓ成され、教務委員等とも連携をと

りつつ、法科大学院における教育改善等の継⥆的な検討を行っているࠓ資ᩱ 5-1-1-1「FD

会議の設置（首都大学東京法科大学院規則第８条）」及び資ᩱ 5-1-1-2「ᖹᡂ 24 ᖺᗘ FD

㆟の㛤ദ≧ἣ」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫４ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 5-1-1-1 㹄㹂会㆟ࡢタ⨨ࠔ 

首都大学東京法科大学院規則（抜⢋）  

 

（㹄㹂会議の設置）  

第８条  法科大学院に、フカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ント会議（以下「㹄㹂会議」という。）を置く。 

（㹄㹂会議のᵓ成）  

第９条  㹄㹂会議は、法科大学院におけるᤵ業科目を担当する教員をもってᵓ成する。  

２  㹄㹂会議の議長は、専攻長とする。  

（㹄㹂会議の⫋務）  

第１㸮条  以下の各号にᥖࡆる事項は、㹄㹂会議がᑂ議し、専攻長が決定するものとする。  

(1) 法科大学院における教育改善に関する事項  

(2) その他法科大学院におけるフカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ントに関するすべての事項  

２  第５条第１項各号にヱ当する事項に関する㹄㹂会議の決定は、専攻会議の承認を受けなければ、

そのຠ力を生じない。ただし、当ヱᑂ議がされた㹄㹂会議において法科大学院専任教員が␗議を⏦

し立てなかったときは、この限りでない。  

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

 

 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（ FD委員会の設置）  

第６条  法科大学院に、法科大学院フカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ント委員会（以下「 FD委員会」とい

う。）を置く。  

（ FD委員会の⫋務）  

第７条  FD委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院規則第 10条に定める FD会議の運営に関する事項  



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 5章     

  - 73 - 

 (2) ᤵ業評価に関する事項  

 (3) その他法科大学院のフカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ントに関するすべての事項  

（ FD委員会のᵓ成）  

第８条  FD委員会は、以下の各号にᥖࡆる者によってᵓ成する。  

 (1) 専攻長                                       

 (2) 専攻長が任命したその他の教員  

２  FD 委員会は、専攻長を委員長とする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

なお、FD 会議は、次のとおり、大きく分けてつの機能を果たしている。 

 まず１点目は、教育内容の改善に関する検討を行う点である。 

 毎年、10 月㡭から⩣年度カリキュラムの全体ᵓ成の検討を開ጞするとともに、各ᤵ業

科目の㓄当年次や科目区分が㐺当であるか、シラࣂスの内容が㐺切であるか等の検討を

行っている。また、各学年における学生の理解度や習⇍度についての議論も㏲次なされ、

ᤵ業科目間の連携やᤵ業内容の相互調整、ᤵ業科目の新規開ㅮ等にᫎされている。こ

れらのල体としては、民事法教育の充実を目的とした「民法総合１」及び「民法総合

２」の新設（平成 20 年度）、₇習系科目の名称整理、段階的ᒚ修の確ಖを目的とした進

⣭制の導入（以上、平成 21 年度）、ᮍ修者教育の充実を目的とした「ฮ法３」の新設（平

成 22 年度）、法律実務教育及びẚ㍑法教育の充実を目的とした「ฮ事裁判と事実認定」、

「租税ッゴ実務の基礎」及び「ア࣓リカ法」の新設（平成 23 年度）、法律文書作成の充

実を目的とした「法文書作成」の新設（平成 24 年度）などがᣲࡆられる。 

  

また２点目は、教育方法の改善に関する検討を行う点である。 

会議では、教員が自己のᤵ業方法や学生の受ㅮの様子などを㏲次報告し、教育方法の

改善のための報がなされている。そこでは、人ずつのࢢループをᙧ成しプレゼ

ンࢸーシࣙンを行わせる方法、学生をいくつかのࢢループに分け事前に討論をさせてか

らᤵ業を行う方法など、ᤵ業の進め方や学生相互間の討論を導き出すための様々なヨみ

が提示されるとともに、出ᖍ者の５分の１以上に指名して発ゝさせることや、予習・

習を㐺切に指示することなど、教育方法の確認及び徹底も図られている。また、必修法

律基本科目の受ㅮ者数を㐺正規模とするためにㅮ⩏を２分して開ㅮすることや、間

⦅成を見┤すこと（以上、平成 22 年度に実施済）のほか、฿達目標を意識したシラࣂ

スの記入方法や、ᤵ業で使用する教科書及びཧ考書の選定なども議論されてる。 

さらには、以上の FD 会議の他にも、同一分野の科目を担当する教員間でのᤵ業内容改

善等に関する議論も㐺ᐅ行っているところであり、そうした報は FD 会議に報告されて

いる。ࠓ資ᩱ 5-1-1-2「平成 24 年度㹄㹂会議の開ദ状況」ཧ↷」࠙ࠔ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫

ࠚ１࠙ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫４ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 5-1-1-2 平成 24 年ᗘ FD 会㆟ࡢ㛤ദ≧況ࠔ  

日  ཧ加者数  議題等  

4 月 5 日  19 名  「必修科目のクラス⦅成について」「ᤵ業相互見学調ᰝについて」「ᒚ修相ㄯ会

について」「⫋業࢞ダンスの実施について」等  

5 月 10 日  19 名  「ᒚ修相ㄯ会について」「ᤵ業相互見学の実施報告について」「学生の学修状況

について」等  

6 月 7 日  16 名  「前期ᮎヨ験間について」「学生の所持ရ管理について」等  

7 月 5 日  21 名  「後期ᤵ業科目の教科書・ཧ考書について」「法科大学院協会の教員研修につ

いて」等  
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9 月 6 日  17 名  「学生の前期成績について」「平成 25 年度カリキュラムについて」「平成 25 年

度学年ᬺについて」「学生アンࢣート結果について」等  

10 月 4 日  21 名  「平成 25 年度カリキュラムについて」等  

11 月 1 日  17 名  「ᤵ業相互見学の実施報告について」「平成 25 年度∧ᒚ修内・ᤵ業概要（シ

ラࣂス）の作成について」「学生の学修状況について」等  

12 月 6 日  16 名  「後期ᮎヨ験調ᰝについて」「࢘ࢯル市立大学のᤵ業見学について」「学生の学

修状況について」等  

1 月 10 日  15 名  「ᤵ業相互見学の実施報告について」「平成 24 年度後期ᮎヨ験について」「平

成 25 年度間について」「平成 25 年度∧ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂス）

について」  

2 月 7 日  20 名  「ᤵ業相互見学の実施報告について」「研修ཧ加報告」「科目ᒚ修説᫂会につい

て」「法報調ᰝ・新入生࢞ダンスについて」  

3 月 7 日  17 名  「ᤵ業担当者の手引きについて」「学生アンࢣート結果について」「平成 24 年

度各科目成績分ᕸについて」  

 

２ 研修及び研究の実施 

（１）学内研修 

 本法科大学院では、「法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則（別ῧ

資ᩱ 11）」に基づき、各専任教員が他の教員が実施するㅮ⩏を見学する制度を設けてい

る。見学したㅮ⩏については、「ᤵ業見学報告書」にてその内容を報告することとされ、

ㅮ⩏の方法や内容を改善するための報が積されている（同準則第 10 条）。また、ᤵ

業見学教員は、見学後に開ദされる FD 会議において、ᤵ業見学結果を報告することと

なっており（同準則 11 条）、ᤵ業見学の成果を教員間で共有している。ࠓ資ᩱ 5-1-1-3

「教員間のᤵ業相互見学に関する規程」及び資ᩱ 5-1-1-4「ᤵ業相互見学の実施状況」

ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫２ࠚ 

    

㈨ᩱࠓ 5-1-1-3 教ဨ㛫ࡢᤵᴗ┦ぢ学㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ  

ἲ⛉Ꮫ㝔に䛚䛡るᩍဨ㛫のᤵᴗ┦ぢᏛに関する準則（抜粋） 

 

（ᤵ業の見学）  

第２条  法科大学院のすべての科目の担当教員（以下「教員」という。）は、本準則に基づき、法科大

学院で開ㅮされているすべての科目のᤵ業を見学することができる。  

２  法科大学院の専任教員は、少なくとも毎年度１ᅇは、本準則に基づくᤵ業見学を行わなければな

らない。  

（様ᘧの提出）  

第１㸮条  ᤵ業見学を行った教員は、ᤵ業見学後、速やかに、別記様ᘧによるᤵ業見学報告書を、担

当係に対して提出しなければならない。  

２  担当係は、ᤵ業見学実施日から１４日を経㐣してもᤵ業見学報告書を提出しない教員に対して、

報告書提出のദ告を行うものとする。  

３  前項に定めるദ告がされた後、７日以内にᤵ業見学報告書が提出されない場合は、当ヱᤵ業見学

は行われなかったものとみなす。  

（ FD 会議への報告）  

第１１条  ᤵ業見学を行った教員は、ཎ則として、見学後に開ദされる FD 会議において、ᤵ業見学に

ついての報告を行うものとする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 11「法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則」）  
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㈨ᩱࠓ 5-1-1-4 ᤵᴗ┦ぢ学ࡢᐇ≧況ࠔ  

年度  日  見学者（専門分野）  見学科目  

22 4 月 20 日  ᓠࡦろみ（ฮ事ッゴ法）  ၟ法総合１  

5 月 10 日  ₫㜿᠇（ၟ法）  ฮ事法総合２  

6 月 14 日  前⏣㞞ⱥ（ฮ法・ฮ事ッゴ法）  ฮ事ッゴ法総合  

6 月 19 日  㓇ா平（独༨⚗Ṇ法）  模擬裁判  

6 月 19 日  ᮌᮧගỤ（ฮ法）  模擬裁判  

7 月 2 日  ᕝᮧᰤ一（租税法）  ၟ法総合₇習  

7 月 7 日  ᚨ本広Ꮥ（行政法）  独༨⚗Ṇ法２  

7 月 21 日  ⠛⏣ᫀᚿ（民法）  民法３  

10 月 5 日  門⬥㞝㈗（行政法）  ၟ法総合２  

12 月 27 日  富ᖾ㞝（᠇法）  民法₇習  

1 月 26 日  ▼ᓮὈ㞝（民法）  民法総合２  

23 4 月 15 日  ᓠࡦろみ（ฮ事ッゴ法）  行政法総合１  

5 月 17 日  ⠛⏣ᫀᚿ（民法）  ၟ法総合１  

6 月 11 日  ᮌᮧගỤ（ฮ法）  模擬裁判  

6 月 18 日  前⏣㞞ⱥ（ฮ法・ฮ事ッゴ法）  模擬裁判  

7 月 5 日  ᕝᮧᰤ一（租税法）  民事ッゴ実務の基礎  

10 月 6 日  ₫㜿᠇（ၟ法）  ฮ事ッゴ実務の基礎  

10 月 6 日  ᕝᮧᰤ一（租税法）  ฮ事ッゴ実務の基礎  

10 月 12 日  富ᖾ㞝（᠇法）  ฮ事ッゴ法  

10 月 17 日  大ᶫᘯ（民法）  ฮ事法総合  

10 月 28 日  ▼ᓮὈ㞝（民法）  民法４  

12 月 7 日  㓇ா平（独༨⚗Ṇ法）  現代取引法  

24 

 

4 月 11 日  ᓠࡦろみ（ฮ事ッゴ法）  ฮ法１  

6 月 23 日  ᮌᮧගỤ（ฮ法）  模擬裁判  

12 月 18 日  ᚨ本広Ꮥ（行政法  ฮ事政策  

1 月 9 日  ▼ᓮὈ㞝（民法）  ၟ法２  

 

（２）学外研修 

本法科大学院専任教員は、下記のような学外研修会にཧ加し、法科大学院における

ㅮ⩏・教育の改善のためのཧ考にしているࠓ資ᩱ 5-1-1-5「研修のཧ加状況」ཧ↷ࠔ。 

 また、ཧ加者はその都度、FD 会議にて会議の概要やそこで得た成果を報告している。 

࠙解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 5-1-1-5 研ಟࡢཧຍ≧況ࠔ  

日  内容  場所  ཧ加者  

平成 20 年 6 月 11 日  法科大学院協会主ദ「ฮ事系教員研修」  ྖ法研修所  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 20 年 8 月 23 日  法科大学院協会主ദシン࢘ࢪ࣏ム「新たな法曹

制度における法科大学院の在り方を考える」  

上ᬛ大学  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 20 年 9 月 2 日  法科大学院協会主ദ「ฮ事系教員研修」  ྖ法研修所  ᮌᮧගỤ教ᤵ  
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平成 21 年 2 月 21 日  法実務技能教育教ᮦ研究開発ࢥンࢯーシアム主

ദࢭミࢼー「実務技能教育におけるᫎീ教ᮦの

作成とその活用」「新しいᑜ問技術教育を考え

る」  

上ᬛ大学  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 22 年 5 月 13 日  東京⡆᫆裁判所主ദ「東京⡆裁裁判官とྖ法委

員との研究᠓ㄯ会」  

東 京 ⡆ ᫆ 裁

判所  

我ጔ学教ᤵ  

平成 22 年 5 月 30 日  文部科学省・法科大学院協会主ദ「企業法務シ

ン࢘ࢪ࣏ム」  

法政大学  ᮌᮧගỤ教ᤵ  

平成 22 年 9 月 10 日  法科大学院協会主ദ「ฮ事系教員研修」  ྖ法研修所  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 23 年 5 月 22 日  東京⡆᫆裁判所主ദ「東京⡆裁裁判官とྖ法委

員との研究᠓ㄯ会」  

東 京 ⡆ ᫆ 裁

判所  

我ጔ学教ᤵ  

平成 23 年 9 月 9 日  法科大学院協会主ദ「ฮ事系教員研修」  ྖ法研修所  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 24 年 6 月 23 日  東京⡆᫆裁判所主ദ「東京⡆裁裁判官とྖ法委

員との研究᠓ㄯ会」  

東 京 ⡆ ᫆ 裁

判所  

我ጔ学教ᤵ  

平成 24 年 9 月 11 日  法科大学院協会主ദ「ฮ事系教員研修」  ྖ法研修所  ᓠࡦろみ教ᤵ  

平成 25 年 1 月 29 日  第東京弁護士会主ദ「新規Ⓩ㘓弁護士研修」  弁護士会館  ᮌᮧගỤ教ᤵ  

 

（３）ㅮ⩏評価アンࢣートの実施 

法科大学院開設以来、全科目・全教員を対㇟とする学生ᤵ業評価アンࢣートを前期

ᮎ及び後期ᮎに実施し、ほとんどの学生（平成 24 年度のᅇ⋡ 91㸣）がᅇ⟅してい

る。 

アンࢣートの内容については、FD 委員長を中心とした FD 委員が検討し、FD 会議で

ㅎって決定している。基本的な内容は、①個別のᤵ業評価（各項目毎の５点評価）㸩

自由記㍕、②カリキュラムに関する自由記㍕、③学生生活全⯡に関する自由記㍕から

なる。 

アンࢣート結果における共通事項については、FD 会議・専攻会議の場で報・

意見調整を行い、その結果を学生に公表するとともに、合理的な指には対応してい

る。また、科目毎・教員毎の結果については、法曹養成専攻長が全体を把握し、FD 委

員長もවࡡた法曹養成専攻長から各教員に結果を伝え、要改善事項等について個別に

指・指導を行い、教員のㅮ⩏の改善に活かされている。ࠓ別ῧ資ᩱ 30「平成 24 年度

後期学生アンࢣートの要ᮃとᅇ⟅一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫２ࠚ 

   

３ 教員間の相互連携 

 本法科大学院においては、以下のような活動を行うことによって、実務家教員と研究

者教員の相互的な報・知見の充実を図っているところである。 

 

（１）FD 会議 

   毎月１ᅇの FD 会議において、実務家教員と研究者教員との間で報・相互ຓ

ゝが行われることが、本法科大学院における実務家教員の教育上の経験確ಖ・研究者

教員の実務上の知見の確ಖのᰕとなっている。࠙ 解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

（２）ᤵ業相互見学 
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   平成 19 年度以㝆は、専任教員によるᤵ業の相互見学が実施されており、実務家教

員が研究者教員のㅮ⩏を見学したり、研究者教員が実務家教員のㅮ⩏や模擬裁判を見

学したりするも、複数存在する。ࠓ資ᩱ 5-1-1-4「ᤵ業相互見学の実施状況」ཧ↷ࠔ

࠙解㔘指㔪５㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

（３）その他 

   ฮ事系分野では、研究者教員と実務家教員が相互協力してࢣースࣈックを公หして

おり（ࠗ ฮ事ッゴ法実務の基礎࠘(ᘯ文ᇽ)を、➟教ᤵ・前⏣教ᤵ・ᓠ教ᤵが共同ᇳ

➹、ࠗ ックฮ事ッゴ法ࣈースࢣ （࠘ᘯ文ᇽ）、ࠗ ックฮ法ࣈースࢣ (࠘ᘯ文ᇽ)を➟教ᤵ・

前⏣教ᤵ・ᮌᮧ教ᤵ・ᓠ教ᤵ・ᫍ教ᤵ・ᇼ⏣教ᤵが共同ᇳ➹、集団で教ᮦ研究を徹

底して行うなかで、Ⰻዲな⿵関係をᵓ⠏し、教育上の相ຠ果を上ࡆている࠙解㔘

指㔪５㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 8㹼10 条（㹄㹂会議） 

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 11「法科大学院における教員間のᤵ業相互見学に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 30「平成 24 年度後期学生アンࢣートの要ᮃとᅇ⟅一ぴ」 
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２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

 本法科大学院のඃれた点は、以下の三点に要約できる。 

 第一に、全専任教員及びㅮ⩏担当教員がཧ加して行う FD 会議を毎月開ദしている点は、

教育内容の改善措置として極めて高く評価できるものと思われる。これにより、学生の

教育上の要ᮃに対する㎿速な対応、ᜏᖖ的な実務家教員と研究者教員のࢥミュࢣࢽーシ

ࣙンが可能になっている。また、各教員がཧ加した学外シン࢘ࢪ࣏ム・研修の内容につ

いても、その次の月の FD 会議で報告され、全教員に対し報が提供されている。 

 第に、ᤵ業相互見学制度も、高い評価に್するものと思われる。制度発足以㝆、専

任教員が他の教員のㅮ⩏を見学しており、相互に่激を与え合っている。 

 第三に、ㅮ⩏評価アンࢣートのᅇ⋡が極めて高く、正確かつ有益な教育内容改善の

端⥴を提供している点も高い評価に್すると思われる。 

 

２ 課題等 

 特に改善を要する点はないが、本法科大学院においては、毎月開ദされる専攻会議・

FD 会議を活用し、引き⥆き、教育内容・方法の向上に向け、組織的に取り組んでいく。 

 

 



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 6章     

 
 - 79 - 

➨６❶ ධ学⪅㑅ᢤ➼  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

６㸫１ 入学者受入  

 

ᇶ‽６㸫１㸫１ 

法科大学院ࠊࡣබ平ᛶࠊ㛤ᨺᛶ及びከᵝᛶࡢ☜ಖࢆ๓ᥦྛࠊ࡚ࡋ法科大

学院ࡢ教育ࡢ理念及び目ᶆ࣮ࢩ࣏࣭ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻࠊ࡚ࡋࡽ↷（ධ学⪅

ཷධ᪉㔪）ࢆタᐃࠊࡋබ⾲ࠊࡓࡲࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋධ学ᚿ㢪⪅ᑐࢀࡇࠊ࡚ࡋ

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵດ࠺ࡼࡿࡍ▱࿘๓ࢆ報࡞ᚲせࡶ  

 

（基準６㸫１㸫１に係る状況）  

 

１ アࢻミッシࣙン・࣏リシーの策定 

 本法科大学院では、アࢻミッシࣙン・࣏リシーについて、「首都大学東京法科大学院の

教育理念は、東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、それを解決する

能力を有する法曹を養成することである。この理念に基づき、本法科大学院の入学者選

抜では、複雑な社会現㇟に高い関心を示し、それを的確に把握し、分ᯒ・判᩿するため

の論理的思考力を有し、それを的確に表現することのできる人ᮦを、ᖜ広く求めるもの

とする。」と設定している。このアࢻミッシࣙン・࣏リシーは、受験資格を有するすべて

の人々について、社会現㇟への関心、社会現㇟を的確に把握・分ᯒ・判᩿する論理的思

考力、自己の思考を的確に表現することができる能力の３点を基本として選抜を行うこ

とを᫂示するものであり、入ヨの公平性・開ᨺ性・多様性に㐺合するアࢻミッシࣙン・

 。リシーであるということができる࣏

 

２ アࢻミッシࣙン・࣏リシー等の公表 

アࢻミッシࣙン・࣏リシーについては、本法科大学院のࣈ࢙࢘サトやパンフレット

によって公表し、入学者選抜に関する説᫂会等においても、説᫂を行っているものであ

るࠓ資ᩱ 6-1-1-1「法科大学院パンフレット（教育理念の⤂）」、資ᩱ 6-1-1-2「法科大

学院ࣈ࢙࢘サト（教育理念・アࢻミッシࣙン࣏リシーの⤂）」及び資ᩱ 6-1-1-3「平

成 25 年度入説᫂会の日程及び㓄ᕸ資ᩱ」ཧ↷ࠔ。 

また、入学ᚿ㢪者に対しては、上記アࢻミッシࣙン࣏リシーのほか、ࣈ࢙࢘サトや

パンフレット、入学者選抜に関する説᫂会等を通じて、入学者選抜の方法、教育課程及

び教育方法、教員組織、学生支援制度、入ヨに関する㹏㸤㸿等の報を公表しているほ

か、基準１１㸫２㸫１に定める事項を記㍕した法科大学院の年次報告書を作成・公表し

ており、これらの方法により、本学を受験するかྰかの判᩿のための༑分なᮦᩱを提供

している。ࠓ別ῧ資ᩱ４「首都大学東京法科大学院ࣈ࢙࢘サト」及び別ῧ資ᩱ 55「首都

大学東京法科大学院年次報告書（自己点検・評価報告書）2011 年度∧」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪

６㸫１㸫１㸫１ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 6-1-1-1 首都大学東京法科大学院ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ 2013（教育理念ࡢ⤂）ࠔ  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出：別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」２頁）  

 

㈨ᩱࠓ 6-1-1-2 法科大学院ࢺࢧࣈ࢙࢘（教育理念࣭ࡢ࣮ࢩ࣏ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻ⤂）ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈨ᩱࠓ 6-1-1-3 平成 25 年ᗘධヨㄝ᫂会ࡢ᪥⛬及び㓄ᕸ㈨ᩱࠔ 

 

１  日  平成 24 年８月４日（ᅵ᭙） 14 から 15  30 分まで  

 

２  日程  

（１）専攻長ᣵᣜ  

（２）入ヨ概要   （ᓠ教ᤵ・入ヨ委員）  

（３）カリキュラム（ᚨ本教ᤵ・教務委員）  

（４）各科目説᫂  

  ア  公法系科目（ᚨ本教ᤵ）  

    民事系科目（大ᶫ教ᤵ）  

࢘    ฮ事系科目（前⏣教ᤵ）  

࢚    選ᢥ科目  （ᓠ教ᤵ）  

（５）学㈝・学習環境（ᕝᮧ教ᤵ・学生委員）  

（６）質応⟅  

 

本法科大学院の理念は、東京をはじめとする大都市の抱え

る複雑な問題に対して、それを解決する能力を有する法曹を

養成することです。  

 首都東京は、大小の企業が多数存在し、東京都をはじめと

する公共団体も集積しており、世界的に見ても極めて特徴的

な大都市です。  

 本法科大学院は、このような巨大都市東京における企業活

動、公益活動、さらには国際的な領域での活動など、現代社

会の法律的課題に対応することのできる高度な能力を備えた

法曹の養成を目指しています。  

 以上の理念に基づき、 本法科大学院の入学者選抜では、複

雑な社会現㇟に高い関心を示し、それを的確に把握し、分ᯒ・

判᩿するための論理的思考力を有し、それを的確に表現する

ことのできる人ᮦを、ᖜ広く求めるものとしています。  
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３  㓄ᕸ資ᩱ  

（１）  次第  

（２）  首都大学東京法科大学院パンフレット  

（３）  平成 25 年度学生ເ集要項  

（４）  入ヨ㐣ཤ問題集  

（５）  質問⚊  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ２「首都大学東京法科大学院パンフレット 2013」２頁（教育理念） 

・別ῧ資ᩱ４「法科大学院ࣈ࢙࢘サト」 

・別ῧ資ᩱ 55「首都大学東京法科大学院年次報告書（自己点検・評価報告書）2011 年 

度∧」 
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ᇶ‽６㸫１㸫２ 

法科大学院ࠊࡣධ学⪅ࡢ㐺ᛶ及び⬟ຊ➼ࡢ評価ࡢࡑࠊࡢධ学⪅ཷධಀ

ࡀయไࡿ࠶௵㈐ࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆ（ࠋࡴྵࢆᴗົࡿಀㄆᐃࡢ⪅法学᪤ಟ）ᴗົࡿ

ᩚഛࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

 

（基準６㸫１㸫２に係る状況）  

 

 本法科大学院では、入学者の㐺性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務

を行うための㈐任ある体制として、「入ヨ委員会」を設置しており、教員２名を入ヨ委員

として任命している。ࠓ資ᩱ 6-1-2-1「入ヨ委員会の設置」及び資ᩱ 6-1-2-2「入学ヨ験

実施に関する規程」ཧ↷ࠔ 

そして、入ヨ委員会は、「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」の各条にし

たがい、入学者選抜のスࢪࢣュールの決定、入学者選抜説᫂会の準備、入ヨ問題作成に

関する会議（出題者会議）の運営、入学ヨ験の実施を行うこととなっている。また、入

学ヨ験問題の作成に当たっては、出題者会議（「法科大学院における入学ヨ験実施に関す

る準則」第４条第２項）が、３年ᒚ修課程（法学ᮍ修者を対㇟とする課程）及び２年ᒚ

修課程（法学᪤修者を対㇟とする課程）の入ヨ問題についても、ᑂᰝをするという体制

がとられている。ࠓ別ῧ資ᩱ 32「入ヨ実施体制の組織図」及び別ῧ資ᩱ 33「入ヨ委員会

の実施状況」ཧ↷ࠔ 

 このように、本法科大学院においては、公平性・開ᨺ性・多様性の確ಖされる㐺正な

入ヨを行うための組織的体制が整っているものである。 

 

㈨ᩱࠓ 6-1-2-1 ධヨጤဨ会ࡢタ⨨ࠔ 

ἲ⛉Ꮫ㝔に䛚䛡るጤဨ➼に関する準則（抜粋） 

 

（入ヨ委員会の設置）  

第１３条  法科大学院に、法科大学院入ヨ委員会（以下「入ヨ委員会」という。）を置く。  

（入ヨ委員会の⫋務）  

第１４条  入ヨ委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院の入学者選考の実施に関する事項  

 (2) 法科大学院の入学者選抜説᫂会の実施に関する事項  

 (3) その他法科大学院の入学者選考に関するすべての事項  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

㈨ᩱࠓ 6-1-2-2 ධ学ヨ㦂ᐇ㛵ࡿࡍつ⛬ࠔ 

法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則（抜⢋）  

 

（目的） 

第１条  本準則は、首都大学東京法科大学院（以下「法科大学院」という。）における入学ヨ験（以下

「入学ヨ験」という。）の厳正かつな実施を目的とする。 

（入ヨ委員会の⫋務） 

第２条  入ヨ委員会は法科大学院における委員会等に関する準則第 14条１号の事項について、次にᥖࡆ

る事務をつかさどる。  

(1) 入学ヨ験を行うこと。 

(2) 入学ヨ験の実施に関する重要事項について、法科大学院専攻会議（以下「専攻会議」と 

いう。）に上程し、意見を述べること。 
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(3) その他専攻会議によりそのᶒ限に属させられた事項をฎ理すること。 

（入学ヨ験の実施） 

第３条  入学ヨ験は、２年ᒚ修課程と３年ᒚ修課程のそれぞれについて、行うものとする。 

２  入学ヨ験の期及び場所୪びに実施方法は、専攻会議がこれを定める。 

３  入学ヨ験の期日及び場所୪びに実施方法に関する詳細は、予め法科大学院作成の学生ເ集要項等を

もって知らせる。 

（入ヨ問題の決定） 

第４条  入学ヨ験における問題（以下「入ヨ問題」という。）は、次にᥖࡆる要௳のすべてをල備しな

ければならない。 

 (1) 法科大学院の入学資格を有するすべてのᚿ㢪者に対して入学者選抜を受ける公正な機会を確ಖ

する問題であること。 

 (2) ２年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有

すると認められるかྰかを判定することを目的とした内容の問題であること。 

 (3) ３年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法学の知識によって評価を決定する問題でないこと。 

２  入ヨ問題は、専攻会議により選出された教員（以下「出題者」という。）がཎを作成し、出題者

のみによりᵓ成される会議（以下「出題者会議」という。）に上程した上、出題者会議がᑂᰝして決

定する。 

３  出題者会議は、２ᅇ以上のᑂᰝを実施しなければ当ヱ年度の入ヨ問題を決定することができない。 

（合格者の内定） 

第５条  入学ヨ験合格者の内定は、出題者及び入ヨ担当委員によりᵓ成される会議及び専攻会議による

判定に基づき、首都大学東京社会科学研究科教ᤵ会がこれを行う。 

（その他） 

第６条  本準則に定めるもののほか、入学ヨ験の実施に関し必要な事項は、専攻会議がこれを定める。 

 

（出：別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 32「入ヨ実施体制の組織図」 

・別ῧ資ᩱ 33「入ヨ委員会の実施状況」 
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ᇶ‽６㸫１㸫㸱 

ྛ法科大学院ࠊ࡚ࡋࡽ↷࣮ࢩ࣏࣭ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻࡢධ学⪅㑅ᢤࡅ࠾

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉಖ☜ࡀබ平ᛶ及び㛤ᨺᛶࡿ  

 

 （基準６㸫１㸫３に係る状況）  

 

 本法科大学院においては、以下にᥖࡆるとおり、「１ 広報活動の徹底」及び「２ 自校

出身者に対するඃ㐝措置の不存在」によって、入ヨに関する公平性・開ᨺ性の確ಖを行

っているところである。 

なお、ᐤのເ集は一切行っていない。࠙ 解㔘指㔪６㸫１㸫３㸫１ࠚ 

 

１ 広報活動の徹底 

 本法科大学院においては、平成 17 年以来、毎月１ᅇ、入ヨ説᫂会を開ദしている。説

᫂会には本法科大学院専任教員が出ᖍし、入学資格・入学者選抜方法等の説᫂を行って

いる。説᫂会の開ദについては、ࣈ࢙࢘サトでの公表などにより࿘知に努めており、

その成果もあって、説᫂会には多くの受験生がཧ加している。ࠓ資ᩱ 6-1-1-3「平成 25

年度入説᫂会の日程及び㓄ᕸ資ᩱ」及び資ᩱ 6-1-3-1「入ヨ説᫂会の実施状況」ཧ↷ࠔ 

平成 25 年以㝆も概ࡡ同様の説᫂会を実施し、入ヨに関する報の公平な広報に努める

予定である。 

 また、本法科大学院のࣈ࢙࢘サトにおいては「入ヨ報」のペーࢪを設け、入学者

選抜の方法、ເ集要項の入手方法、説᫂会の日程、入ヨに関する Q&A 等を公表している。

 ࠔ↷ཧ「ト（入ヨ報）サࣈ࢙࢘法科大学院」別ῧ資ᩱ４ࠓ

 

㈨ᩱࠓ 6-1-3-1 ධヨㄝ᫂会ࡢᐇ≧況ࠔ  

年度  実施日  実施場所  ཧ加人数  

22 9 月 4 日（ᅵ）  晴海校⯋ 702 教室  101 名  

23 9 月 3 日（ᅵ）  晴海校⯋ 702 教室  60 名  

24 8 月 4 日（ᅵ）  晴海校⯋ 702 教室  65 名  

 

２ 自校出身者に対するඃ㐝措置の不存在 

自校出身者に対するඃ㐝措置は、一切行っていない。また、入学ヨ験における᥇点に

際しても、受験者Ặ名部分を見えなくすることにより、全な༏名性を確ಖしている。 

これらにより、㐣ཤ５年間（平成 21㹼25 年度）における自校出身者が入学者に༨める

ẚ⋡は平ᆒ約８㸣にとどまっており、入学者選抜を受ける公正な機会は、全ᚿ㢪者に対

して等しく確ಖされている。ࠓ資ᩱ 6-1-3-2「自校（東京都立大学・首都大学東京）出身

者の入学ẚ⋡」及び別ῧ資ᩱ 34「出㢪者の出身大学一ぴ」ཧ↷」࠙ࠔ 解㔘指㔪６㸫１㸫３

㸫１ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 6-1-3-2 自ᰯ（東京都❧大学࣭首都大学東京）ฟ㌟⪅ࡢධ学ẚ⋡ࠔ  

年度  自校出身者の数  自校出身者の༨める合  

21 2 3.17% 

22 7 11.11% 

23 6 12.76% 

24 5 9.61% 

25 3 6.00%  

   

３ 身体に㞀害のある者に対する受験機会の確ಖ等 

 身体に㞀害のある者の受験に際しては、㞀害の✀㢮や程度に応じ、ヨ験間のᘏ長、

点Ꮠ∧受験、別室受験等必要な措置をとることとしており、⏦ㄳ者と事前㠃ㄯのうえ、

専任教員全員でᵓ成する法曹養成専攻会議においてල体的な措置内容を決定している。

法科大学院開学以来、現在までのところ、ᘏべ９名から⏦ㄳがあり、いずれもほࡰᕼᮃ

どおりの措置をㅮじている。ࠓ資ᩱ 6-1-3-3「ເ集要項における内」、資ᩱ 6-1-3-4「㌟

య➼に㞀ᐖの䛒るཷ㦂⪅にᑐ䛧䛶ㄆ䜑䛯≉ูᥐ⨨の」及び別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成

25 年度）学生ເ集要項」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪６㸫１㸫３㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 6-1-3-3 ເ㞟せ㡯ࡿࡅ࠾ෆࠔ 

１㸮  ὀ意事項  

(1) 身体の㞀害等により、受験上及び修学上特別な㓄៖をᕼᮃする者は、平成 24年㸷月㸱᪥（月）ま

でに事前協議に必要な「出㢪にかかる協議⏦出書（本学所定の用⣬をㄳ求してください。）」を首

都大学東京法科大学院事務室（ࠛ 104㸫0053 東京都中央区晴海 1㸫 2㸫 2）に提出してください。  

(2)  
 （出：別ῧ資ᩱ 31「 2013年度（平成 25年度）Ꮫ⏕ເ㞟せ㡯䛃䠔㡫） 

 

㈨ᩱࠓ 6-1-3-4 ㌟య➼㞀ᐖཷࡿ࠶ࡢ㦂⪅ᑐ࡚ࡋㄆࡓࡵ特ูᥐ⨨ࡢࠔ 

１  ヨ験間のᘏ長（ 1.5ಸ）  

２  点Ꮠによる出題と解⟅  

３  ㌴᳔子での受験  

４  ヨ験会場へのῧ者の同行  

５  出入ཱྀやトレに近いᗙᖍでの受験  

６  パࢥࢯンでの解⟅ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ４「首都大学東京法科大学院ࣈ࢙࢘サト」（入ヨ報） 

・別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」 

・別ῧ資ᩱ 34「受験者の出身大学一ぴ」 

・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 
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ᇶ‽６㸫１㸫㸲㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ධ学⪅㑅ᢤᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ法科大学院࡚࠸࠾教育ࡵࡓࡿࡅཷࢆᚲせ࡞

ධ学⪅ࡢ㐺ᛶ及び⬟ຊ➼ࡀ㐺☜ࡘᐈほ的評価ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

 

 （基準６㸫１㸫４に係る状況）  

 

第１次選抜においては、すべての受験生について、法科大学院全国統一㐺性ヨ験の成

績に基づきᐈほ的な選抜を実施している。 

 ３年ᒚ修課程の第２次選抜では、小論文ヨ験を実施することで、文章を論理的に理解

し、分ᯒ・思考した上で文章表現する能力をᑂᰝする。また、調ᰝ⚊での記述によって

ᚿ㢪者が有する知識や経験を評価し、出身大学の成績ド᫂書によって大学での学業成績

をᑂᰝしている。ただし、入ヨ問題についても、また、調ᰝ⚊の記述についても、法学

の知識自体を入学者選抜に当たっての評価対㇟とすることは、行っていない。 

 ２年ᒚ修課程の第２次選抜では、実定法についての学修上基本となる᠇法・民法・ฮ

法について論述ᘧヨ験を行うことにより法律学の基礎的知識を前提とした問題分ᯒ力・

思考力・文章表現力をᑂᰝすると共に、これら３科目にẚして多少発展的ながら実務上

重要な意味を持つ行政法・ၟ法・民事ッゴ法・ฮ事ッゴ法について基礎的知識を問うて

いる。その上で、３年ᒚ修課程と同様に、調ᰝ⚊での記述によってᚿ㢪者が有する知識

や経験を評価し、出身大学の成績ド᫂書によって大学での学業成績をᑂᰝしている。 

 第３次選抜では、個別の㠃接を実施することにより、ᚿ㢪者のཱྀ㢌での意思通能力

及び論理的思考力をᑂᰝしている。 

 以上の方法により、いずれのᒚ修課程についても、法科大学院での教育を受けるため

に必要な㐺性および能力を㐺確かつᐈほ的に評価している。ࠓ資ᩱ 6-1-4-1「入ヨ問題の

決定」、別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」及び別ῧ資ᩱ 35「入学ヨ

験問題・解⟅用⣬」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪６㸫１㸫４㸫１ࠚ 

 

 なお、㐺性ヨ験の成績が一定の基準（㐺性ヨ験得点分ᕸにおける下 15㸣程度を目Ᏻ）

に達しない場合には、不合格としており、学生ເ集要項にも᫂記し、入学者の㐺性を㐺

確かつᐈほ的に評価している。さらに、法律科目の論述ᘧヨ験においても最ప基準点を

設け、入学者の能力を㐺確かつᐈほ的に評価している。䛀㈨ᩱ 6-1-4-2䛂Ꮫ⏕ເ㞟せ㡯に䛚

䛡る㐺ᛶヨ㦂᭱పᇶ準Ⅼの࿘▱䛃ཬ䜃ูῧ㈨ᩱ 36䛂ྜ᱁⪅に䛚䛡る㐺ᛶヨ㦂のᖹᆒⅬ䞉᭱ప

Ⅼ䛃ཧ↷䛁࠙解㔘指㔪６㸫１㸫４㸫２ࠚ  

 

㈨ᩱࠓ 6-1-4-1 ධヨၥ㢟ࡢỴᐃࠔ 

ἲ⛉Ꮫ㝔に䛚䛡るධᏛヨ㦂ᐇに関する準則（抜粋） 

 

（入ヨ問題の決定） 

第４条  入学ヨ験における問題（以下「入ヨ問題」という。）は、次にᥖࡆる要௳のすべてをල備しな

ければならない。 

 (1) 法科大学院の入学資格を有するすべてのᚿ㢪者に対して入学者選抜を受ける公正な機会を確ಖ

する問題であること。 

 (2) ２年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な知識を有

すると認められるかྰかを判定することを目的とした内容の問題であること。 

 (3) ３年ᒚ修課程の入ヨ問題については、法学の知識によって評価を決定する問題でないこと。 

２  入ヨ問題は、専攻会議により選出された教員（以下「出題者」という。）がཎを作成し、出題者

のみによりᵓ成される会議（以下「出題者会議」という。）に上程した上、出題者会議がᑂᰝして決

定する。 
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３  出題者会議は、２ᅇ以上のᑂᰝを実施しなければ当ヱ年度の入ヨ問題を決定することができない。 

 

（出：別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」）  

 

㈨ᩱࠓ 6-1-4-2 学⏕ເ㞟せ㡯ࡿࡅ࠾㐺ᛶヨ㦂᭱పᇶ‽Ⅼࡢ࿘▱ࠔ 

(1) 第１次選抜  

①  ３年ᒚ修課程、２年ᒚ修課程ともに、法科大学院全国統一㐺性ヨ験の成績、出身大学等の成績

ド᫂書等提出書㢮に基く書㢮ᑂᰝです。  

※㐺性ヨ験の結果が一定の基準に達しない場合（下 15㸣程度を目Ᏻとします。）には不合格とし

ます。  

(出：別ῧ資ᩱ 31「 2013年度（平成 25年度）学生ເ集要項」８頁 ) 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ９「法科大学院における入学ヨ験実施に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」 

・別ῧ資ᩱ 35「入学ヨ験問題・解⟅用⣬」 

・別ῧ資ᩱ 36「合格者における㐺性ヨ験の平ᆒ点・最ప点」 
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ᇶ‽６㸫１㸫㸳 

ධ学⪅㑅ᢤᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓከᵝ࡞▱㆑ཪࡣ⤒㦂ࢆ᭷ࢆ⪅ࡿࡍධ学࠺ࡼࡿࡏࡉ

ດࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵ 

 

 （基準６㸫１㸫５に係る状況）  

 

１ 入学者選抜の多様性の確ಖ 

 本法科大学院においては、合格者を決定するにあたり、➹記ヨ験（法律科目または小

論文）成績や㐺性ヨ験成績及び学部における学業成績のほか、学業以外の活動や社会人

経験なども評価の対㇟としており、多様な学識及び課外活動等の実績を㐺切に評価する

よう努めている。 

 ල体的には、出㢪書㢮として、調ᰝ⚊を必ず提出させることとし、学業に関する研究

領域や特記事項のほか、⫋Ṕ、社会的活動で特記すべきこと、目指す法曹ീ及びᚿᮃ理

由を記述することを求めるとともに、ཱྀ㢌ヨ問においてもල体的内容の説᫂を求め、評

価をしている。ࠓ別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指

㔪６㸫１㸫５㸫１ࠚ 

 

２ 㐣ཤの入学者選抜に関するࢹーࢱ 

 各年度の入学者の属性等は別⣬様ᘧ２「学生数の状況」のとおりであり、上述の措置

によって、法学をᒚ修する課程以外の課程をᒚ修した者と、実務等の経験を有する者の

合は、基準を‶たしているところであり、㐣ཤの入ヨのࢹーࢱからも、入学者選抜に

当たって、「多様性」が༑分に確ಖされている。ࠓ資ᩱ 6-1-5-1「法学をᒚ修する課程以外

の課程をᒚ修したもの、ཪは実務等の経験を有する者の入学者に༨める合」ཧ↷࠙ࠔ 解

㔘指㔪６㸫１㸫５㸫１ࠚ 

したがって、解㔘指㔪６㸫１㸫５㸫１(4)は、問題とならない。 

 なお、本法科大学院においては、当ึ、大学༞業後３年以上の社会経験を有する者を

「社会人」と定⩏してきたが、学部༞業後３年ᮍ‶であっても、大学入学前に社会人経

験を有する者等がいることに㚷み、平成 25 年度入学者より、大学༞業後３年以上ཪは

⥆経験１年以上（アルࣂトを㝖く）の社会経験を有する者を「社会人」と定⩏するこ

とにᢅいを改めた。 

 

㈨ᩱࠓ 6-1-5-1 法学ࢆᒚಟࡿࡍㄢ⛬௨እࡢㄢ⛬ࢆಟࠊ⪅ࡓࡋཪࡣᐇົ➼ࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࡢ⪅ࡿࡍධ学

ࠔྜࡿࡵ༨⪅  

年度  2 年ᒚ修課程  3 年ᒚ修課程  全体  

21 50.00% 47.37% 49.20% 

22 39.13% 35.29% 38.09% 

23 25.00% 45.45% 29.78% 

24 28.57% 60.00% 34.61% 

25 20.00% 20.00% 20.00% 
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 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 

・別ῧ資ᩱ 31「2013 年度（平成 25 年度）学生ເ集要項」 
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 ６㸫２ 容定員及び在⡠者数等  

 

ᇶ‽６㸫２㸫１ 

法科大学院ࡢᅾ⡠⪅ᩘࠊࡣ࡚࠸ࡘᐜᐃဨୖࢆᅇ࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿດ࡚ࡵ

ᜏᖖ的ࡀែ≦ࡢࡇࠊࡣሙྜࡓࡗᅇୖࢆᐜᐃဨࡀᩘ⪅ᅾ⡠ࠊࡓࡲࠋࡇࡿ࠸

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㅮࡀ⨨ᥐࡢࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡢࡶ࡞  

 

 （基準６㸫２㸫１に係る状況）  

 

１ 本学における容定員及びເ集定員 

 本法科大学院は、容定員が 156 名である。 

これに対して、毎年、３年ᒚ修課程 10 名、２年ᒚ修課程 42 名をເ集定員として、入

学ヨ験を行っている。その結果、␃年生（本来、修了しているはずであるにもかかわら

ず、単ᮍ修得等によって現在も在⡠している学生）を㝖けば、本学には、おおࡡࡴ 114

名の学生（３年ᒚ修課程 10 名�３学年で 30 名、２年ᒚ修課程 42 名�２学年で 84 名）

が在⡠することとなる。 

そのため、入学者数が、ເ集定員を大きく上ᅇる事態が発生しない限り（なお、この

ような事態が発生しないようにしていることについては、基準６㸫２㸫２に関する記述

をཧ↷。）、容定員を上ᅇる学生が在⡠することはあり得ない。 

このように、ເ集定員を㐺切に設定することで、制度的に、容定員を上ᅇる状態が

発生しないようにしている。 

 

２ 在⡠者数に関する実績 

これまで、入学ヨ験の合格者数の決定は、容定員（156 人）を踏まえ、一定の入学㎡

㏥者数（これまでの入学者選抜においては、経験的に、20 名程度が㎡㏥するものと推 

してきた。）を見込んだ上で合格者数を決定し、さらに㏣加合格ೃ⿵者を定めることによ

って、在⡠者数が容定員を上ᅇる状態にならないよう努めてきた。 

実際、平成 25 年度は、ເ集定員 52 名に対し、85 名の合格者と 20 名の㏣加合格ೃ⿵者

（内、㏣加合格者 0 名）を発表し、50 名が入学した。 

 その結果、実際の在⡠者数は、␃年者及びఇ学者をྵめても 120 名ᙅで推⛣している。

したがって、在⡠者数は容定員とẚ㍑して༑分にవ⿱のあるものであり、㐺正な水準

にあるといえる。ࠓ別⣬様ᘧ２「学生数の状況」及び資ᩱ 6-2-1-1「在⡠者数の推⛣」ཧ

ࠔ࠙↷ 解㔘指㔪６㸫２㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 6-2-1-1 ᅾ⡠⪅ᩘࡢ᥎⛣ࠔ  

年度  21 22 23 24 25 

容定員  195 195 156 156 156 

在⡠者数（㸨）  152 144 131 119 117 

内  

ヂ  

法学ᮍ修者  60 54 49 45 31 

法学᪤修者  92 90 82 74 86 

（㸨各年度 5 月 1 日現在）  
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 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 
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ᇶ‽６㸫２㸫２ 

ධ学⪅ཷධࠊ࡚࠸࠾ᡤᐃࡢධ学ᐃဨ㞳࠺ࡼ࠸࡞ࡋດࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵ  

 

 （基準６㸫２㸫２に係る状況）  

 

１ 合格者数の決定方法 

 本法科大学院においては、まず、合格者及び㏣加合格ೃ⿵者を決定し、合格者の中で

入学㎡㏥者が多数となり、入学者がເ集定員を大きく下ᅇるようになった場合には、㏣

加合格ೃ⿵者の中から㏣加的に合格者を決定するという方法で合格者の決定を行ってき

た。そのため、基本的に、入学者数がເ集定員（３年ᒚ修課程 10 名、２年ᒚ修課程 42

名）と大きく␗ならないようにすることが可能であり、入学者数の㐺正化によって、在

⡠者数の㐺正化を図ることが可能となっている。 

 

２ 従来の実績 

これまでの合格者数の決定は、容定員（156 人）を踏まえ、一定の入学㎡㏥者数（こ

れまでの入学者選抜においては、経験的に、20 名程度が㎡㏥するものと推 してきた。）

を見込んだ上で合格者数を決定し、さらに㏣加合格ೃ⿵者を定めることによって、入学

者がເ集定員と大きく㞳しないようにしてきており、おおࡡࡴ所定の入学定員どおり

の入学者数となっている。もっとも、平成 25 年度のᮍ修入学者数は５名となり、定員を

下ᅇった。これは、平成 25 年度入ヨより、入ヨ実施期を大ᖜにኚ᭦したため、入学手

⥆者を的確に予 できなかったためである。今後の入ヨ実施に当たり、平成 25 年度入ヨ

の実績を踏まえた㐺切な対応を図る。ࠓ資ᩱ 6-2-2-1「年度別入学者数の推⛣」及び別ῧ

資ᩱ 37「入学者選抜状況」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 6-2-2-1 年ᗘูධ学⪅ᩘࡢ᥎⛣ࠔ  

年度  23 24 25 

入学定員  52 名  52 名  52 名  

合格者数  69 名  68 名  85 名  

入学者数  47 名  52 名  50 名  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 

・別ῧ資ᩱ 37「入学者選抜状況」 
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ᇶ‽６㸫２㸫㸱㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᅾ⡠⪅ᩘࠊධ学⪅㑅ᢤࡿࡅ࠾➇தಸ⋡ࠊ専௵教ဨᩘࠊಟ⪅ࡢ㐍㊰及び

άື≧況➼ࢆ総ྜ的⪃៖ࠊࡋධ学ᐃဨࡢぢ┤ࡴྵࢆࡋධ学⪅㑅ᢤࡢᨵၿ

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜㐺ᐅࡀ⤌ྲྀࡢ  

 

 （基準６㸫２㸫３に係る状況）  

 

１ 在⡠者数 

本法科大学院における在⡠者数は、入学定員や容定員を大きく下ᅇることなく、 

㐺切な状況にある。ࠓ別⣬様ᘧ２「学生数の状況」、資ᩱ 6-2-1-1「在⡠者数の推⛣」及

び資ᩱ 6-2-2-1「年度別入学者数の推⛣」ཧ↷ࠔ 

 

２ 入学者選抜における競争ಸ⋡  

入学者選抜における競争ಸ⋡は、ᖖに３ಸ以上を確ಖしており、ඃ⚽な学生を確ಖす

るための競争性を༑分確ಖしている。ࠓ別⣬様ᘧ２「学生数の状況」、資ᩱ 6-2-3-1「入学

者選抜における競争ಸ⋡の推⛣」及び別ῧ資ᩱ 37「入学者選抜状況」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪６

㸫２㸫３㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ ࠔ᥎⛣ࠖ㸨ࡢ⋠தಸ➇ࡿࡅ࠾ධ学⪅㑅ᢤࠕ6-2-3-1  

年度  21 22 23 24 25 

３年ᒚ修課程  9.71 ಸ  7.95 ಸ  12.58 ಸ  6.91 ಸ  7.40 ಸ  

２年ᒚ修課程  7.79 ಸ  7.22 ಸ  8.35 ಸ  5.32 ಸ  3.15 ಸ  

合計  8.32 ಸ  7.43 ಸ  9.09 ಸ  5.57 ಸ  3.65 ಸ  

㸨競争ಸ⋡とは合格者数に対する受験者数の合（なお、「受験者数」は「第次選抜（➹記ヨ験）で

実際に受験した人数」と「第一次選抜（書㢮ᑂᰝ）で不合格になった者」を加えた人数）。  

 

３ 専任教員数 

専任教員については、法律基本科目のすべての分野について専任教員を㓄置するなど、

全員で 13 名の専任教員を確ಖしており、容人員及び在⡠者数の規模にẚして༑分な教

育体制を組み、ᐦ度の高い指導体制を確ಖしている。ࠓ別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮

別内ヂ」及び別⣬様ᘧ４「科目別専任教員数一ぴ」ཧ↷ࠔ 

 

４ 修了者の進㊰及び活動状況 

本法科大学院修了者のྖ法ヨ験合格者⋡は全国平ᆒを上ᅇるレ࣋ルを⥔持しており、

法科大学院教育として༑分な成果をあࡆている。また、法曹以外の分野においても、公

務員その他の⫋域において社会的に有意な人ᮦを㍮出するなど、成果を上ࡆている。ࠓ資

ᩱ 1-1-2-3（第１章）「修了生の進㊰」ཧ↷ࠔ 

 

５ 入学選抜の改善への取組 

本法科大学院においては、平成 16 年度から 22 年度までの間、入学定員を 65 名（２年

ᒚ修課程 45 名、３年ᒚ修課程 20 名）としていたが、平成 23 年度入学者より、定員を 13

名๐ῶし、現在は 52 名（2 年ᒚ修課程 42 名、3 年ᒚ修課程 10 名）としている。 

入学定員の見┤しを行った主な理由は、少人数教育を徹底し、これまで以上に教育ຠ
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果の高い教育を行うことにあり、その結果、ほとんどのᤵ業において、１クラス 50 名以

下となっている。 

また、平成 22 年度入ヨより、ᮍ修に加えて᪤修についても㠃接を導入し、入学者の㐺

性・基本的能力をより的確に判᩿するよう努めている。 

さらに平成 25 年度入ヨより、よりᖜ広い人ᮦに受験機会を与えることを目的として、

入ヨ実施期をኚ᭦し、より一ᒙ入学者の㐺性・能力の確ಖに努めている。 

 

以上を総合的に判᩿し、入学者選抜の改善への取組が㐺ᐅ行われているといえる。 

また、現点において入学定員をさらに見┤す計⏬はないが、競争ಸ⋡等を総合的に考

៖し、その必要性について継⥆的に検討を行っていく。  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ２「学生数の状況」 

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別⣬様ᘧ４「科目別専任教員数一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ 37「入学者選抜状況」 
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２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

 本法科大学院の入学ヨ験に関するඃれた点は、入学ヨ験の実施に関する組織・制度が

㐺正にᵓ⠏されていることである。すなわち、「法科大学院における委員会等に関する準

則」によって入ヨ委員会を設置し、また、入ヨの実施に関する基本事項について、「法科

大学院における入学ヨ験実施に関する準則」を定め、㐺正な手⥆等を確立している。こ

のように入学ヨ験の実施に関する組織・制度が㐺正にᵓ⠏されていることは、㐺正な入

学ヨ験を実施すること、さらなる入学ヨ験の公平性・開ᨺ性・多様性の確ಖのための改

善を組織的に継⥆すること等、入学ヨ験の㐺正を確ಖするための基┙となるものである。 

 

２ 課題等 

 現在の入学ヨ験制度においても公平性・開ᨺ性・多様性は確ಖされているが、さらな

る入ヨ改革によって、より㐺切な人ᮦが本法科大学院に入学するように、不᩿の努力を

する必要があるものと考えられる。 

 また、入学者選抜に関する広報活動についても、改善のవ地があるものと思われる。

現在においても一定程度の広報活動を実施しているが、入学ᚿ㢪者に対して、本法科大

学院の理念、目的、アࢻミッシࣙン・࣏リシーをより広くᾐ㏱させ、より㐺切な入学ヨ

験を実施し、質の高い法曹ᚿᮃ者が入学してくるよう取り組ࡴ必要があるものと考える。 

なお、平成 25 年度入ヨにおいてᮍ修の定員れが発生したところであるが、競争ಸ⋡

は༑分に確ಖされていることから、今後は合格者数の決定等についてៅ重な検討が必要

であると考える。 
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➨㸵❶ 学⏕ࡢᨭయไ  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

７㸫１ 学習支援  

 

ᇶ‽㸵㸫１㸫１ 

ྛ法科大学院ࡢ教育ࡢ理念及び目ᶆࠊ࡚ࡋࡽ↷学⏕ࡀㄢ⛬ࡢᒚಟ専念

༑ศࡀయไࡢ学⩦ᨭࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆୖࢆ成ᯝࡢୖ⛬教育ㄢ࡚ࡋ

ᩚഛࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

 

（基準７㸫１㸫１に係る状況）  

 

１ 学習支援の体制 

本法科大学院では、「学習支援」として、次のとおり、࢞ダンス及び個別の学生に対

して行うᒚ修相ㄯ・学習相ㄯ・各✀のຓゝ等を行っている。࠙ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

（１）カリキュラム࢞ダンスの実施 

  年、３月ึ᪪に入学予定者及びᮍ修２年次進⣭者に対しカリキュラム࢞ダンス

（科目ᒚ修説᫂会）を実施している。 

  カリキュラム࢞ダンスは、①３年ᒚ修課程１年次を対㇟にしたものと、②２年ᒚ

修課程１年次・３年ᒚ修課程２年次を対㇟にしたものを同日中に行っている。 

 ３年ᒚ修課程１年次向けには、公法系・ฮ事系・民事系の三系統について、また、

２年ᒚ修課程１年次・３年ᒚ修課程２年次向けには、公法・ฮ事法・民事法に加え、

租税法などの選ᢥ科目の内容について各専任教員から説᫂がなされている。ࠓ資ᩱ

7-1-1-1「平成 25 年度カリキュラム࢞ダンスの日程及び㓄ᕸ資ᩱ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪

７㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-1 平成 25 年ᗘࡢࢫࣥࢲ࣒࢞ࣛࣗ࢟ࣜ࢝᪥⛬及び㓄ᕸ㈨ᩱࠔ 

 

１  日  平成 25 年 3 月 2 日（ᅵ᭙） 14 から 17  15 分まで  

 

２  日程   

㸺２年ᒚ修課程１年及び３年ᒚ修課程２年生向け㸼  

（１）専攻長ᣵᣜ  

  （２）科目ᒚ修全体の説᫂    （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

  （３）ฮ事系法律基本科目の説᫂（担当者：ᮌᮧ教ᤵ）  

  （４）ฮ事系実務基礎科目の説᫂（担当者：ᓠ教ᤵ）  

（５）民事系法律基本科目の説᫂（担当者：大ᶫ教ᤵ、▮ᓮ教ᤵ、我ጔ教ᤵ）  

  （６）民事系実務基礎科目の説᫂（担当者：大ᶫ教ᤵ）  

（７）公法系科目の説᫂     （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

  （８）選ᢥ科目全体の説᫂    （担当者：ᚨ本教ᤵ）  

（９）倒産法及び環境法の説᫂  （担当者：㤫ᗞ教ᤵ）  

（ 10）租税法の説᫂       （担当者：ᕝᮧ教ᤵ）  

（ 11）労働法の説᫂       （担当者：ኳ野教ᤵ）  

 

㸺３年ᒚ修課程１年生向け㸼  

（１）専攻長ᣵᣜ  

  （２）科目ᒚ修全体の説᫂    （担当者：▼ᓮ教ᤵ）  

  （３）法律学全⯡の説᫂     （担当者：前⏣教ᤵ）  
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  （４）ฮ事系科目の説᫂     （担当者：ᮌᮧ教ᤵ）  

（５）民事系科目の説᫂     （担当者：▼ᓮ教ᤵ、大ᶫ教ᤵ、ᑿᓮ教ᤵ）  

  （６）公法系科目の説᫂     （担当者：富教ᤵ）  

 

３  㓄ᕸ資ᩱ ダンス次第࢞（１）   

（２）法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂス）  

（３）法科大学院間表（前期・後期）  

（４）教科書・ཧ考書一ぴ表（࢞ダンス前に事前㒑㏦）  

（５）各科目予習用レࢪュ࣓  

 

（２）ᒚ修内・ᤵ業概要の㓄ᕸ 

在校生に対しては、毎年度、新年度がጞまるまでに「ᒚ修内・ᤵ業概要（シラࣂ

ス）」を㓄ᕸしている。この中では、法科大学院における法律基本科目、法律実務基礎

科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目のそれぞれの意⩏を᫂記している。また、

「公共団体関連法務を中心として活㌍する法曹」・「企業法務を中心として活㌍する法

曹」・「検事をጞめとするฮ事系の法務を中心として活㌍する法曹」についてᒚ修ࣔࢹ

ルを示し、学生がᒚ修計⏬を立てやすいように、㓄៖している。ࠓ別ῧ資ᩱ３「平成

25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

（３）個別の学生に対して行うᒚ修相ㄯの実施 

  個別の学生に対するᒚ修相ㄯとしては、ᒚ修相ㄯ会、オフィスアワー（下記３で後

述）のほか、ᤵ業後にも各教員は学生からの質問に対応している。ㅮ⩏によっては行

ิができ、１間を㉺える質問対応を行っている教員も少なくない。ࠓ資ᩱ 7-1-1-2「ᒚ

修相ㄯ会の実施状況」及び別ῧ資ᩱ 38「ᒚ修相ㄯの内に関する資ᩱ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘

指㔪７㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-2 ᒚಟ┦ㄯ会ࡢᐇ≧況ࠔ  

年度  実施日  対応者  

21 4 月 9 日・ 10 月 8 日   専攻長（ᮌᮧ教ᤵ）及び教務委員（ᚨ本教ᤵ）  

22 4 月 8 日   専攻長（ᮌᮧ教ᤵ）及び教務委員（ᚨ本教ᤵ）  

23 4 月 11 日、 9 月 7 日・ 8 日  専攻長（前⏣教ᤵ）及び教務委員（ᚨ本教ᤵ）  

24 4 月 11 日・ 12 日  専攻長（前⏣教ᤵ）及び教務委員（ᚨ本教ᤵ）  

25 4 月 3 日、 5 日  専攻長（ᚨ本教ᤵ）及び教務委員（▮㷂教ᤵ）  

 

（４）成績不者への対応 

  成績が不な学生に対しては、個別に学生をび出し、専攻長または教務委員が個

別のᒚ修指導を行っている䛀㈨ᩱ 7-1-1-3䛂ᡂ⦼⪅にᑐするᏛ⩦┦ㄯのᐇ≧ἣ䛃ཧ

↷䛁。その内容は、成績不に関する自己分ᯒを⪺き出し、それに応じ、ຮ強方法を指

導したり、進㊰ኚ᭦の相ㄯにるものになっている（その内容は、FD 会議にて報告さ

れている）。 

 また、各学期の中間ヨ験及び期ᮎヨ験後には、それぞれの成績不者について、各

専任教員が個別指導を行っている。࠙ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫１ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 7-1-1-3 成⦼⪅ᑐࡿࡍ学⩦┦ㄯࡢᐇ≧況ࠔ  

年度  対㇟者  

23 
前期（ 9 月） 5 名（᪤修 1 年 1 名、ᮍ修 1 年 1 名、ᮍ修 3 年 3 名）  

後期（ 2 月） 8 名（᪤修 1 年 1 名、ᮍ修 1 年 2 名、ᮍ修 2 年 2 名、ᮍ修 3 年 3 名）  

24 
前期（ 9 月） 1 名（ᮍ修 3 年 1 名）  

後期（ 2 月） 1 名（ᮍ修 3 年 1 名）  

 

（５）学生へのアンࢣート調ᰝ 

  第５章で述べたように、毎年、前期・後期ᮎにᤵ業評価アンࢣートを実施している。

結果は、担当教員に通知され、学生からㅮ⩏への意見や要ᮃを提示する機会となって

いる。 

  また、このアンࢣートにおいては、対㇟となったᤵ業に関するもののみならず、法

科大学院の設備や学生支援に関する自由記㍕が認められている。そのような自由記㍕

の内容は、FD 会議で⤂され、教員が学生の要ᮃについて共通の認識を持つよう努め

ている。 

ල体的な改善に活かされた点も多く、学生へのフィーࣂࢻックも㐺切になされてい

る。えば、教室࣐ク設備の改修、᳔子等備ရの᭦新、計の設置、室内✵調の改

善、学生ࢥミュࢣࢽーシࣙン用࣍ワトボーࢻの設置、修了生自習室の増設、学生ゼ

ミ室（1 階）の設置、期ᮎヨ験準備期間の設定等は、ᤵ業評価アンࢣートの際の自由記

㍕への対応の結果である。ࠓ別ῧ資ᩱ 29「ᤵ業評価アンࢣート」及び別ῧ資ᩱ 30「平

成 24 年度後期学生アンࢣートの要ᮃとᅇ⟅一ぴ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫１ࠚ 

 

（６）法科大学院がᥖࡆる教育理念と目的に↷らしたᒚ修指導 

  本法科大学院は、「巨大都市東京における企業活動、公益活動、さらには国際的な領

域での活動など、現代社会の法律的課題に対応できる高度な能力を備えた法曹の養成」

を教育理念・目的としており、これらに㐺った法曹を養成するためのᒚ修指導を行っ

ている。 

  ල体的には、上記理念・目的に㐺ったᒚ修ࣔࢹル（「公共団体関連法務を中心として

活㌍する法曹」・「企業法務を中心として活㌍する法曹」・「検事をጞめとするฮ事系の

法務を中心として活㌍する法曹」）をᒚ修内に提示し、カリキュラム࢞ダンス等で

説᫂している。 

  また、後述のとおり、個々の学生に対してはオフィス・アワーの間を活用して、

学生が理念・目的に㐺ったᒚ修を実現することができるよう、༑分なᒚ修指導を行っ

ている。 

 ල体的な指導の内容は、個々の教員が個々の学生の状況に応じて㐺ᐅ指導している

ものであるが、基本的には、えば、以下のような指導を行っている。࠙ 解㔘指㔪７㸫

１㸫１㸫１ࠚ 

 

①� 法曹資格の取得に向けて 

 法曹資格を取得するためには、公法・民事法・ฮ事法に関する各基本科目について、

ランスの取れた༑分な知識を身にけさせる必要がある。そのため、これらに関すࣂ

る科目、つまり、法律基本科目の多くが必修科目として㓄置されていることを説᫂し、

さらに、法律基本科目の受ㅮに当たっては法知識を確実に習得し、それをᢈ判的に検
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討・発展させていく能力の習得を意識すべきことを指導している。 

また、⫋業࢞ダンスとして、毎年、ᓠࡦろみ教ᤵ（検察官出身の専任教員）が、

検察官の⫋務内容、経験ㄯ等について１間のㅮ₇を実施しており、学生の進㊰選ᢥ

のための重要な報を提供している。 

さらに、㹍㹀組織（晴海会）主ദのㅮ₇会を学内で開ദし、現ᙺ裁判官、検察官及

び弁護士等が、自らの⫋務内容等を⤂し、実務法曹に関するල体的で有益な報を

与えている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-4「⫋業࢞ダンスのお知らせ」及び資ᩱ 7-1-1-5「学習相

ㄯ会のお知らせ」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-4 ⫋ᴗࠔࡏࡽ▱࠾ࡢࢫࣥࢲ࢞ 

平成 25年４月４日ᥖ示  

⫋業࢞ダンスのお知らせ  

 

下記の要領で、検察官の事をࢸー࣐にした⫋業࢞ダンスを行います。  

 学年、ᒚ修課程ዴఱを問いませんので、ᕼᮃ者は、ごཧ加ください。  

 なお、内容は年度実施したものと基本的に同様です。  

 

記  

 

日  ：平成 25年４月 11日（ᮌ）༗後３から４まで  

場  所：４㸮１教室  

担  当：ᓠࡦろみ（ฮ事系実務科目・ฮ事ッゴ法担当、元検察官）  

「あなたも検察官を目指しませんか㸽」：࣐ーࢸ  

内  容：検察官の事とやり⏥ᩫ、日ᖖ生活等、一⯡に知られていない検察官と検察庁の実ീにつ  

いて、体験ㄯをえつつ⤂します。  

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-5 学⩦┦ㄯ会ࠔࡏࡽ▱࠾ࡢ 

平成 24年９月 18日ᥖ示  

学習相ㄯ会（ㅮ₇）のお知らせ（晴海会主ദ）  

 

日  ：平成 24年 10月６日（ᅵ）༗後１ 30分㹼３ 30分  

場  所：７㸮５教室  

 

在校生各  

上記の日に本年度３ᅇ目の学習相ㄯ会（実務家ㅮ₇）を開ദいたします。  

今ᅇは通ᖖの学習相ㄯ会ではなく、本学出身のⱝ手実務家（修習生ྵࡴ。）によるㅮ₇となってお

ります。  

実務をල体的に࣓ーࢪしてもらうことで、ຮ強に対するࣔチ࣋ーシࣙンを高めて㡬ければと思い

ます。  

また、ྖ法ヨ験は実務家として働ける能力があるかを問うヨ験ですので、実務感ぬを知っておくこ

とは、ྖ法ヨ験を受験する上でᙺ立つはずです。  

ㅮ₇を担当するのは、裁判官２名、検察官１名、弁護士３名及び修習生１名の予定です。  

修習生は、修習内容やᑵ⫋状況の実についておヰしいたします。  

たくさんの方のごཧ加をおᚅちしております。  

 

② 企業法務への対応能力について 

   企業法務への対応能力を身につけるためには、民事系の基本科目に加え、企業法

務、知的財産法や独༨⚗Ṇ法などのࢿࢪࣅス系の展開・先端科目を受ㅮし、༑分な

知識を身につける必要があることを指導している。これらの科目の受ㅮに当たって

は、法知識を確実に習得し、それを応用し発展させる能力を身につけることを意識

するとともに、人間性を向上させ法的ࢽーࢬの増大・多様化に対応できるようにな

ることを意識することに␃意するよう、説᫂している。 
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 また、経済学系の科目として会計学や統計学といった隣接科目を受ㅮすることによ

り、ど野を広ࡆるべきことも指導している。 

 

③ 公共分野の法務への対応能力 

   本法科大学院においては、本学大学院政治学専攻から政治学特Ṧᤵ業の提供を受

けており、これらの科目のᒚ修によって、裁判実務だけに偏らない社会的・国際的

ど野、公共政策的な思考を身につけるよう、指導している。また、展開・先端科目

としても、公共分野で活㌍した経験を有する実務家教員が担当している租税法、独

༨⚗Ṇ法等の科目をᒚ修するよう、指導しているところである。 

   また、⿕者・⿕告人の人ᶒ᧦護と事の┿相解᫂を同に目的とするฮ事分野

は、Ᏻ全な市民生活を⥔持ᵓ⠏するという公共的な分野の一つともいえるが、これ

らฮ事分野の法曹を目指す者に対しては、豊富に開ㅮされるฮ事系の選ᢥ科目（་

事ฮ法、経済ฮ法、現代社会とฮ事法、ฮ事政策）のᒚ修を推ዡすると同に、ࣂ

ランスの取れた能力を涵養するためにも、民事系の法律科目のᒚ修もᛰらないよう

に指導している。 

 

２ 入学の学習支援 

 本法科大学院では、入学者に対して、入学当ึから㐺切に学習を開ጞできるよう、次

のような㓄៖を行っている。࠙ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

（１） 入学前のカリキュラム࢞ダンス 

  新入生に対するᒚ修指導として、上記１のとおり、ᒚ修内等を活用しながら、導

入࢞ダンスを行い、基本ㅮ⩏の㦵格等を説᫂している。ࠓ資ᩱ 7-1-1-1「カリキュラ

ム࢞ダンスでの㓄ᕸ資ᩱ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

（２）入学の新入生向け࢞ダンス 

  年、４月ึ᪪に入学者に対し施設・事務手⥆等に関する࢞ダンスを実施してお

り、法科大学院における学生生活全⯡にわたる␃意事項等の࿘知等を行っている。ࠓ資

ᩱ 7-1-1-6「新入生࢞ダンスの日程及び㓄ᕸ資ᩱ」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫２  ࠚ

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-6 ᪂ධ⏕ࡢࢫࣥࢲ࢞᪥⛬及び㓄ᕸ㈨ᩱࠔ 

 

㸺日㸼  平成 25 年３月 29 日 13 㹼 18   

 

㸺日程㸼  １  法科大学院࢞ダンス  

         ・専攻長ᣵᣜ  

        ・ᒚ修内・ᤵ業概要説᫂  

      ・図書室の利用方法説᫂  

      ・院生室の利用方法説᫂  

      ・事務室からの連⤡事項  

      ・質応⟅  

   

  ２  法報調ᰝ  

      ・民事法  

      ・公法  

      ・ฮ事法  

      ・㹎㹁ㅮ習  
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㸺㓄ᕸ資ᩱ㸼  

１ ダンス次第࢞   

２  事務室からの連⤡事項  

３  学生ド  

４  ᒚ修⏦ㄳ書  

５  間  

６  欠ᖍ⏦告書  

７  事務報シスࢸムパンフレット  

８  教育研究用シスࢸム利用内  

９  定期ᗣデ᩿の内  

10 学生相ㄯ室の内  

11 図書室利用内  

12 学生教育研究⅏害യ害ಖ㝤加入者のしおり  

13 学研⅏ᖏ㈺ൾ㈐任ಖ㝤加入者のしおり  

14 法科大学院関係規則・準則集  

15 入学ᘧ内  

16 法科大学院関係規則・学則・準則集  

17 同❆会内  

18 㺜㺖㺚㺊㺷㺨㺵㺛㺰㺻㺢㺃㺏㺔㺡㺼㺮㺍㺖㺨㺵㺛㺰㺻㺢㜵Ṇの手引き  

19 教科書・ཧ考書一ᣓὀ文⚊を提出された方へ  

20 法報調ᰝ資ᩱ（公法・民事法・ฮ事法）  

21 PC 利用の手引き  

22 TKC 法科大学院教育研究支援シスࢸム利用ࢽ࣐ュアル  

23 各✀ DB 利用内・ ID 通知書  

 

 

（３）事前学習の指示 

  上記（１）のカリキュラム࢞ダンスにおいて、指定教科書及びཧ考書の一ぴを㓄

ᕸするとともに、事前に学習すべき内容等についても詳しく説᫂している。ࠓ資ᩱ

7-1-1-1「カリキュラム࢞ダンスでの㓄ᕸ資ᩱ」及び別ῧ資ᩱ 27「平成 25 年度前期

教科書・ཧ考書指示書」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

（４）ᮍ修１年生に対する特段の㓄៖ 

  法学ᮍ修者に対しては、シラࣂスを通じ、᠇法・行政法・民法・民事ッゴ法・ၟ法・

ฮ法・ฮ事ッゴ法に関する法律基本科目が必修科目であること、これらの科目を通じ、

基本的な法概念を徹底して理解することを指導している。 

  特に、法学ᮍ修者がᒚ修計⏬等について教員に┤接相ㄯし、ຓゝを受けることがで

きるよう、毎年、ᒚ修相ㄯ会を設けている（なお、ᒚ修相ㄯは法学ᮍ修者に限られな

いが、毎年、相ㄯが多いのは法学ᮍ修者のᒚ修に関する相ㄯである。） 

  さらに、ᮍ修１年次の法律基本科目の担当教員は、いずれも定評のある基本書を教

科書として指定し、いわࡺるභ法を学ࡪ上で最ึにゐれるべき基本書を㐺切なᙧで⤂

することに努めている。 

  これらの指導により、法学ᮍ修者は法を学ࡪ上でఱが基本・基礎となるかについて

理解を῝めることができており、法学ᮍ修者も、２年目以㝆、法学᪤修者と⫪を୪べ

法科大学院の課程に専念でき、また、༑分な教育課程上の成果をா受できるようにな

っている。 

また、法学ᮍ修者については、上記（１）のカリキュラム࢞ダンスを法学᪤修者

とは別に行っており、各法律基本科目のᤵ業内容や学習方法等について、よりᑀに

説᫂しているほか、ᤵ業においても、科目によっては小ࢸストを活用し、知識の定╔

度をこまめに確認するなど、特段の㓄៖をしている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-7「ᮍ修１年次法律

基本科目の指定教科書」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫２ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 7-1-1-7 ᮍಟ１年ḟ法ᚊᇶᮏ科目ࡢᣦᐃ教科書ࠔ 

᠇法͐͐͐͐野中ಇᙪほか「᠇法Ⅰ・Ⅱ（第５∧）」、「別ࢪュリスト᠇法判ⓒ選Ⅰ・Ⅱ」  

行政法͐͐͐ሷ野ᏹ「行政法Ⅰ（第５∧）」、「別ࢪュリスト行政判ⓒ選Ⅰ・Ⅱ」  

民法͐͐͐͐内⏣ᐿ「民法Ⅰ㹼Ⅲ（各最新∧）」  

民事ッゴ法͐ఀ⸨┾「民事ッゴ法（第４∧）」  

ၟ法͐͐͐͐ఀ⸨㟹ྐほか「 Legal Quest 会社法（第２∧）」  

ฮ法͐͐͐͐前⏣㞞ⱥ「ฮ法総論ㅮ⩏（第５∧）、ᮌᮧගỤ「ฮ法（第３∧）、  

      前⏣㞞ⱥ「最新重要判 250 ฮ法（第９∧）  

ฮ事ッゴ法͐ụ⏣修ほか「ฮ事ッゴ法ㅮ⩏（第４∧）」  

 

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 19㹼 54 頁）  

 

３ オフィスアワー 

 専任教員は、ㅮ⩏期間中、ཎ則として少なくとも１１/࣐ࢥ週間のオフィス・アワーを

設けることをཎ則としている。また、オフィス・アワーをに実施することができる

よう、507 教室を専用教室として用意している。 

オフィス・アワーの間ᖏは、ㅮ⩏間に記入されており、教員は専用教室ཪは研

究室等にᚅ機し、学生からの質問を受けている。また、ཎ則として、学生は事前の予約

なしで自由に質問をすることができる。こうした点は「ᒚ修内」に᫂記することによ

って、学生への࿘知が図られている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-8「ᒚ修内におけるオフィスアワー

の࿘知」、別ῧ資ᩱ 26「平成 25 年度法科大学院間表」及び別ῧ資ᩱ 39「平成 24 年

度後期オフィスアワー実施状況」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-8 ᒚಟෆࡢ࣮࣡ࢫࣇ࢜ࡿࡅ࠾࿘▱ࠔ 

６㸬オフィスアワーその他の学習支援  

法科大学院専任教員（晴海キャンパスに研究室をもつ教員）は、毎週１࣐ࢥオフィスアワーを設定

し、院生の学修に関する相ㄯ・ຓゝを受けけている。ᤵ業の際に理解することができなかった点が

ある場合や、その他の学修に関する相ㄯがある場合等には、積極的にオフィスアワーを活用すること。

各専任教員のオフィスアワーの᭙日、限については、間に記㍕されているので、確認すること。

また、教員によっては事前の予約手⥆きを求める場合もあるのでὀ意すること。これらの詳細につい

ては、ᥖ示によって連⤡するので、㝶ᥖ示ᯈをよく確認すること。なお、ຓ教も学修等に関する相

ㄯを受けけている。間の都合その他の理由で専任教員等に相ㄯすることができない場合は、ຓ教

に相ㄯすること。  

（出：別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 17 頁）  

 

４ 教育⿵ຓ者による学習支援 

 本法科大学院においては、ຓ教及び図書館ྖ書の㓄置によって、教育⿵ຓ者による学

修支援体制を整備している。 

 

（１）ຓ教によるຓゝ体制 

  法科大学院ຓ教（ཎ則として公法系、民事系、ฮ事系の３名）については、細心の

ᑂᰝを行い、༑分な学Ṕと知識を有する人≀を᥇用している。 

  ３名のຓ教は、ཎ則として務間中、ຓ教室にᚅ機しており、学生の質問に㝶

対応している。本学ຓ教は、学生の質問や要ᮃに対し、献身的な態度を以て対応して

おり、極めて充実したຓゝ体制がᵓ⠏されている。࠙ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫４ࠚ 
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（２）図書館ྖ書 

  図書館ྖ書による学修支援について、以下のような体制が᥇られている。㠀ᖖྖ

書２名の㓄置は、大学院専門図書室としては相当に充実した㓄置であり、ඃれた図書

館ྖ書による学生に対するຓゝ体制がᵓ⠏されている。࠙ 解㔘指㔪７㸫１㸫１㸫４ࠚ 

ア 務体制  

   (ア) 平日８ 45 分から 17  30 分まで 

     ２人（ྖ書資格者）がシフト制で１㹼２人体制 

平日 ()    17  30 分から 22 まで及びᅵ日⚃日９ 15 分から 17  30 分 

     業務委クで１人体制 

 相ㄯ業務の現状   

   (ア) 本の㓄ᯫ場所内 

 フトの使用方法を説᫂ࢯ本の検⣴ ()   

  本館からの資ᩱ取りᐤせの௰ (࢘)   

 ーの受けΏしࣆࢥ本館の資ᩱ (࢚)   

 

（３）法曹資格等を有する㹍㹀による学習支援 

  本法科大学院では、㹍㹀組織（晴海会）と連携し、法曹資格者やྖ法修習生などの修

了生による学習相ㄯ会を定期的に開ദしており、進㊰に関する事項、学生生活に関す

る事項、学習方法等について有意⩏なຓゝを与えている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-5「学習相ㄯ会

のお知らせ」、資ᩱ 7-1-1-9「修了生による学習相ㄯ会の実施状況」及び別ῧ資ᩱ 38「ᒚ

修相ㄯの内に関する資ᩱ」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 7-1-1-9 ಟ⏕ࡿࡼ学⩦┦ㄯ会ࡢᐇ≧況ࠔ  

年度  実施日  

23 9 月 28 日、 10 月 19 日、 11 月 16 日、 12 月 21 日、 1 月 18 日、 2 月 15 日  

24 5 月 26 日、 8 月 1 日、 10 月 6 日、 10 月 29 日、 2 月 20 日  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ３「平成 25 年度法科大学院ᒚ修内・ᤵ業概要」 

17 頁（オフィスアワーその他の学習支援について） 

・別ῧ資ᩱ 26「平成 25 年度間表」 

・別ῧ資ᩱ 27「平成 25 年度前期教科書・ཧ考書指示書」 

・別ῧ資ᩱ 29「ᤵ業評価アンࢣート」 

・別ῧ資ᩱ 30「平成 24 年度後期学生アンࢣートの要ᮃとᅇ⟅一ぴ」 

・別ῧ資ᩱ 38「ᒚ修相ㄯの内に関する資ᩱ」 

・別ῧ資ᩱ 39「平成 24 年度オフィスアワー実施状況」 
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 ７㸫２ 生活支援等  

 

ᇶ‽㸵㸫２㸫１ 

学⏕ࡀᅾ学ᮇ㛫୰法科大学院ࡢㄢ⛬ࡢᒚಟ専念࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁ学⏕ࡢ⤒

῭的ᨭ及び学⏕⏕ά㛵ࡿࡍᨭయไᩚࡢഛດࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵ  

 

（基準７㸫２㸫１に係る状況）  

 

本法科大学院においては、学生の経済的支援及び学生生活に関する支援については、

学生委員会を設置し、当ヱ委員会が中心となって、組織的かつ継⥆的に、学生生活支援

の充実を実現しているところである。ࠓ資ᩱ 7-2-1-1「学生委員会の設置」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指

㔪７㸫２㸫１㸫１ࠚ 

  

㈨ᩱࠓ 7-2-1-1 学⏕ጤဨ会ࡢタ⨨ࠔ 

ἲ⛉Ꮫ㝔に䛚䛡るጤဨ➼に関する準則（抜粋） 

 

（学生委員会の設置）  

第１１条  法科大学院に、法科大学院学生委員会（以下「学生委員会」という。）を置く。  

（学生委員会の⫋務）  

第１２条  学生委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 学生の㐺応相ㄯに関する事項  

 (2) ᤵ業ᩱ等のῶ㢠及びච㝖に関する事項  

 (3) 学生指導に関する事項  

 (4) その他法科大学院の学生生活に関するすべての事項（ただし、ࢭクシャルࣁラス࣓ントཪはア

カࢹミックࣁラス࣓ントに関する事項を㝖く。）  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

なお、ල体的には、以下のとおり学生に対する生活支援体制を確立している。 

 

１ 経済的支援 

本法科大学院は、入学ᩱを 282、000 （東京都のఫ人については 141、000 ）、ᤵ業

ᩱを年㢠 663、000 （平成 25 年度）とし、全国的にもప㢠の㈝用で学生が学修するこ

とが可能となっている。このように学修の㈝用がప㢠であることは、すべての法科大学

院の学生に対する経済的支援となっているところである。 

また、その他の経済的支援として、以下のような措置をとっている。࠙ 解㔘指㔪７㸫２

㸫１㸫１ࠚ 

 

（１）学内制度 

  学内制度としては、①入学ᩱῶච制度、②ᤵ業ᩱῶච・分⣡制度、③大学院研究支

援ዡ学㔠制度があり、学生に対する経済的支援の充実を図っている。 

  その他の特別な経済的支援として、東日本大㟈⅏により⿕⅏された地域に学生・受

験生本人もしくは本人の学資を㈇担する方の世ᖏがあった場合は、⏦ㄳ・ᑂᰝに基づ

き、入学考ᰝᩱ・入学ᩱ及びᤵ業ᩱをῶ㢠ཪはච㝖する措置をとっている。ࠓ資ᩱ

7-2-1-2「入学ᩱῶච制度実績」、資ᩱ 7-2-1-3「ᤵ業ᩱῶච制度実績」、資ᩱ 7-2-1-4
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「大学院研究支援ዡ学㔠の⤥実績」、別ῧ資ᩱ 40「入学ᩱῶච制度に関する規程」、

別ῧ資ᩱ 41「入学ᩱῶච・ᤵ業ᩱῶචについてのお知らせ」、別ῧ資ᩱ 42「ᤵ業ᩱῶ

ච制度に関する規程」、別ῧ資ᩱ 43「ᤵ業ᩱῶච・分⣡についてのお知らせ」、別ῧ資

ᩱ 44「大学院研究支援ዡ学㔠制度に関する規程」、別ῧ資ᩱ 45「大学院研究支援ዡ学

㔠ዡ学生ೃ⿵者推⸀基準について」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪７㸫２㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 7-2-1-2 ධ学ᩱῶචไᗘᐇ⦼ࠔ  

対㇟者  区分  
実績  

23 年度  24 年度  25 年度  

経済的理由により入学ᩱの⣡が極めて

ᅔ㞴な者  

全㢠ච㝖  0 名  0 名  1 名  

༙㢠ච㝖  0 名  0 名  0 名  

 

㈨ᩱࠓ 7-2-1-3 ᤵᴗᩱῶචไᗘᐇ⦼ࠔ  

対㇟者  区分  

実績  

22 年度  23 年度  24 年度  

前期  後期  前期  後期  前期  後期  

経済的理由によりᤵ業ᩱの⣡がᅔ㞴な

者  

全㢠ච㝖  12 名  6 名  8 名  10 名  8 名  10 名  

༙㢠ච㝖  7 名  13 名  6 名  2 名  4 名  4 名  

分⣡  7 名  3 名  4 名  2 名  1 名  2 名  

 

㈨ᩱࠓ 7-2-1-4 大学院研究ᨭዡ学㔠ࡢ⤥ᐇ⦼ࠔ  

対㇟者  ⤥㔠㢠  24 年度実績  

学業成績がඃれた者  165、 000   12 名  

 

（２）学外の制度の利用 

 本法科大学院においては、日本学生支援機ᵓ等によるዡ学㔠制度の利用が可能と 

なっている。特に、日本学生支援機ᵓによるዡ学㔠制度は、多数の学生によって利用

されているところであるࠓ資ᩱ 7-2-1-5「日本学生支援機ᵓዡ学㔠の᥇用実績」及び別

ῧ資ᩱ 46「ዡ学生ເ集についてのお知らせ」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪７㸫２㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 7-2-1-5 ᪥ᮏ学⏕ᨭᶵᵓዡ学㔠ࡢ᥇⏝ᐇ⦼ࠔ  

✀別  22 年度  23 年度  24 年度  

1 ✀  33 名  23 名  25 名  

2 ✀  26 名  9 名  12 名  

 

２ 生活全⯡ 

 生活全⯡に関する相ㄯに対応するため、学生相ㄯ室が設置されている。学生は、相ㄯ

室にて、毎週１ᅇカ࢘ンࢭラー（⮫ᗋ心理士）による相ㄯを受けることができる。 

 法科大学院の心理相ㄯ員は、相ㄯ௳数は少ないものの、①相ㄯの中で多ᛁな学業生活

やྖ法ヨ験に関する相ㄯが出ることが多く、学生が⥭㏕感のある生活を㏦っていること、

②᩿⥆的で不定期の来室が多いこと、③自主的にᝎみをฎ理しようとする学生が多く、

ຮ学や生活への不㐺応を感じてからようやく来室するഴ向があること、を指している
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資ᩱࠓ 7-2-1-6「学生相ㄯ室の利用実績」及び別ῧ資ᩱ 47「学生相ㄯ室に関する資ᩱ」

ཧ↷ࠔ。 

 学生相ㄯ室は、多ᛁかつᑗ来不Ᏻを抱える中での法科大学院の学生としての生活にお

いて、重要なຓゝを得る機会を提供しているものと思われる。࠙ 解㔘指㔪７㸫２㸫１㸫２  ࠚ

 

㈨ᩱࠓ 7-2-1-6 学⏕┦ㄯᐊࡢ⏝ᐇ⦼ࠔ  

年度  22 23 24 

௳数  88 ௳  56 ௳  74 ௳  

 

３ ᗣデ᩿ 

 毎年、全学生を対㇟とするᗣデ᩿が開ദされている。その際に、学生は専門家によ

るᗣ上の相ㄯを受けることができる。ࠓ別ῧ資ᩱ 48「་務室の内に関する資ᩱ」ཧ↷ࠔ

࠙解㔘指㔪７㸫２㸫１㸫２ࠚ 

 

 ラ㜵Ṇのための体制ࣁラ・アカࣁクࢭ ４

ラに関する相ㄯに㐺切ࣁラ・アカࣁクࢭラを㜵Ṇし、また、学生のࣁラ・アカࣁクࢭ 

に対ฎするために以下のような体制がとられている。࠙ 解㔘指㔪７㸫２㸫１㸫２ࠚ 

 

（１）法科大学院での人員体制（平成 25 年度） 

  ・相ㄯ員            教員１名、事務⫋員２名 

 ラ部会委員  教員１名ࣁラ・アカࣁクࢭ・  

  ラ㜵Ṇ委員会 法学系と共通で教員２名ࣁラ・アカࣁクࢭ・  

 

（２）相ㄯ体制 

 相ㄯ員は、各自相ㄯ受日を設け（᭙日と間ᖏを設定している）、㐺ᐅᐤせられた

相ㄯを受けることとなっている。相ㄯの方法は、㠃ㄯ、㟁ヰ、࣓ールなどにより、㝶

意受けけている。 

  また、相ㄯ員は、定期的に、相ㄯ状況についてࢭクࣁラ等㜵Ṇ委員会に報告するこ

とが要求されている（ただし、相ㄯの有↓や௳数に関することのみで、ල体的な相ㄯ

内容や相ㄯ者の個人報についての報告は行わない）。 

  相ㄯ員は、ࢭクࣁラ・アカࣁラ㜵Ṇ委員会主ദの研修にཧ加し、研鑽に努め㐺切に

対応できるよう体制を整えている。ࠓ資ᩱ 及「ラ㜵Ṇ委員会規程ࣁラ・アカࣁクࢭ」49

び資ᩱ  ࠔ「ラ㜵Ṇ対策に関する資ᩱࣁラ・アカࣁクࢭ」50

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」第 11-12 条（学生委員会） 

・別ῧ資ᩱ 40「入学ᩱῶච制度に関する規程」 

・別ῧ資ᩱ 41「入学ᩱῶච・ᤵ業ᩱῶචについてのお知らせ」 

・別ῧ資ᩱ 42「ᤵ業ᩱῶච制度に関する規程」 

・別ῧ資ᩱ 43「ᤵ業ᩱῶච・分⣡についてのお知らせ」 

・別ῧ資ᩱ 44「大学院研究支援ዡ学㔠制度に関する規程」 

・別ῧ資ᩱ 45「大学院研究支援ዡ学㔠ዡ学生ೃ⿵者推⸀基準について」 

・別ῧ資ᩱ 46「ዡ学生ເ集についてのお知らせ」 
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・別ῧ資ᩱ 47「学生相ㄯ室に関する資ᩱ」 

・別ῧ資ᩱ 48「་務室の内に関する資ᩱ」 

・別ῧ資ᩱ  「ラ㜵Ṇ委員会規程ࣁラ・アカࣁクࢭ」49

・別ῧ資ᩱ  「ラ㜵Ṇ対策に関する資ᩱࣁラ・アカࣁクࢭ」50
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 ７㸫３ 㞀害のある学生に対する支援  

 

ᇶ‽㸵㸫㸱㸫１ 

㌟య㞀ᐖࡿ࠶ࡢ学⏕ᑐࠊ࡚ࡋḟྕྛࡢᥖࡿࡆᨭయไᩚࡢഛດࡵ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚

（１）ಟ学ࡵࡓࡢᚲせ࡞ᇶᮏ的࡞タ及びタഛᩚࡢഛᐇࠋ 

（２）ಟ学ୖࡢᨭࠊᐇ⩦ୖࡢ特ูᥐ⨨ࠋ  

 

（基準７㸫３㸫１に係る状況）  

 

 現在のところ格別の対応が必要な㞀害を持った学生はおらず、ල体的な対応をした経

験はない。ただし、設備については次のものが整備済みであり、修学上の㞀害はない。 

  

・ᗋ㠃段ᕪ（࢚ントランス、教室出入ཱྀ、ᗯ下等）の解ᾘ 

 ー（㌴いす対応、点Ꮠ内）ࢱー࣋レ࢚・

・スペースの広いトレ（出用ンࢱー࣍ン。各フࣟアに整備） 

・階段、ᗯ下及びトレ（小・大౽ჾ近ഐ）への手すり設置 

・㌴いす利用者用㥔㌴スペース 

 

また、㞀害を持つ学生が実際に入学した場合には、当然に、修学上の支援を行う予定

である。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ 51「晴海キャンパス校⯋内図」 
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 ７㸫４ ⫋業支援（キャリア支援）  

 

ᇶ‽㸵㸫㸲㸫１ 

学⏕ᨭࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢ学⏕ࡢࡑࡀ⬟ຊ及び㐺ᛶࠊᚿᮃᛂࠊ࡚ࡌయ的

㐍㊰ࢆ㑅ᢥ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁ㐺ษ࡞┦ㄯ❆ཱྀࢆタ⨨ࠊࡾࡼ࡞ࡿࡍᚲせ࡞報

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵດຓゝࠊᣦᑟࠊࢫࣥࢲ࢞ࠊ㞟࣭⟶理࣭ᥦ౪ࡢ  

 

（基準７㸫４㸫１に係る状況）  

 

本法科大学院においては、以下のとおりの⫋業支援を行っている。 

 

１ ᑵ⫋支援委員会の設置 

 本法科大学院では、学生がその能力及び、ᚿᮃに応じて、主体的に進㊰を選ᢥできる

ように、「ᑵ⫋支援委員会」を設置しており、教員１名をᑵ⫋支援委員として任命してい

る。ࠓ資ᩱ 7-4-1-1「ᑵ⫋支援委員会の設置」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 7-4-1-1 ᑵ⫋ᨭጤဨ会ࡢタ⨨ࠔ 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（ᑵ⫋支援委員会の設置）  

第 18 条の 2 法科大学院に、法科大学院ᑵ⫋支援委員会（以下「ᑵ⫋支援委員会」という。）を置く。 

（ᑵ⫋支援委員会の⫋務）  

第 18 条の 3 ᑵ⫋支援委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

(1) 学生のᑵ⫋指導に関する事項  

(2) ᑵ⫋報の集及び提供に関する事項  

(3) その他学生のᑵ⫋に関するすべての事項  

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

２ 実務家教員による進㊰に関するຓゝ 

 本法科大学院の実務家教員・実務家出身専任教員は、積極的に学生に対し進㊰指導・

ຓゝを行っている。 

 前述のように、本法科大学院では全専任教員がオフィス・アワーを設けることとして

おり、各実務家専任教員もオフィス・アワーを設け、実務経験者としての経験を活用し

たຓゝや指導を行っている。 

 また、法科大学院の学生向け⫋業࢞ダンスとして、毎年、ᓠࡦろみ教ᤵ（検察官出

身の専任教員）が、検察官の⫋務内容、経験ㄯ等について１間のㅮ₇を実施しており、

学生の進㊰選ᢥのために重要な報と経験を得る機会となっている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-4「⫋

業࢞ダンスのお知らせ」ཧ↷ࠔ 

 

 ーンシップࢱクス࢚ ３

 本法科大学院では、実務家教員の所属する法律事務所等の協力を得て、事前研修・事

務所へのὴ㐵・事後研修を内容とする「࢚クスࢱーンシップ」を設置している。そして、

学生のᕼᮃに沿うようにὴ㐵先を決定するなどの㓄៖をすることによって、学生が主体

的な進㊰選ᢥのために必要となる報を得ることができるように努めている。 

 

４ 報提供 

ᑵ⫋支援のための報提供として、学内に専用ᥖ示ᯈを設置し、求人報（国家・地
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方公務員、各✀公共団体及び企業等）のほか、合同会社説᫂会、官庁・弁護士会等が主

ദするᑵ⫋説᫂会等の報を学生に提供している。ࠓ別ῧ資ᩱ 52「⫋業支援に係る報提

供に関する資ᩱ」ཧ↷ࠔ 

さらに、㹍㹀組織（晴海会）主ദのㅮ₇会を学内で開ദし、現ᙺ裁判官、検察官及び

弁護士等による有益な報提供も行っている。ࠓ資ᩱ 7-1-1-5「学習相ㄯ会のお知らせ」

ཧ↷ࠔ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 

第 18 条の 2-3（ᑵ⫋支援委員会）」 

・別ῧ資ᩱ 52「⫋業支援に係る報提供に関する資ᩱ」 
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２ 特長及び課題等   

  

１ 特長 

 ඃれた点は、以下の点である。 

 第一に、毎年、ᒚ修指導のための࢞ダンス、シラࣂス㓄ᕸがなされており、ᒚ修指

導のための༑分な体制がᵓ⠏されている点がᣲࡆられる。 

第に、教員と学生のࢥミュࢣࢽーシࣙンをಁ進する体制がᵓ⠏されている点がᣲࡆ

られる。各専任教員は毎週１ᅇ、オフィス・アワーの開ㅮが⩏務けられ、ᤵ業評価ア

ンࢣートを፹とした学生支援のためのࢥミュࢣࢽーシࣙンもなされている。オフィ

ス・アワーやアンࢣートの実施状況については、㝶 FD 会議に報告され、全教員で報

を共有できる体制がᵓ⠏されている。 

 第三に、極めて充実した教育⿵ຓ者による学修支援がᣲࡆられる。ຓ教・図書館ྖ書

による学生に対する学修支援体制は極めて充実しており、学生は教員以外にも、教育⿵

ຓ者による高度な学修支援を受けることができる。 

 第ᅄに、ᗣ相ㄯ、経済的支援、アカࣁラ・ࢭクࣁラ㜵Ṇ体制についても、༑分な体

制がᵓ⠏されている点がᣲࡆられる。 

 第に、࢚クスࢱーンシップの実施や、実務家教員の努力により、学生の主体的な進

㊰選ᢥの基礎となる報等が提供されている点がᣲࡆられる。 

 このように本法科大学院が学生支援のためにᵓ⠏した体制は、極めてඃれている。 

 

２ 課題等 

 基本的に、学生支援の体制について、⥭急に改善を要する点は存在しない。 

ただし、法科大学院の学生を取り巻く状況は้々とኚ化しており、今後、対応すべき

課題が多々、生じてくるものと思われる。なお、ᑵ⫋支援の一環としての、修了生の進

㊰把握についても、修了生全員に㒑㏦による調ᰝを実施しており、これ以上徹底した方

法は見いだしがたいとはいえ、よりᅇ⟅⋡を上ࡆるため、晴海会の協力も得つつ、より

よい方策を検討している。 

また、特に、現在は㞀害を有する学生はいないが、本法科大学院はそのような入学ᚿ

㢪者に対しても門ᡞを広く開ᨺしており、今後、実際に入学する可能性は༑分に考えら

れると思われる。現在の設備・体制によっても一定程度の対応は可能であるが、より㐺

切な対応が可能となるように、学生委員会を中心として、㞀害を持つ学生に対する支援

体制をより充実したものとするための検討を進めることは、改善を要する点であると思

われる。 
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➨㸶❶ 教ဨ⤌⧊  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

８㸫１ 教員の資格及び評価  

 

ᇶ‽㸶㸫１㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

研究科及び専攻ࡢ✀㢮及びつᶍᛂࠊࡌ教育ୖᚲせ࡞教ဨࡿ࠸࡚ࢀ⨨ࡀ

 ࠋࡇ

 

（基準８㸫１㸫１に係る状況）  

 

別⣬様ᘧ３に記㍕した教員一ぴのとおり、本法科大学院においては、大学評価・学

ᤵ与機ᵓの基準に↷らし、専任教員 13 名、ව担教員 17 名、ව任教員 16 名、計 46 名の

教員を㓄置している。なお、本法科大学院には３名の実務家教員が「１年につき６単

以上のᤵ業科目を担当し、かつ、教育課程の⦅成その他の法科大学院の組織の運営につ

いて㈐任を担う者」にヱ当するが、本法科大学院の場合、ᙧᘧ的基準上、いわࡺる実務

家みなし専任教員は２名までしか充てることができないため、本自己評価書においては、

そのうちの１名（㤫ᗞ教ᤵ）を、ᙧᘧ的にව任教員と置づけているところである。し

かし、この点を考៖すると、実質的には、本法科大学院には 14 名の専任教員（ව任教員

は 15 名）が在⡠しているということができるところである。 

そして、専任教員について、入学定員（52 名）及び容定員（156 名）から⟬出され

る設置基準に↷らすと、下表ࠓ資ᩱ 8-1-1-1「設置基準と教員実数のẚ㍑」ࠔのとおりで

あるため、教育上必要な教員が置かれているということができる。 

 

㈨ᩱࠓ 8-1-1-1 タ⨨ᇶ‽教ဨᐇᩘࡢẚ㍑ࠔ  

 設置基準  教員実数  

専任教員  12 名以上  13 名  

専・他  4 名まで  2 名  

実  3 名以上  5 名  

（実・専）  1 名以上  3 名  

（実・み）  2 名まで  2 名  

※教員実数は、ᙧᘧ的基準に↷らしての人数である。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」  
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ᇶ‽㸶㸫１㸫２㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽㸶㸫１㸫１ᐃࡿࡵ教ဨࠊࡕ࠺ࡢḟࢀࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࠊࡘࠊࡋ

ࡿࢀࡽࡵㄆࡿ࠶ࡀᣦᑟ⬟ຊࡢ教育ୖࡢ㧗ᗘࡋ㛵専㛛ศ㔝ࡿࡍᢸᙜࡢࡑ

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨ࡈ専攻࡚ࡋ専௵教ဨࠊࡀ⪅

（１）専攻ศ㔝ࠊ࡚࠸ࡘ教育ୖཪࡣ研究ୖࡢᴗ⦼ࢆ᭷ࡿࡍ⪅  

（２）専攻ศ㔝ࠊ࡚࠸ࡘ㧗ᗘࡢᢏ⾡࣭ᢏ⬟ࢆ᭷ࡿࡍ⪅  

（㸱）専攻ศ㔝ࠊ࡚࠸ࡘ特ඃࡓࢀ▱㆑及び⤒㦂ࢆ᭷ࡿࡍ⪅ 

 

（基準８㸫１㸫２に係る状況）  

 

１ 専任教員の各号へのヱ当 

本法科大学院の専任教員は、別⣬様ᘧ３に記㍕した教員一ぴのとおりであり、各専任

教員は、それぞれの専攻分野について、（１）㹼（３）の各号のいずれかにヱ当するとい

うことができる。 

まず、研究者の専任教員（実務家教員以外の専任教員）８名については、外なく、（１）

の基準に合⮴している。 

また、実務家教員にあたる専任教員５名については、外なく、（２）にヱ当するもの

である。ただし、➟教ᤵについては、（２）にヱ当するのみならず、教育上ཪは研究上

の業績、さらには特にඃれた知識及び経験も有することから、すべてにヱ当する。 

 

２ 専任教員の指導能力その他 

野中教ᤵを㝖き、専任教員は、ⓙ、長年にわたる教育Ṕを有しており、専門分野に関

する高度な教育上の指導能力がある。また、野中教ᤵは、教育Ṕはὸいものの、༑分に

高度な教育上の指導能力があると認められるところである。 

このように、本法科大学院における専任教員は全員が基準８㸫１㸫２にᥖࡆられた基

準のいずれかに合⮴する教員である。 

なお、本法科大学院の 13 名の専任教員の内、11 名の教員（▼ᓮ教ᤵ、大ᶫ教ᤵ、ᕝᮧ

教ᤵ、⠛⏣教ᤵ、富教ᤵ、ᓠ教ᤵ、ᚨ本教ᤵ、▮ᓮ教ᤵ、我ጔ教ᤵ、➟教ᤵ、野中

教ᤵ）は、法科大学院（法曹養成専攻）のみに所属する専任教員であり、他専攻の専任

教員をවࡡておらず、㐺正な㓄置となっている。 

なお、ే任教員 2 名についても、平成 25 年度ᮎまでには、ే任を解ᾘすることとなっ

ている。࠙ 解㔘指㔪８㸫１㸫２㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪８㸫１㸫２㸫２ࠚ 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別ῧ資ᩱ４「首都大学東京法科大学院ࣈ࢙࢘サト」（教員一ぴ）  
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ᇶ‽㸶㸫１㸫㸱 

教ဨࡢ᥇⏝及び᪼௵㛵ࠊࡋ教ဨࡢ教育ୖࡢᣦᑟ⬟ຊ➼ࢆ㐺ษ評価ࡿࡍ

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉഛᩚࡀయไࡢࡵࡓ  

 

（基準８㸫１㸫３に係る状況）  

本法科大学院においては、法科大学院の教ᤵ会に当たる法科大学院専攻会議が整備さ

れている。ࠓ資ᩱ 8-1-3-1「専攻会議の設置等」ཧ↷ࠔ 

専攻会議は、法科大学院専攻長を中心に、法科大学院専任教員によってᵓ成される会

議体であるため、法科大学院の教員の教育上の指導能力、研究上の能力等を㐺切に評価

することができる。 

 そして、本法科大学院における教員の᥇用、᪼任その他の人事については、この専攻

会議が関与することによって行われるため、㐺切な教員評価体制が整備されているとい

うことができる。 

 

㈨ᩱࠓ 8-1-3-1 専攻会㆟ࡢタ⨨➼ࠔ 

㤳㒔Ꮫᮾிἲ⛉Ꮫ㝔つ則（抜粋） 

 

（専攻会議の設置）  

第３条  法科大学院に、専攻会議を置く。  

（専攻会議のᵓ成）  

第４条  専攻会議は、法科大学院専任教員をもってᵓ成する。  

２  前項の規定にかかわらず、専攻長が必要と認める場合は、専攻会議のᵓ成員に、法科大学院にお

けるᤵ業科目を担当するその他の教員を加えることができる。  

３  専攻会議の議長は、専攻長とする。  

（専攻会議の⫋務）  

第５条  以下の各号にᥖࡆる事項は、専攻会議がᑂ議し、専攻長が決定するものとする。ただし、社

会科学研究科教ᤵ会におけるᑂ議が必要な事項については、この限りでない。  

 (1) 法科大学院における学生の入学、課程の修了その他学生の在⡠に関する事項  

(2) 法務博士（専門⫋）の学のᤵ与に関する事項  

(3) 法科大学院の教育課程の⦅成その他の教育に関する事項  

(4) 法科大学院における研究活動に関する事項  

(5) その他法科大学院の運営に関し、必要な事項  

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

 

 なお、ල体的な人事・教員決定等の手⥆については、以下のとおりである。 

 

１ 専任教員の᥇用及び᪼任 

 専任教員の᥇用及び᪼任等の人事については、基本的には、公立大学法人首都大学東

京（以下「法人」という。）の委員会である人事委員会（᰿ᣐ規定：「公立大学法人首都

大学東京人事委員会規則」）の議を経て、学長の⏦出に基づき、法人の理事長が任命する

手⥆となっているࠓ資ᩱ 8-1-3-2「教員の任命」ཧ↷）。 

 

㈨ᩱࠓ 8-1-3-2 教ဨࡢ௵ࠔ 

公立大学法人首都大学東京教⫋員の任命等に関するつ則（抜粋） 

 

（任命）  

第４条  公立大学法人首都大学東京組織規則（平成 17 年法人規則第３号。以下「組織規則」という。）

に定める⫋の任用の必要が生じた場合においては、理事長は、᥇用、任、᪼任、␗動（㌿任ཪは

㓄置をいう。）、ව務ཪは㝆任のいずれか一の方法により、任期を定めて教⫋員を任命すること

ができる。  
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そして、人事委員会ᑂᰝの前提として、人事委員会の部会として設置される教員選考

委員会が、教員の᥇用、᪼任その他の人事に関するཎを厳格にᑂᰝし、人事委員会に

報告することとなっている。 

ただし、ཎを作成する教員選考委員会のᵓ成は、(a)社会科学研究科長、(b)社会科

学研究科長が指名する同分野の学内教員、(c)学長が指名する FD 担当や産学公連携担当

等の学内教員、(d)社会科学研究科長が推⸀し、学長が指名する同分野の学外教員となっ

ており、(b)にヱ当する同分野の学内教員は、必ず、法科大学院専任教員が当たると考え

られ、当ヱ教員は、法科大学院における専攻会議の意思をᫎさせるべく、当ヱ委員会

にཧ加するものである。したがって、その点において、法科大学院専攻会議における教

員の㐺切な評価をᫎさせた人事を行うことができるようになっている。 

 なお、従前のにおいては、法科大学院専攻会議における教員評価に基づく意見につ

いて、教員選考委員会、人事委員会におけるᑂᰝでྰ定されたことはない。その意味で、

これまで、法科大学院専攻会議による㐺切な教員評価に基づく専任教員の᥇用及び᪼進

が実施されてきたと考えられる。ࠓ別ῧ資ᩱ 12「首都大学東京人事委員会規則」ཧ↷ࠔ 

 

２ ව担教員の決定 

 ව担教員の決定については、法科大学院専攻会議において、各教員ごとに教育上の指

導能力等を評価して行うこととなっている。ල体的には、各年度の開ㅮ科目及びᤵ業担

当教員については、専攻会議においてᑂ議し、専攻長が決定することとなっている（別

ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第５条第３号）が、その際、ව担教員の㐺切

性についても、ᑂ議・検討されている。 

 

３ 㠀ᖖ教員の決定 

 また、㠀ᖖ教員についても、㠀ᖖ教員の決定については、法科大学院専攻会議に

おいて経Ṕ・業績等をල体的にᑂ議し、専攻長が決定することとなっている。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第３㹼５条（専攻会議の設置等） 

・別ῧ資ᩱ 12「首都大学東京人事委員会規則」  
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 ８㸫２ 専任教員の㓄置及びᵓ成  

 

ᇶ‽㸶㸫２㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

法科大学院ࠊࡣ専攻ࠊࡈ平成１１年ᩥ㒊┬告♧➨１㸵㸳ྕูࡢ⾲➨୍

及びู⾲➨ᐃࡿࡵಟኈㄢ⛬ࢆᢸᙜࡿࡍ研究ᣦᑟ教ဨ１ࡢᩘࡢ .㸳ಸᩘࡢ

（ᑠᩘⅬ௨ୗࢆࢀࡇࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀᩘ➃ࡢษࡾᤞ࡚ࠋࡿ）ྠࠊ告♧ࠊ２ྕ➨ࡢ

ู⾲➨୍及びู⾲➨ᐃࡿࡵಟኈㄢ⛬ࢆᢸᙜࡿࡍ研究ᣦᑟ⿵ຓ教ဨࢆᩘࡢ

ຍࡢᩘࡓ࠼専௵教ဨࠊྠࡶࡃ⨨ࢆ 告♧୕➨⾲ูࡢᐃࡿࡵಟኈㄢ⛬ࢆᢸ

ᙜࡿࡍ研究ᣦᑟ教ဨ１ேᙜࡢࡾࡓ学⏕ࡢᐜᐃဨ㸲ศࡢ㸱ࢆ࡚ࡌ⟬ฟࡉ

（ࠋࡿᤞ࡚ࡾษࢆࢀࡇࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀᩘ➃ࡢᑠᩘⅬ௨ୗ）ᩘࡢᐜᐃဨࡿࢀ

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨ࡀ専௵教ဨࡢ１ேࡁࡘ  

 

（基準８㸫２㸫１に係る状況）  

 

社会科学研究科法曹養成専攻は、容定員が 156 名であるため、上記基準により必要

とされる専任教員の人数は、12 名である。そして、現在、本法科大学院では 13 名の専任

教員を置いているので、上記基準を‶たしているということができる。࠙ 解㔘指㔪８㸫２

㸫１㸫３ࠚ 

  

専任教員 13 名のうち、11 名が法曹養成専攻にのみ属している。࠙ 解㔘指㔪８㸫２㸫１

㸫１ࠚ※࠙解㔘指㔪８㸫１㸫２㸫２ࠚの特により問題とならない。 

また、専任教員 13 名全員が教ᤵである。࠙ 解㔘指㔪８㸫２㸫１㸫２ࠚ 

  

 なお、基準８㸫１㸫１においても述べたが、本法科大学院の㤫ᗞ教ᤵ（民法・倒産法・

環境法）は、「１年につき６単以上のᤵ業科目を担当し、かつ、教育課程の⦅成その他

の法科大学院の組織の運営について㈐任を担う者」であるが、ᙧᘧ的基準上、本法科大

学院のみなし専任教員を置くことができる人数が２名であるため、ᙧᘧ的にව任教員と

記㍕しているに㐣ぎず、㤫ᗞ教ᤵも、実質的には専任教員と置づけられるところであ

る。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別⣬様ᘧ４「科目別専任教員数一ぴ」 
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ᇶ‽㸶㸫２㸫２㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

法ᚊᇶᮏ科目（᠇法ࠊ⾜ᨻ法ࠊẸ法ၟࠊ法ࠊẸッゴ法ࠊฮ法ࠊฮッゴ

法）ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘᙜヱ科目ࢆ㐺ษᣦᑟ࡛ࡿࡁ専௵教ဨ（専ࡽᐇົ

的ഃ㠃ࢆᢸᙜࡿࡍ教ဨࢆ㝖ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨ࡀ（ࠋࡃ  

 

（基準８㸫２㸫２に係る状況）  

 

法律基本科目については、᠇法１名（富教ᤵ）、行政法１名（ᚨ本教ᤵ）、民法３名

（▼ᓮ教ᤵ、大ᶫ教ᤵ、⠛⏣教ᤵ）、ၟ法１名（▮㷂教ᤵ）、民事ッゴ法２名（我ጔ教ᤵ、

野中教ᤵ）、ฮ法２名（前⏣教ᤵ、ᮌᮧ教ᤵ）、ฮ事ッゴ法２名（前⏣教ᤵ、ᓠ教ᤵ）の

各科目について、㐺切に指導することができる専任教員を㓄置している。 

 

また、本学は入学定員が 52 名であり、࠙ 解㔘指㔪８㸫２㸫２㸫１ࠚは問題とならない。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別⣬様ᘧ４「科目別専任教員数一ぴ」 
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ᇶ‽㸶㸫２㸫㸱 

専௵教ဨࡢ科目ู㓄⨨➼ࡀࢫࣥࣛࣂࡢ㐺ṇ࡛ࠊࡘࠊࡾ࠶教育ୖせㄆ

࠺ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀ⨨ࡀ専௵教ဨ࡚ࡋཎ๎ࠊࡣ࡚࠸ࡘᤵᴗ科目ࡿࢀࡽࡵ

࠸࡚ࢀࡉᢸᙜ࡚ࡗࡼ専௵教ဨࡀ㸵௨ୖࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ࡚࠸ࡘᚲಟ科目ࡕ

ࠋࡇࡿ  

 

（基準８㸫２㸫３に係る状況）  

 

１ 専任教員の科目別㓄置等のࣂランス 

専任教員 13 名の科目別及び年㱋ᵓ成別内ヂは、以下のとおり㐺切なࣂランスとなって

いるࠓ資ᩱ 8-2-3-1「専任教員の担当科目」及び資ᩱ 8-2-3-2「専任教員の年㱋ᵓ成」ཧ

 ࠔ↷

 

㈨ᩱࠓ 8-2-3-1 専௵教ဨࡢᢸᙜ科目ࠔ  

法律基本科目  
法律実務  

基礎科目  

基礎法学・

隣接科目  

展開・  

先端科目  ᠇法  行政法  民法  ၟ法  
民事  

ッゴ法  
ฮ法  

ฮ事  

ッゴ法  

１  １  ３  １  ２  ２  ２  ５  １  ７  

 

㈨ᩱࠓ 8-2-3-2 専௵教ဨࡢ年㱋ᵓ成ࠔ  

年㱋  人数  

60 ṓ代  ４  

50 ṓ代  ５  

40 ṓ代  ３  

30 ṓ代  １  

   

 また、本法科大学院の教育理念は、「巨大都市東京における企業活動、公益活動、さら

には国際的な領域での活動など、現代社会の法律的課題に対応できる高度な能力を備え

た法曹の養成」であるが、特に、公立大学法人が設置する法科大学院であることからす

ると、公益活動における現代社会の法律的課題に対応できる高度な能力を備えた法曹の

養成が重要となるが、この点に㓄៖し、元東京都主税局税制部長であるᕝᮧ教ᤵを、展

開・先端科目（租税法）の専任教員として㓄置している。࠙ 解㔘指㔪８㸫２㸫３㸫１ࠚ 

 

２ 教育上主要と認められるᤵ業科目の担当教員 

 本法科大学院の教育理念は「東京をはじめとする大都市の抱える複雑な問題に対して、

それを解決する能力を有する法曹を養成すること」であり、学生がこのような法曹とな

るために最も重要なことは、法律学の基礎が確ᅛたるものとなっていることが大前提で

あると考えている。そのため、本法科大学院においては、すべての必修科目を教育上主

要な科目と考えている。 

 これら平成 25 年度における必修科目について、専任教員が担当するものと、その他の

教員が担当するものを区分すると、以下ࠓ資ᩱ 8-2-3-3「必修科目における専任教員担当

分の合」ࠔのとおりである。 
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㈨ᩱࠓ  8-2-3-3 ᚲಟ科目ࡿࡅ࠾専௵教ဨᢸᙜศࡢྜࠔ  

区分  必修科目単数  専任教員担当科目単数  合  

法律基本科目  86 62 72.1% 

法律実務基礎科目  ６  ６  100% 

計  92 68 73.9% 

 ※２クラス開ㅮ科目については、クラスごとに単数を計⟬した。また、複数教員で担当する科目

（ฮ事ッゴ法総合、ฮ事ッゴ実務の基礎、法曹理）については、いずれも専任教員がᤵ業内容の

決定及び㈐任を㈇うことから、専任教員担当科目として計⟬した。  

 

 このように、必修科目として開ㅮされているᤵ業のうち、73.9㸣の科目は専任教員に

よって担当されており、本法科大学院においては、教育上主要と認めれらるᤵ業科目に

ついて、基準を‶たす専任教員を㓄置している。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ１「開設ᤵ業科目一ぴ」 

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別⣬様ᘧ４「科目別専任教員数一ぴ」 
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ᇶ‽㸶㸫２㸫㸲㸸㔜Ⅼᇶ‽ 

ᇶ‽㸶㸫２㸫１ᐃࡿࡵ専௵教ဨ２ࡡࡴ࠾࠾ࡢᩘࡢ௨ୖࠊࡣ専攻ศ㔝

᭷ࢆຊ⬟ࡢᐇົࡢ㧗ᗘࠊࡘࠊࡋ᭷ࢆ㦂⤒ࡢᐇົࡢ㸳年௨ୖࡡࡴ࠾࠾ࡿࡅ࠾

ࠋࡇࡿ࠶࡛⪅ࡿࡍ  

 

（基準８㸫２㸫４に係る状況）  

 

基準 8㸫2㸫1 に規定する専任教員数が 12 名であるため、上記基準を‶たす人数は３名

以上ということとなり、このうち２名については、解㔘指㔪８㸫２㸫４㸫２により、い

わࡺるみなし専任教員（１年につき６単以上のᤵ業科目を担当し、かつ、教育課程の

⦅成その他の法科大学院の組織の運営について㈐任を担う者）でᵓわないこととなる。 

本法科大学院の実務家専任教員は５名（うち、２名が上記のみなし専任教員に当たる

（➟教ᤵ、野中教ᤵ）。）であり、上記基準を‶たすものである。 

なお、５名の実務家教員は、専攻分野における実務の経験を有し、高度な実務の能力

を有する者である。ࠓ資ᩱ 8-2-4-1「実務家教員の経験等」ཧ↷ࠔ 

また、担当科目は、いずれも実務経験との関連が認められるものである。࠙ 解㔘指㔪８

㸫２㸫４㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 8-2-4-1 ᐇົᐙ教ဨࡢ⤒㦂➼ࠔ  

Ặ名  専攻分野  実務経験  経験の内容  担当科目  

大ᶫᘯ  民法  36 年  かつて、裁判官として実

務に携わっていた。  

民法総合１、民法総合２、民法

総合４、民法₇習、法曹理  

➟治  

教ᤵ  

ฮ事ッゴ法  38 年  ฮ事系法務において、弁

護士として実務に携わっ

ている。  

ฮ事ッゴ実務の基礎、模擬裁

判、法曹理、࢚クスࢱーンシ

ップ  

ᕝᮧᰤ一  

教ᤵ  

租税法  35 年  かつて、東京都において、

主税局税制部長等として

実務に携わっていた。  

租税法１、租税法２、租税法₇

習、租税ッゴ実務の基礎  

野中伸子  

教ᤵ  

民事ッゴ法  12 年 6 カ月  裁判官として実務に携わ

っている。  

民事ッゴ法総合 2、民事ッゴ実

務の基礎  

ᓠࡦろみ  

教ᤵ  

ฮ事ッゴ法  5 年 6 カ月  かつて、検察官として実

務に携わっていた。  

ฮ事ッゴ法、ฮ事ッゴ実務の基

礎、模擬裁判、法曹理、ฮ事

裁判と事実認定、ฮ事政策  

 

なお、みなし専任教員にあたる➟教ᤵ、野中教ᤵは、平成 25 年度においては、それ

ぞれ６単以上のᤵ業科目を担当し、かつ、法科大学院の組織運営の基礎になる専攻会

議のᵓ成員であり、組織の運営について㈐任を担っているࠓ資ᩱ 8-2-4-2「専攻会議のᵓ

成及び⫋務」及び別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪８㸫２㸫

４㸫２ࠚ 

 

 

 

 

 

 

 



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 8章     

  - 121 - 

㈨ᩱࠓ 8-2-4-1 専攻会㆟ࡢᵓ成及び⫋ົࠔ 

㤳㒔Ꮫᮾிἲ⛉Ꮫ㝔つ則（抜粋） 

 

（専攻会議のᵓ成）  

第４条  専攻会議は、法科大学院専任教員をもってᵓ成する。  

２  前項の規定にかかわらず、専攻長が必要と認める場合は、専攻会議のᵓ成員に、法科大学院にお

けるᤵ業科目を担当するその他の教員を加えることができる。  

３  専攻会議の議長は、専攻長とする。  

（専攻会議の⫋務）  

第５条  以下の各号にᥖࡆる事項は、専攻会議がᑂ議し、専攻長が決定するものとする。ただし、社

会科学研究科教ᤵ会におけるᑂ議が必要な事項については、この限りでない。  

 (1) 法科大学院における学生の入学、課程の修了その他学生の在⡠に関する事項  

(2) 法務博士（専門⫋）の学のᤵ与に関する事項  

(3) 法科大学院の教育課程の⦅成その他の教育に関する事項  

(4) 法科大学院における研究活動に関する事項  

(5) その他法科大学院の運営に関し、必要な事項  

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 4㹼5 条（専攻会議のᵓ成等） 
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ᇶ‽㸶㸫２㸫㸳 

ᇶ‽㸶㸫２㸫㸲ᐃࡿࡵᐇົࡢ⤒㦂ࢆ᭷ࠊࡘࠊࡋ㧗ᗘࡢᐇົࡢ⬟ຊࢆ᭷

⪅ࡿࡍ᭷ࢆ㦂⤒ࡢᐇົࡢ࡚ࡋ法曹ࠊࡣ２ࡢ㸱ศࡶࡃ࡞ᑡࡢ専௵教ဨࡿࡍ

ࠋࡇࡿ࠶࡛  

 

（基準８㸫２㸫５に係る状況）  

 

本法科大学院における実務家専任教員（みなし専任もྵࡴ）のうち、➟教ᤵ・野中

教ᤵ・大ᶫ教ᤵ、ᓠ教ᤵの４名は、法曹としての実務の経験を有する者である。したが

って、基準８㸫２㸫４の基準に㐺う５名の実務家教員のうち、４名は法曹としての実務

の経験を有する者となる。 

 したがって、法曹としての実務の経験を有する者であることを要する実務家教員の数

は２名(３×２/３)を㉸えて‶たしていることとなる。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 
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 ８㸫３ 教員の教育研究環境  

 

ᇶ‽㸶㸫㸱㸫１ 

法科大学院ࡢ教ဨࡢᤵᴗ㈇ᢸࠊࡣ年ᗘࠊࡈ㐺ṇ࡞⠊ᅖෆࢀࡽࡵ

ࠋࡇࡿ࠸࡚  

 

（基準８㸫３㸫１に係る状況）  

 

本法科大学院専任教員の平成 25 年度のᤵ業㈇担については、大༙の者が、年間 20 単

以下であり、年間 30 単以上のᤵ業㈇担を有する教員はいない。ࠓ資ᩱ 8-3-1-1「専任

教員のᤵ業㈇担」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪８㸫３㸫１㸫１ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ  8-3-1-1 専௵教ဨࡢᤵᴗ㈇ᢸࠔ  

Ặ名  ᤵ業㈇担  Ặ名  ᤵ業㈇担  

▼ᓮ  教ᤵ  10 単  前⏣  教ᤵ  21.9 単  

大ᶫ  教ᤵ  18.4 単  ᓠ  教ᤵ  12.7 単  

ᕝᮧ  教ᤵ  19 単  ▮㷂  教ᤵ  16 単  

ᮌᮧ  教ᤵ  24 単  我ጔ  教ᤵ  10 単  

⠛⏣  教ᤵ  6 単  ➟  教ᤵ  8.9 単  

ᚨ本  教ᤵ  27.1 単  野中  教ᤵ  6 単  

富教ᤵ  （研究専念期間）   

 

また、ව担教員のᤵ業㈇担についても、そのᤵ業㈇担は、㐺正な⠊ᅖ内にとどめられて

いるということができる。ࠓ資ᩱ 8-3-1-2「ව担教員ᤵ業㈇担」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ  8-3-1-2 වᢸ教ဨࡢᤵᴗ㈇ᢸࠔ  

Ặ名  ᤵ業㈇担  Ặ名  ᤵ業㈇担  

大⃝  教ᤵ  2 単  ᮧ  教ᤵ  4 単  

ᱩ⯋  教ᤵ  2 単  ᮌᮧ  教ᤵ  3.8 単  

長㇂ᕝ  教ᤵ  2 単  作内  教ᤵ  0.9 単  

῝ὠ  教ᤵ  2 単  ㇂ཱྀ  教ᤵ  2 単  

ᫍ  教ᤵ  4 単  ✀ᮧ  教ᤵ  4 単  

ᒣ神  教ᤵ  4 単  ሐ  教ᤵ  1.2 単  

ኳ野  教ᤵ  2 単  中ᒸ  教ᤵ  1.1 単  

ᑿᓮ  教ᤵ  6 単  ᇼ⏣  教ᤵ  2.1 単  

門⬥  教ᤵ  4 単   

㸺ὀ㸼ව担教員のᤵ業㈇担は、本法科大学院における単数のみ計上している。  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 
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ᇶ‽㸶㸫㸱㸫２ 

法科大学院ࡢ専௵教ဨࡢࡑࠊࡣ教育ୖࠊ研究ୖ及び⟶理㐠Ⴀୖࡢᴗ⦼

ᛂᩘࠊ࡚ࡌ年ࡈ┦ᙜࡢ研究専念ᮇ㛫ࡀ࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ດࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵ  

 

（基準８㸫３㸫２に係る状況）  

 

首都大学東京においては、平成 19 年 10 月１日に「公立大学法人首都大学東京教員の

特別研究期間制度（サࢸࣂィカル）に関する規程」が整備され、各教員は、ཎ則として、

７年毎に１年間のサࢸࣂィカルを᥇ることが可能となっている。本規程に基づく特別研

究期間は、法科大学院の専任教員に対しても与えられるࠓ資ᩱ 8-3-2-1「研究専念期間に

ついて定めた規程」及び資ᩱ 8-3-2-2「特別研究期間の取得実績」ཧ↷ࠔ。 

 

㈨ᩱࠓ 8-3-2-1 研究専念ᮇ㛫࡚࠸ࡘᐃࡓࡵつ⛬ࠔ  

公立大学法人首都大学東京教員の特別研究期間制度（サࢸࣂィカル）に関する規程  
 
（目的）   

第１条  この規程は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）が設置する大学（以下「本

学」という。）の教員（教ᤵ及び教ᤵ（公立大学法人首都大学東京組織規則（平成 17年法人規則

第３号）第 19条に定める教ᤵ及び教ᤵをいう。）に任命する者をいう。以下同じ。）の特別研究

期間制度について必要な事項を定めることを目的とする。   

（特別研究期間）   

第２条  特別研究期間とは、専門分野に関する教育研究能力の᭦なる向上のため、教員に対して、日ᖖ

的な教育及び管理運営の㈇担をච㝖し、一定期間継⥆的に自主的な調ᰝ研究に専念することを認め

る期間をいう。   

２  前項の期間は、ཎ則６月以上１年以内の引き⥆く一の期間とし、この期間内において、複数の年度

にわたる期間を設定することができる。   

３  前項の規定にかかわらず、産業技術大学院大学に所属する教員については、５月以内の期間とする

ことができる。   

４  特別研究期間のጞ期は、ཎ則４月ཪは 10月とする。ただし、前項にヱ当する場合は、別に定めるこ

とができる。   

（要௳）   

第３条  教員は、次の各号のいずれにもヱ当する場合に、特別研究期間の取得を⏦ㄳすることができる。  

(1) 第１条に定める教員に任用後ཪは┤近の特別研究期間⤊了後から起⟬して、継⥆的に務した

期間が７年以上であること。   

(2) 第１条に定める教員に任用された年度ཪは┤近の特別研究期間が⤊了した⩣年度から起⟬し

て、年度評価（公立大学法人首都大学東京大学教員の評価に関する規程（平成 18年度法人規程第

９号）第４条に定めるものをいう。以下同じ。）において、㹀以上の総合評価を７ᅇ以上得てい

ること。   

(3) 第１号の規定にかかわらず、第２条第３項を㐺用する場合は、第１条に定める教員に任用後ཪ

は┤近の特別研究期間⤊了後から起⟬して、継⥆的に務した期間が３年以上であること。   

(4) 第２号の規定にかかわらず、第２条第３項を㐺用する場合は、第１条に定める教員に任用され

た年度ཪは┤近の特別研究期間が⤊了した⩣年度から起⟬して、年度評価において、㹀以上の総

合評価を３ᅇ以上得ていること。   

２  前項第１号及び第３号の期間の計⟬においては、ཎ則として、公立大学法人首都大学東京教⫋員ᑵ

業規則（平成 17年度法人規則第 21号）第 13条第１項各号に定めるఇ⫋、同規則第 21条に定める結核

ఇ養及び同規則第 48条第３号に定める⫋୪びに公立大学法人首都大学東京教⫋員育ඣ・護ఇ業

規則（平成 17年法人規則第 38号）に定める育ඣఇ業及び護ఇ業（いずれも連⥆した１月以上のも

のに限る。）の期間は㝖⟬する。   

３  第１項の規定にかかわらず、当ヱ年度ᮎの年㱋が 65ṓである場合ཪは当ヱ年度内に㏥⫋となること

が᫂らかな場合は、ཎ則として特別研究期間を取得することはできない。   

４  部局長（公立大学法人首都大学東京組織規則（平成 17年法人規則第３号。以下「組織規則」という。）

第 12条に定める者をいう。以下同じ。）は、第１項にᥖࡆたもののほかに、別㏵要௳を定めること

ができる。   
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(平 19規程 71・平 22規程 34・一部改正 )  

（特別研究期間中のව業・ව⫋）   

第４条  特別研究期間中にව業・ව⫋しようとする場合は、公立大学法人首都大学東京教⫋員のව業等

に関する規則（平成 17年法人規則第 23号）に定める手⥆により許可・承認を得て、研究に支㞀のな

い⠊ᅖでව業・ව⫋に従事することができる。   

（手⥆）   

第５条  特別研究期間を取得しようとする教員は、所属する部局長に対し、取得期間、研究の概要等を

⏦ㄳしなければならない。   

２  部局長は、前項の⏦ㄳを受けた場合には、当ヱ教員の専門分野に関する教育研究能力の᭦なる向上

が期ᚅでき、かつ、当ヱ部局の教育・研究に支㞀がないと認めるときは、当ヱ教員を学長に推⸀す

るものとする。   

３  学長は、前項の推⸀の内容について、本学の教育・研究活動の活性化を通じた質の向上やⱝ手専任

教員の育成等にᐤ与すると認める場合には、これを承認するものとする。   

４  特別研究期間中に所属務場所を㞳れて調ᰝ研究に従事する場合は、出ᙇ等の所定の手⥆を行わな

ければならない。   

（報告）   

第６条  特別研究期間を取得した者は、当ヱ期間⤊了後１月以内に、所属する学長に対して、報告書を

提出しなければならない。  

 

㈨ᩱࠓ 8-3-2-2 特ู研究ᮇ㛫ྲྀࡢᚓᐇ⦼（法科大学院専௵教ဨࡳࡢ）ࠔ  

Ặ名  取得期間  

我ጔ  教ᤵ  平成 22 年 4 月 1 日㹼平成 23 年 3 月 31 日  

⠛⏣  教ᤵ  平成 24 年 4 月 1 日㹼平成 25 年 3 月 31 日  

富  教ᤵ  平成 25 年 4 月 1 日㹼平成 26 年 3 月 31 日（予定）  
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ᇶ‽㸶㸫㸱㸫㸱 

法科大学院ࡢ専௵教ဨࡢ教育ୖ及び研究ୖࢆົ⫋ࡢ⿵ຓࠊࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞㈨

㉁及び⬟ຊࢆ᭷ࡿࡍ⫋ဨࡀ㐺ษࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨  

 

（基準８㸫３㸫３に係る状況）  

 

１ ຓ教の㓄置 

 法科大学院の専任教員の教育上の⫋務を⿵ຓするために、本学では、３名のຓ教を㓄

置している。３名のຓ教は、それぞれ公法系、ฮ事系、民事系を専門とする者から選任

されることとされており、学生に対するᤵ業に関する連⤡、ᤵ業資ᩱの作成等を行って

いる。 

また、教員が多ᛁの際等には、各人の専攻分野に関する学修相ㄯも行っており、教員

を㐺切に⿵ຓしているものである。 

 

２ 図書室におけるྖ書の㓄置 

 また、法科大学院図書室には、ྖ書資格を有する者２名を中心とする担当者が、平日

は༗前９から 22 まで、また、ᅵ日⚃日は༗前９ 15 分から 17  30 分まで、それ

ぞれ在室しており、学生に対して、本の㓄ᯫ場所内、本の検⣴ࢯフトの使用方法の説

᫂等を行い、専任教員の教育上の⿵ຓを行っている。また、これらの者が、学生教育⿵

ຓ・教員の研究支援の一環として、༡大ἑにある本館からの資ᩱ取りᐤせのための事務・

本館からの資ᩱࣆࢥーの取りᐤせのための事務・他大学図書館利用に関する事務も行っ

ている。 



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 8章     

  - 127 - 

 

２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

 本法科大学院における教員組織に関してඃれていると考えられる点は、サࢸࣂィカル

制度が確立している点である。サࢸࣂィカル制度によって教員が一定年限毎に研究専念

期間が与えられることは、単に教員の研究に資するのみでない。そもそも、法科大学院

における教育は、教員の法理論研究の充実を前提としてのみ、可能となると考えられ、

このような研究の質を向上させる制度があることは、法科大学院の教育の質を向上させ

ることになると考えられる。 

 サࢸࣂィカル制度自体、平成 19 年からጞまった制度であり、᪤に実績も３௳あるが、

今後、問題点も発生し得ると考えられる。えば、すべての専任教員が㐺正にサࢸࣂィ

カルを取得することができるようにするためには、専任教員のさらなる増員、㠀ᖖㅮ

ᖌの充実等を図らなければならないと考えられる。 

 

２ 課題等 

 本章で述べたとおり、本法科大学院は、基準に㐺合した教員組織を有するものである

が、教員、とりわけ専任教員のさらなる増員等は、Ọ㐲の課題であり、改善を要する点

であると考えられる。 

 法科大学院教育を行うにࡩさわしい教員が増加することによって、教員のᤵ業㈇担の

さらなる㐺正が図られ、そのことは、教員の研究の質及び㔞の向上をもたらすものであ

る。そして、各教員の法理論研究の充実が図られることによって、法科大学院における

法曹養成教育の質も向上すると考えられる。 
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➨㸷❶ ⟶理㐠Ⴀ➼  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

９㸫１ 管理運営の独自性  

 

ᇶ‽㸷㸫１㸫１ 

法科大学院ࡿࡅ࠾教育άື➼ࢆ㐺ษᐇࡢࡵࡓࡿࡍ⊂自ࡢ㐠Ⴀࡢ⤌ࡳ

㐠ࡢ法科大学院ࠕ会㆟（௨ୗࡿࡍᑂ㆟ࢆ㔜せ㡯ࡿࡍ㛵㐠Ⴀࡢ法科大学院ࠊ࡚ࡋ

Ⴀ㛵ࡿࡍ会㆟ࠖࠋ࠺࠸）及び専௵ࡢ㛗ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨ࡀ 

 

（基準９㸫１㸫１に係る状況）  

 

本法科大学院（社会科学研究科法曹養成専攻）は、社会科学研究科の１専攻として置

かれるものではあるが、管理・運営の独自性を確ಖするため、様々な制度がᵓ⠏されて

いる。そもそも、法曹養成専攻は、独自性を確ಖするために、他部局とは場所的に独立

した晴海キャンパスに設置されているところであり、独自性を確ಖしやすい環境を整え

ている。 

 

１ 専攻長及び専攻会議の設置 

 本法科大学院には、法曹養成専攻長が置かれているࠓ資ᩱ 9-1-1-1「専攻長の⫋」ཧ↷ࠔ。 

そして、本法科大学院には、法科大学院の教ᤵ会に当たる「専攻会議」が設置されて

おり、法科大学院の運営にかかる事項については、専攻会議におけるᑂ議に基づき、専

攻長が決定することとなっている。 

 専攻会議は、毎月１ᅇ（ただし、８月を㝖く）開ദされる。そして、そのᵓ成員は、

ཎ則として、いわࡺるみなし専任教員もྵࡴ法科大学院専任教員であるが、必要に応じ

て、ව担教員等もᵓ成員となっている。ࠓ資ᩱ 9-1-1-2「専攻会議の設置及びᵓ成等」ཧ

ࠔ࠙↷ 解㔘指㔪９㸫１㸫１㸫１࠙ࠚ 解㔘指㔪９㸫１㸫１㸫２ࠚ 

  

そして、専攻長を議長としてᑂ議が行われるが、ල体的なᑂ議事項としては、(1) 法

科大学院における学生の入学、課程の修了その他学生の在⡠に関する事項、(2) 法務博

士（専門⫋）の学のᤵ与に関する事項、(3) 法科大学院の教育課程の⦅成その他の教

育に関する事項、(4) 法科大学院における研究活動に関する事項、(5) その他法科大学

院の運営に関し、必要な事項となっている。 

ただし、このうち、学生の修了認定や入学者選抜等の重要事項については、専攻会議

のみで決定することはできず、正ᘧには、社会科学研究科教ᤵ会の議を経て、社会科学

研究科長が決定する必要があるが、これまでは、専攻会議におけるᑂ議がᑛ重され、そ

れがそされたことはない。その結果、専攻会議においてこれらの事項に関する実質的ᑂ

議を行い、そこにおける意思決定を社会科学研究科教ᤵ会はᑛ重する័行がᙧ成されて

いるということができ、この័行が⥔持される限り、実質的には独自に運営を行ってい

ることとなる。また、法科大学院の教員人事については、ᙧᘧ的には、公立大学法人首

都大学東京の人事委員会が担当するが、これまでも、教員人事については、実質的に法
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科大学院専攻会議でᑂ議を行った上で、社会科学研究科教ᤵ会でそれを承認し、当ヱ意

見が人事委員会等においてもᑛ重されてきたところである。࠙ 解㔘指㔪９㸫１㸫１㸫３ࠚ 

なお、法科大学院の教育カリキュラム・教育方法・成績評価等に関する事項について

も、ཎ則的には、専攻会議においてᑂ議し、専攻長が決定すべき事項となっているとこ

ろであるが、法科大学院の FD 会議において、ᑂ議・決定を行う場合がある（「首都大学

東京法科大学院規則」第 10 条）。これは、学生教育に関する事項については、本法科大

学院でᤵ業を担当するすべての教員がཧ加することが予定される FD 会議で実質的なᑂ議

を行うことがጇ当な場合もあり、本法科大学院でᤵ業を担当するすべての教員が積極的

に教育改善に関与する制度として状況に応じて活用しているものである。とはいえ、こ

れらの制度改善についても、最⤊的に㈐任を担うこととなるのは専任教員でᵓ成される

専攻会議であることはゝうまでもない。 

 以上のように、本法科大学院の運営については、専攻会議を中心として、独自の運営

の組みが制度上、ᵓ⠏されているところである。  

 

㈨ᩱࠓ 9-1-1-1 専攻㛗ࠔ⫋ࡢ 

公立大学法人首都大学東京組織規則 （抜粋） 

 

（専攻長等の⫋）  

第１５条の３  首都大学東京大学院学則（平成 17 年度法人規則第 49 号）第 4 条第 1 項及び産業技術

大学院大学学則 (平成 18 年度法人規則第 3 号 )第４条第１項に定める専攻に専攻長を、首都大学東京

大学院学則第 4 条第 2 項に定める学域に学域長を置く。  

 

㈨ᩱࠓ 9-1-1-2 専攻会㆟ࡢタ⨨及びᵓ成➼ࠔ 

首都大学東京法科大学院規則 （抜粋） 

 

（専攻会議の設置）  

第３条  法科大学院に、専攻会議を置く。  

（専攻会議のᵓ成）  

第４条  専攻会議は、法科大学院専任教員をもってᵓ成する。  

２  前項の規定にかかわらず、専攻長が必要と認める場合は、専攻会議のᵓ成員に、法科大学院にお

けるᤵ業科目を担当するその他の教員を加えることができる。  

３  専攻会議の議長は、専攻長とする。  

（専攻会議の⫋務）  

第５条  以下の各号にᥖࡆる事項は、専攻会議がᑂ議し、専攻長が決定するものとする。ただし、社

会科学研究科教ᤵ会におけるᑂ議が必要な事項については、この限りでない。  

 (1) 法科大学院における学生の入学、課程の修了その他学生の在⡠に関する事項  

(2) 法務博士（専門⫋）の学のᤵ与に関する事項  

(3) 法科大学院の教育課程の⦅成その他の教育に関する事項  

(4) 法科大学院における研究活動に関する事項  

(5) その他法科大学院の運営に関し、必要な事項  

 

（出：別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」）  

 

２ 法科大学院の組織（各✀委員会） 

 また、本法科大学院の運営をに行うために、独自の各✀委員会を設置し、それぞ

れの委員会が所管の事務を行っているところである。ල体的には、下表のとおりの委員

会が設置され、それぞれの⫋務を㐙行している。ࠓ資ᩱ 9-1-1-3「各✀委員会リスト」及

び資ᩱ 9-1-1-4「法科大学院における委員会等における準則」ཧ↷ࠔ 
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㈨ᩱࠓ 9-1-1-3 ྛ✀ጤဨ会ࣜࠔࢺࢫ 

委員会名  平成 25 年度委員  委員会名  平成 25 年度委員  

自己点検委員会  ᚨ本教ᤵ、前⏣教ᤵ、  

▮ᓮ教ᤵ  

FD 委員会  ᚨ本教ᤵ、前⏣教ᤵ、  

▮ᓮ教ᤵ  

教務委員会  ▮ᓮ教ᤵ  学生委員会  ᕝᮧ教ᤵ  

入ヨ委員会  ᓠ教ᤵ、ᮌᮧ（ග）教ᤵ  広報委員会  我ጔ教ᤵ  

図書報委員会  ᮌᮧ（ග）教ᤵ  ᑵ⫋支援委員会  ⠛⏣教ᤵ  

研究室主任  ▼ᓮ教ᤵ   

 

㈨ᩱࠓ 9-1-1-4 法科大学院ࡿࡅ࠾ጤဨ会➼㛵ࠔ๎‽ࡿࡍ 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（目的）  

第１条  本準則は、法科大学院の運営に関し必要な委員会等を置き、その⫋務その他の事項を定める

ことを目的とする。  

（定⩏）  

第２条  本準則における「専攻長」とは、公立大学法人首都大学東京組織規則第 15条の３に基づき、

法科大学院に置かれた専攻長をいう。  

２  本準則における「準則」とは、首都大学東京法科大学院規則（以下「法科大学院規則」という。）

第７条に基づき定められた法科大学院準則をいう。  

（自己点検委員会の設置）  

第３条  法科大学院に、法科大学院自己点検・評価委員会（以下「自己点検委員会」という。）を置

く。  

（自己点検委員会の⫋務）  

第４条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院における教育環境、学修環境及び研究環境の点検・評価に関する事項  

 (2) 外部機関による第三者評価に関する事項  

 (3) その他法科大学院の自己点検・評価に関するすべての事項  

（自己点検委員会のᵓ成）  

第５条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる者によってᵓ成する。  

 (1) 専攻長  

 (2) 教務委員  

 (3) 専攻長が任命したその他の教員  

２  自己点検委員会は、専攻長を委員長とする。  

（ FD委員会の設置）  

第６条  法科大学院に、法科大学院フカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ント委員会（以下「 FD委員会」とい

う。）を置く。  

（ FD委員会の⫋務）  

第７条  FD委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院規則第 10条に定める FD会議の運営に関する事項  

 (2) ᤵ業評価に関する事項  

 (3) その他法科大学院のフカルࢸィࢹィࣟ࣋ップ࣓ントに関するすべての事項  

（ FD委員会のᵓ成）  

第８条  FD委員会は、以下の各号にᥖࡆる者によってᵓ成する。  

 (1) 専攻長                                       

 (2) 専攻長が任命したその他の教員  

２  FD委員会は、専攻長を委員長とする。  

（教務委員会の設置）  

第９条  法科大学院に、法科大学院教務委員会（以下「教務委員会」という。）を置く。  

（教務委員会の⫋務）  

第１㸮条  教務委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) カリキュラムの管理  

 (2) 開ㅮするᤵ業科目の管理  

 (3) 開ㅮするᤵ業科目の間の調整  

 (4) 科目ᒚ修説᫂会の実施  
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 (5) 期ᮎヨ験の実施にかかる事項  

 (6) その他法科大学院の教務に関するすべての事項  

（学生委員会の設置）  

第１１条  法科大学院に、法科大学院学生委員会（以下「学生委員会」という。）を置く。  

（学生委員会の⫋務）  

第１２条  学生委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 学生の㐺応相ㄯに関する事項  

 (2) ᤵ業ᩱ等のῶ㢠及びච㝖に関する事項  

 (3) 学生指導に関する事項  

 (4) その他法科大学院の学生生活に関するすべての事項（ただし、ࢭクシャルࣁラス࣓ントཪはア

カࢹミックࣁラス࣓ントに関する事項を㝖く。）  

（入ヨ委員会の設置）  

第１３条  法科大学院に、法科大学院入ヨ委員会（以下「入ヨ委員会」という。）を置く。  

（入ヨ委員会の⫋務）  

第１４条  入ヨ委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院の入学者選考の実施に関する事項  

 (2) 法科大学院の入学者選抜説᫂会の実施に関する事項  

 (3) その他法科大学院の入学者選考に関するすべての事項  

（広報委員会の設置）  

第１５条  法科大学院に、法科大学院広報委員会（以下「広報委員会」という。）を置く。  

第１６条  広報委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院のࣈ࢙࢘サトの管理  

 (2) 法科大学院内の作成  

 (3) その他法科大学院の広報に関する事項  

（図書報委員会の設置）  

第１７条  法科大学院に、法科大学院図書報委員会（以下「図書報委員会」という。）を置く。  

（図書報委員会の⫋務）  

第１８条  図書報委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 学術資ᩱの集、㉎入、管理、運用及びฎ分に関する事項  

 (2) 学術資ᩱのຠ果的利用のための運用に関する事項  

 (3) その他図書室に関するすべての事項  

（ᑵ⫋支援委員会の設置）  

第１８条の２  法科大学院に、法科大学院ᑵ⫋支援委員会（以下「ᑵ⫋支援委員会」という。）を置

く。  

（ᑵ⫋支援委員会の⫋務）  

第１８条の３  ᑵ⫋支援委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 学生のᑵ⫋指導に関する事項  

 (2) ᑵ⫋報の集および提供に関する事項  

 (3) その他学生のᑵ⫋に関するすべての事項  

（研究室主任の設置）  

第１９条  法科大学院に、法科大学院研究室主任（以下「研究室主任」という。）を置く。  

（研究室主任の⫋務）  

第２㸮条  研究室主任は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院における研究㈝の管理に関する事項  

 (2) 法科大学院における研究室及び院生室の使用に関する事項  

 (3) その他法科大学院の研究環境に関するすべての事項  

（委員等の任命）  

第２１条  教務委員会、学生委員会、入ヨ委員会、広報委員会、図書報委員会及びᑵ⫋支援委員会

の委員୪びに研究室主任は、専攻長が任命する。  

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別⣬様ᘧ３「教員一ぴ、教員分㢮別内ヂ」 

・別ῧ資ᩱ５「首都大学東京法科大学院規則」第 3-5 条（専攻会議の設置等） 

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 
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ᇶ‽㸷㸫１㸫２ 

法科大学院ࡢ⟶理㐠Ⴀࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆ法科大学院ࡢタ⨨ᙧែ及びつᶍ➼

ᛂࠊ࡚ࡌ㐺ษ࡞ົయไᩚࡀഛࠊࢀࡉ⫋ဨࡀ㐺ษࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀ⨨  

 

（基準９㸫１㸫２に係る状況）  

 

本法科大学院の管理運営に関する事務は、課長もྵめ、現在 10 名の⫋員によって行わ

れている 

なお、組織上は、文系管理課と文系学務課の２組織にまたがるが、୧課の課長はව務

となっており、実質上は１組織として機能しているࠓ資ᩱ 9-1-2-1「法科大学院事務組織」

ཧ↷及び別ῧ資ᩱ 54「大学の事務組織図」ཧ↷ࠔ。 

また、事務⫋員６名のうち、本法科大学院のᗢ務、会計及び施設に関する事務として

４名が担当し、ṧる２名が教務、入ヨ及び学生対応に関する事務を担当しているが、入

ヨ等の行事や⦾ᛁ期には、組織全体として対応する態ໃを組んでいる。 

このほかに、図書室に務するྖ書２名と、学生相ㄯ室に務する心理カ࢘ンࢭラー

１名を㓄置している。 

以上のように、本法科大学院の規模、容員数 156 名（在校生は 117 名）に↷らし合

わせると、㐺切な体制であると考えられる。 

 

㈨ᩱࠓ 9-1-2-1 法科大学院ົ⤌⧊ࠔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ 54「大学の事務組織図」 

 

文系管理課長  晴海キャンパス管理係  

文系学務課長  

 事務５名（ᖖ４名・㠀ᖖ１名）ە

書２名（㠀ᖖ）ྖە  

ラー１名（㠀ᖖ）ࢭン࢘心理カە  

法曹養成専攻担当  

（教務・入ヨなど）  

事務１名（ᖖ）ە  

ව務  

首都大学東京  

管理部長  



首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 第 9章     

  - 133 - 

 

ᇶ‽㸷㸫１㸫㸱 

法科大学院ࡿࡅ࠾教育άື➼ࢆ㐺ษᐇ࠸ࡋࢃࡉࡩࡵࡓࡿࡍ㈈ᨻ的

ᇶ♏ࢆ᭷ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ  

 

（基準９㸫１㸫３に係る状況）  

 

本法科大学院では、教育活動等を㐺切に実施するためにࡩさわしい予⟬を確ಖし、

に運営されているところである。ࠓ資ᩱ 9-1-3-1「法科大学院予⟬・決⟬実績」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 9-1-3-1 法科大学院ண⟬࣭Ỵ⟬ᐇ⦼ࠔ  

区   分  23 年度  

予⟬  

23 年度  

決⟬  

24 年度  

予⟬  

24 年度  

決⟬  

25 年度  

予⟬  

一⯡財※  87,211 70,246 84,633 69,997 85,942 

 一⯡管理㈝  2,176 2,180 2,031 1,639 1,964 

人௳㈝  210 71 301 146 301 

教育㈝  25,051 23,931 24,036 22,630 22,529 

教育研究支援㈝  8,649 10,564 8,130 10,507 11,537 

ᘓ≀⥔持管理㈝  51,125 33,500 50,135 35,075 49,611 

（単は༓）  

 

 なお、これらの運営資㔠については、法科大学院の運営の実態に応じて、設置者であ

る公立大学法人首都大学東京からされるものである。 

また、予⟬の⏦ㄳ（資㔠の使㏵もྵめて）については、晴海キャンパスを事務的に統

ᣓする文系管理課が行っているが、その際、設置者ഃの財務担当部⨫によるࣄアリンࢢ

（意見⫈取）が必ず行われており、教育現場である法科大学院の意見が、可能な限り

ᫎされる制度となっている。特に、図書予⟬やࣈ࢙࢘検⣴シスࢸムの導入などについて

は、文系管理課と法科大学院図書報委員教員とが協議し、その協議に基づいた要求を

行っており、そこで要求された内容がᫎされ、予⟬がᇳ行されている。࠙ 解㔘指㔪９㸫

１㸫３㸫１ࠚ 
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２ 特長及び課題等   

  

１ 特長 

 本法科大学院は、社会科学研究科の１専攻として置かれるものではあるが、他部局と

は場所的に独立した晴海キャンパスに設置されていることもあり、独自性を確ಖしやす

い環境を整えている。 

 

２ 課題等 

 管理運営体制の点での課題として、法科大学院専攻長が大学の最⤊決定機関である教

育研究ᑂ議会に出ᖍしておらず、さらに、法科大学院が所属する社会科学研究科の科長

も、教育研究ᑂ議会の正ᘧなᵓ成員となっていない。これらの課題は、首都大学東京開

学以来のᠱ事項であるが、本法科大学院においても、引き⥆き、㐺切な管理運営体制

のᵓ⠏に向け、取り組んでいく。 
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➨１㸮❶ タࠊタഛ及びᅗ書㤋➼  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

１㸮㸫１ 施設、設備及び図書館等  

 

ᇶ‽１㸮㸫１㸫１ 

法科大学院ࡢࡑࠊࡣつᶍᛂࠊࡌ教ဨࡿࡼ教育及び研究୪び学⏕ࡢ

学⩦ࡢࡑᙜヱ法科大学院ࡢ㐠Ⴀᚲせ࡞✀㢮ࠊつᶍࠊ㉁及びᩘࡢ教ᐊ₇ࠊ

⩦ᐊࠊᐇ⩦ᐊࠊ自⩦ᐊࠊᅗ書㤋ࠊ教ဨᐊࡢࡑࡢタࡀഛࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ 

 

（基準１㸮㸫１㸫１に係る状況）  

  

１ 教室・₇習室・実習室 

本法科大学院における教室、₇習室及び実習室は、すべて本法科大学院の専用施設で

あり、以下ࠓ資ᩱ 10-1-1-1「教室・₇習室・実習室の概要」ࠔに記㍕するとおりであるが、

まず、学生数 117 名（容人数 156 名）の小規模法科大学院にもかかわらず、模擬法廷

をྵめて 12 もの教室があることは、規模、質及び数の㠃において༑分な設備であると考

えられる。特に模擬法廷が設置され、裁判所と同様の設備によって模擬裁判等のᤵ業を

実施することが可能となっているのは特➹すべき点である。࠙ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫

ࠚ１࠙ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫７ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 10-1-1-1 教ᐊ࣭₇⩦ᐊ࣭ᐇ⩦ᐊࡢᴫせࠔ  

区分  名称  㠃積  定員  備ရ  

教室  

小ㅮ⩏室  

405 教室  76 ੍  24 名  2 人用ᮘ 12 ྎ、᳔子 24 ⬮  

406 教室  81 ੍  30 名  
2 人用ᮘ 15 ྎ、᳔子 30 ⬮、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、

ク・㡢㡪設備࣐  

407 教室  79 ੍  18 名  2 人用ᮘ 9 ྎ、᳔子 18 ⬮  

705 教室  77 ੍  18 名  2 人用ᮘ 9 ྎ、᳔子 18 ク・㡢㡪設備࣐、⬮  

中ㅮ⩏室  

401 教室  153 ੍  78 名  
2 人用ᮘ 39 ྎ、᳔子 78 ⬮、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、

ク・㡢㡪設備࣐  

403 教室  99 ੍  48 名  
1 人用ᮘ 48 ྎ、᳔子 48 ⬮、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、

ク・㡢㡪設備࣐  

404 教室  161 ੍  78 名  
2 人用ᮘ 39 ྎ、᳔子 78 ⬮、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、

ク・㡢㡪設備࣐  

大ㅮ⩏室  

701 教室  231 ੍  84 名  2 人用ᮘ 42 ྎ、᳔子 84 ク・㡢㡪設備࣐、⬮  

702 教室  247 ੍  180 名  
2 人用ᮘ 45 ྎ、᳔子 180 ⬮、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、 

、ク・㡢㡪設備࣐ DVD プレࣖー  

₇習室  507 教室  76 ੍  24 名  2 人用ᮘ 12 ྎ、᳔子 24 ⬮  

実習室  

模擬法廷  120 ੍  ̿  

裁判官ᖍ 3 人分、書記官ᖍ 3 人分、ཎ告ഃᖍ 5 人

分、⿕告ഃᖍ 5 人分、ド人ᖍ、ഐ⫈ᖍ 67 人分、プ

ーࢱク࢙ࢪࣟ 1 ク・㡢㡪設備࣐、ྎ  

新模擬法廷  55 ੍  ̿  
裁判官・裁判員ᖍ 9 人分、書記官ᖍ 3 人分、ཎ告

ഃᖍ 5 人分、⿕告ഃᖍ 5 人分、ド人ᖍ  
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２ 自習室 

本法科大学院における自習室は、すべて本法科大学院の専用施設であり、以下ࠓ資ᩱ

10-1-1-2「自習室の概要」ࠔに記㍕するとおりであるが、本法科大学院ではすべての学生

に対して個人ᖍを与え、学生は年ᮎ年ጞを㝖き、９から 22 まで個人ᖍを使用するこ

とができる。また、同じ階に自主ゼミ用の自習室が３室、さらに１階にも自主ゼミ用の

自習室が５室あり、学生同士の共同学修や₇習等に活用されている。なお、上述の個人

ᖍは５階にあるが、２階下の３階に法科大学院専用図書室があり、学生は学修の中で必

要となった文献資ᩱをすࡄに図書室で検⣴・集することができるようになっている。

別ῧ資ᩱࠓ 13「院生室の利用に関する準則」、別ῧ資ᩱ 14「自習室の利用に関する準則」、

別ῧ資ᩱ 15「学生ゼミ室の利用に関する準則」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫２࠙ࠚ 解

㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫７ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 10-1-1-2 自⩦ᐊࡢᴫせࠔ  

区分  名称  㠃積  定員  備ရ  

院生用自習室  504 教室  226 ੍  70 名  キャレル 70 ᖍ  

506 教室  154 ੍  86 名  キャレル 86 ᖍ  

修了生用自習室  501 教室  97 ੍  38 名  キャレル 38 ᖍ  

502 教室  54 ੍  10 名  キャレル 10 ᖍ  

503 教室  78 ੍  26 名  キャレル 26 ᖍ  

₇習室用  

（自主ゼミ用）  

104 教室  19 ੍  8 名  ゼミ用ࢸーࣈル１ྎ、᳔子８⬮  

105 教室  22 ੍  8 名  ゼミ用ࢸーࣈル１ྎ、᳔子８⬮  

106 教室  19 ੍  8 名  ゼミ用ࢸーࣈル１ྎ、᳔子８⬮  

112 教室  19 ੍  8 名  ゼミ用ࢸーࣈル１ྎ、᳔子８⬮  

113 教室  22 ੍  8 名  ゼミ用ࢸーࣈル１ྎ、᳔子８⬮  

508 教室  59 ੍  12 名  2 人用ᮘ 6 ྎ、᳔子 12 ⬮  

509 教室  44 ੍  10 名  1 人用ᮘ 8 ྎ、᳔子 8 ⬮  

510 教室  57 ੍  12 名  1 人用ᮘ 12 ྎ、᳔子 12 ⬮  

 

３ 図書館 

（１）施設及び運営体制 

本法科大学院は専用の図書室（771 ੍）を有しており、法科大学院所属の学生・修了

生及び担当教員のみが使用する専用施設となっている。ࠓ資ᩱ 10-1-1-3「図書室の利用

者」ཧ↷ࠔ 

また、図書及び資ᩱを活用しての学生の学修୪びに教員による教育及び研究の

化を実現するための体制として、これら図書室の運営に関する事項について所管する

法科大学院図書報委員会を設置している。ࠓ資ᩱ 10-1-1-4「図書報委員会の設置」

ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫３࠙ࠚ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫７ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 10-1-1-3 ᅗ書ᐊࡢ⏝⪅ࠔ 

図書室の利用に関する準則（抜粋） 

 

（利用者）  

第 2 条  利用者は、院生その他専攻会議の議を経て専攻長が認めた者に限る。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 16「図書室の利用に関する準則」）  

 

㈨ᩱࠓ 10-1-1-4 ᅗ書報ጤဨ会ࡢタ⨨ࠔ 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（図書報委員会の設置）  

第１７条  法科大学院に、法科大学院図書報委員会（以下「図書報委員会」という。）を置く。  

（図書報委員会の⫋務）  

第１８条  図書報委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 学術資ᩱの集、㉎入、管理、運用及びฎ分に関する事項  

 (2) 学術資ᩱのຠ果的利用のための運用に関する事項  

 (3) その他図書室に関するすべての事項  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

（２）図書室のⶶ書 

図書室のⶶ書は約３５༓となっている。本学の学部教育を行う༡大ἑキャンパ

ス（東京都ඵ⋤子市）からはⱝᖸ㞳れているという事もあり、本法科大学院の図書

室は設置にあたってほとんどゼࣟからスࢱートすることをవなくされた。しかし、

その後の予⟬的措置、及び༡大ἑキャンパスから教員研究室⛣㌿に伴う⛣動があった

ことなどにより、ⶶ書は╔実に充実してきており、法科大学院として必要とされる水

準を‶たすに⮳ったと考えられる。このほか、図書室には雑ㄅ約 100 トル、他大ࢱ

学の法科大学院⣖要、新⪺のほか、法学関係のࢹー࣋ࢱースが備えられている。 

なお、法科大学院図書室の書⡠は、教員がり出す場合を㝖き、⚗ᖏ出となってお

り、学生は、図書室内で㜀ぴ・複等を行い、利用することとなっている。そのため、

図書資ᩱのᩓ㐓等がなく、㐺切な管理及び⥔持が可能となっている。ࠓ資ᩱ 10-1-1-5

「書⡠の⚗ᖏ出」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 
㈨ᩱࠓ 10-1-1-5 書⡠ࡢ⚗ᖏฟࠔ 

図書室の利用に関する準則（抜粋） 

 

（書⡠の⚗ᖏ出）  

第 4 条  書⡠は、⚗ᖏ出とし、図書館内で利用しなければならない。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 16「図書室の利用に関する準則」）  

 

（３）パࢥࢯンの活用 

  図書室にే設されるパࢥࢯン室には、パࢥࢯン 29 ྎ、プリン５ྎࢱが備え置かれて

おり、㟁子的な法報の活用や、ンࢱーࢿット上の法報の集等が可能となって

いる。ල体的には、ࢹー࣋ࢱースとして、主に以下のものを利用することができるよ

うになっている。別ῧ資ᩱ ࠔ࠙↷ཧ「の利用に関する準則ࢱューࣆンࢥ」18 解㔘指㔪１

㸮㸫１㸫１㸫３ࠚ 
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 ࠙利用可能ࢹー࣋ࢱースリストࠚ 

・判ࢹー࣋ࢱース「LEX/DB  ット」（TKC）ࢿーࢱン

・「WEB ∧法律判文献報」（第一法規） 

・「LLI 統合ᆺ法律報シスࢸム」 

  ・ア࣓リカ法検⣴シスࢸム「Hein-on-Line」及び「WEST LAW」 

 ム「Juris-on-Line」ࢸ法検⣴シスࢶࢻ・  

・DVD ∧法律雑ㄅ（「ࢪュリスト」、「最高裁判所判解説」等） 

 

（４）༡大ἑキャンパス等の図書館の利用 

また、学生は༡大ἑキャンパスにある総合図書館及び図書報ࢭンࢱー法学系図書

室を利用することが可能である。 

なお、これらの図書室におけるⶶ書・利用状況等についても、ࣈ࢙࢘サト上の OPAC

（http://www.opac.lib.tmu.ac.jp/webopac/catsrd.do）により、晴海キャンパスから

検⣴可能となっている。 

さらに、本学においては、本学図書館にⶶ書していない図書について、他大学等か

らの㈚の手⥆について、すべてࣈ࢙࢘サト上から行うことが可能となっており、

教員及び学生の図書報利用のが図られている。࠙ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫３ࠚ 

 

（５）ྖ書⫋員の体制 

図書室においては、平日のࢱࢹムにはẚ㍑的利用が多いことから２名のྖ書（㠀

ᖖዎ約⫋員）を（８:45-17:30 務）、それ以外の平日ኪ間（17:10-22:10 の務）

やᅵ日⚃日（９:00-17.45 の務）にも１名のྖ書（業務委ク）務させており、それ

によって༑分な開館間を確ಖし、学生による自習等をより容᫆なものとしている。

࠙解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫４ࠚ 

 

４ 教員室 

本法科大学院における教員室（本法科大学院内では「研究室」と称する）は、以下ࠓ資

ᩱ 10-1-1-6「教員室の概要」ࠔに記㍕するとおりであるが、まず、本法科大学院において

は、すべての専任教員に個室の研究室が与えられている。さらに、㠀ᖖ教員のために

も共同研究室とㅮᖌ᥍室の２室があり、ᤵ業準備等をに行うことができるようにし

ている。 

また、教員用の設備・機ჾとして、༳ๅ機２ྎ（༳ๅ室室）が㓄置されており、ㅮ⩏

において㓄ᕸするレࢪュ࣓の༳ๅ等に活用されている。また、ㅮᖌ᥍室には、ࣟッカー

８ྎのほかパࢥࢯン・プリンࣆࢥ・ࢱー機・༳ๅ機・㟁ヰ機・スキャࢼ・࣓ールボック

ス等が、共同研究室にはࣟッカー36 ྎのほか、パࢥࢯン（５ྎ）・プリン（２ྎ）ࢱ・ス

キャ（２ྎ）ࢼ・プ࢙ࣟࢪクࢱー・ラミࢿーࢱ・〇本機・フクシミリ・㟁ヰ機等がそれ

ぞれ備えけられており、ව任の者もྵめ教員によるㅮ⩏準備等が༑分可能となってい

る。࠙ 解㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫５ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 10-1-1-6 教ဨᐊࡢᴫせࠔ  

区分  名称  部ᒇ数  㠃積  備ရ  

6 階：教員専用個室  

（専任教員用）  
各研究室  20 30㹼 36 ੍  ᮘ、᳔子、書Ჴ、ࣟッカー等  

6・ 7 階：教員共用室  

（㠀ᖖྵࡴ）  

共同研究室  

（ 7 階）  

1 81 ੍  PC5 ྎ、プリンࢱ 2 ྎ、スキャࢼ 2 ྎ、

ラミࢿーࢱ 1 ྎ、〇本機 1 ྎ、ࣟッカー

36 ྎ、プ࢙ࣟࢪクࢱー 1 ྎ、カ࣓ラ 1 ྎ、

書Ჴ等  

ㅮᖌ᥍室  

（ 6 階）  

1 65 ੍  PC1 ྎ、プリンࢱ 1 ྎ、スキャࢼ 1 ྎ、

ࣟッカー 8 ー機ࣆࢥ、ྎ 1 ྎ、༳ๅ機 1

ྎ、࣓ールボックス、書Ჴ等  

༳ๅ室  1 43 ੍  ༳ๅ機 2 ྎ  

6 階：ຓ教用教員室  ຓ教室  1 37 ੍  パࢥࢯン 3 ྎ  

 

なお、教員が学生と㠃ㄯできる独立したスペースとして、上記の研究室のほか、 507

教室（オフィス・アワーを行うための教室）、共同研究室及びㅮᖌ᥍室を備えている。࠙ 解

㔘指㔪１㸮㸫１㸫１㸫６ࠚ 

 

５ その他の学習施設 

 上記１から４のほか、法科大学院の学生も利用できる施設の一として、以下のよう

なものがある。 

 

（１）首都大学東京図書報ࢭンࢱー本館 

  全学部・研究科で共通して利用される資ᩱを中心に、約 65 のⶶ書がある。本施

設のⶶ書については、法科大学院の学生も法科大学院図書室を通じて取りᐤせ、り

出すことができる。 

 

（２）首都大学東京図書報ࢭンࢱー法学系図書室（「法政研究室」） 

法学・政治学の専門文献を中心に、約 18 のⶶ書がある。 

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 

第 17-18 条（図書報委員会） 

・別ῧ資ᩱ 13「院生室の利用に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 14「自習室の利用に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 15「学生ゼミ室の利用に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 16「図書館の利用に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 17「修了生による修了生自習室及び図書室自習ᮘの利用に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ  「の利用に関する準則ࢱューࣆンࢥ」18

・別ῧ資ᩱ 51「晴海キャンパス校⯋内図」 
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２ 特長及び課題等   

  

１ 特長 

本法科大学院の施設（ᘓ≀）は、元々法科大学院としての使用に㐺しており、設置後

の整備により一ᒙ充実しつつある。本法科大学院の施設は当ึ東京都立▷期大学経営シ

スࢸム学科が使用しており、各大学法学部が使用する施設の一⯡的なとẚべ、少人数

（概ࡡ 100 名以内）教室の数が多かった。法科大学院制度全体の特色に少人数教育の充

実がᣲࡆられていることにも㚷みれば、この点は㠀ᖖに大きな利点であったとゝえる。

また、このような経⦋から、本法科大学院の施設は༑分にవ⿱のあるものであり（東京

都立▷期大学経営シスࢸム学科は 1 学年 100 名でᒚ修年限 3 年であった）、設置以前・以

後において༑分なᣑ充を行うことができた（模擬法廷・院生室などはすべて本法科大学

院設立のため、新たに設置したものである）。その一として、院生室を整備し、本法科

大学院が各学生に対してᅛ定ᖍを与えていることをᣲࡆることができる。 

 このように法科大学院のために㐺切な施設が確ಖされていることは、ඃれた点である。 

 

２ 課題等 

 本法科大学院の図書室は、法科大学院の開設にేせて設置されたものであり、図書文

献資ᩱのさらなる充実を図るべき点は、改善を要する点である。᪤述の通り、現状にお

いても本法科大学院の図書室は一定の水準を‶たしているものと考えられるが、資ᩱ

集の継⥆性および一㈏性を確ಖするためにも、また特にྂ的文献について一ᒙの集

を行うためにも、今後も༑分な予⟬を確ಖし資ᩱの集を継⥆していくことが必要であ

る。 
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➨１１❶ 自己Ⅼ᳨及び評価➼  

 

１ 基準ごとの分ᯒ  

 

１１㸫１ 自己点検及び評価  

 

ᇶ‽１１㸫１㸫１㸸㔜Ⅼᇶ‽  

法科大学院ࡢ教育Ỉ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࢆᅗࠊࡾ法科大学院ࡢ社会的ࢆᯝ

ࡍᐇࢆ（ࠋ࠺࠸自己Ⅼ᳨及び評価ࠖࠕ௨ୗ）Ⅼ᳨及び評価ࡽ自ࠊࡵࡓࡍࡓ

㐩成ࡢ理念及び目ᶆࡢ教育ࡢᙜヱ法科大学院ࠊࢀࡉഛᩚࡀయไ࡞㐺ᙜࡢࡵࡓࡿ

≧況ࡢࡑ教育άື➼ࡢ≧況ࠊ࡚࠸ࡘ㐺ษ࡞評価㡯目ࡀタᐃࢀࡑࠊࢀࡉᇶ

➼教育άືࡢᙜヱ法科大学院ࡀᯝ⤖ࡢࡑࠊࢀࡉᐇࡀ自己Ⅼ᳨及び評価࡚࠸࡙

 ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝άᨵၿࡢ

 

（基準１１㸫１㸫１に係る状況）  

  

１ 自己点検・評価の実施体制 

 本法科大学院においては、教育水準の⥔持向上を図り、社会的使命を果たすために自

ら点検及び評価を行う組織として、自己点検・評価委員会が設置されており、当ヱ委員

会を中心として、単年度評価（毎年行う自己点検・評価）と、総評価（５年に１ᅇ、第

三者機関による認ド評価を受ける前段階として行う自己点検・評価）の方を行ってい

るところであるࠓ資ᩱ 11-1-1-1「自己点検委員会の設置等」及び資ᩱ 11-1-1-2「自己点

検及び評価の実施」ཧ↷ࠔ。 

 

㈨ᩱࠓ 11-1-1-1 自己Ⅼ᳨ጤဨ会ࡢタ⨨➼ࠔ 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（自己点検委員会の設置）  

第３条  法科大学院に、法科大学院自己点検・評価委員会（以下「自己点検委員会」という。）を置

く。  

（自己点検委員会の⫋務）  

第４条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる事項を⫋務とする。  

 (1) 法科大学院における教育環境、学修環境及び研究環境の点検・評価に関する事項  

 (2) 外部機関による第三者評価に関する事項  

 (3) その他法科大学院の自己点検・評価に関するすべての事項  

（自己点検委員会のᵓ成）  

第５条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる者によってᵓ成する。  

 (1) 専攻長  

 (2) 教務委員  

 (3) 専攻長が任命したその他の教員  

２  自己点検委員会は、専攻長を委員長とする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

㈨ᩱࠓ 11-1-1-2 自己Ⅼ᳨及び評価ࡢᐇࠔ 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（自己点検及び評価の実施）  

第２条  法科大学院自己点検・評価委員会（以下「自己点検委員会」という。）は、以下の各号にᥖࡆ

る自己点検及び評価を、各号にᥖࡆる㢖度で、行うものとする。  
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 (1) 単年度評価  毎年度  

 (2) 総評価    ５年に一度  

 

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  

 

２ 自己点検・評価における評価項目 

 単年度評価の評価項目としては、「法科大学院における自己点検及び評価に関する準

則」第３条各号に規定されており、そのなかで「教育課程及び教育方法」、「成績評価、

進⣭及び修了認定」、「入学者選抜の状況」、「学生の在⡠状況」、「教員組織」、「修了者の

進㊰及び活動状況」、「学生支援制度」が設定され、それに基づいて自己点検及び評価が

実施されているࠓ資ᩱ 11-1-1-3「単年度評価の評価項目」ཧ↷ࠔ。࠙ 解㔘指㔪１１㸫１㸫

１㸫１ࠚ 

 また、総評価の評価項目としては、大学評価・学ᤵ与機ᵓが定めた「法科大学院評

価要⥘」の「Ⅱ評価の基準」各章にᥖࡆられたすべての基準を評価項目としている。 

 

㈨ᩱࠓ 11-1-1-3 ༢年ᗘ評価ࡢ評価㡯目ࠔ 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（単年度評価）  

第３条  単年度評価においては、以下の各号にᥖࡆる基準について、自己点検及び評価を行うものと

する。  

 (1) 本法科大学院の理念に㐺った教育が実施されていること  

 (2) 教育内容及び教育方法の改善に努めていること  

 (3) 教員組織のᣑ充及び教育研究環境の充実に努めていること  

(4) 施設、設備等の充実に努めていること  

 

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  

 

３ 自己点検・評価結果の活用 

本法科大学院においては、法科大学院自己点検・評価委員会が作成した年次報告書に

基づき、FD 委員会が教育活動等の改善について検討を行うこととなっている。この点、

自己点検・評価委員会と FD 委員会の有機的な連携を高めることができるよう、方の委

員会の委員長を専攻長としている。ࠓ資ᩱ 11-1-1-4「㹄㹂委員会のᵓ成」ཧ↷ࠔ 

その結果として、年次報告書における自己点検及び評価の結果の記㍕においては、単

に、項目に関する現況の評価のみならず、次年度以㝆の改善の方向性についてもゐれて

いるところである。 

 また、自己点検及び評価の結果については、法科大学院 FD 会議においてもᑂ議・検討

されており、教育活動等の改善に活用されている。ල体的には、リー࢞ル・ラࢸィン

ᤵ業の開ㅮをはじめとする実務教育の充実が、外部委員の指によって検討され、「法ࢢ

文書作成」、「ฮ事裁判と事実認定」及び「租税ッゴ実務の基礎」といった法律実務基礎

科目の開設が実現されている。࠙ 解㔘指㔪１１㸫１㸫１㸫２ࠚ 

 

㈨ᩱࠓ 11-1-1-4 㹄㹂ጤဨ会ࡢᵓ成ࠔ 

法科大学院における委員会等に関する準則（抜⢋）  

 

（ FD委員会のᵓ成）  

第８条  FD委員会は、以下の各号にᥖࡆる者によってᵓ成する。  

 (1) 専攻長                                       
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 (2) 専攻長が任命したその他の教員  

２  FD委員会は、専攻長を委員長とする。  

 

（出：別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 10「法科大学院における委員会等に関する準則」 

第３㹼５条（自己点検委員会） 

・別ῧ資ᩱ 55「首都大学東京法科大学院年次報告書（自己点検・評価報告書）2011 年度

∧」 
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ᇶ‽１１㸫１㸫２ 

自己Ⅼ᳨及び評価ࡢ⤖ᯝࠊ࡚࠸ࡘᙜヱ法科大学院ࡃ⨨ࢆ大学ࡢ教⫋ဨ௨

እ᳨ࡿࡼ⪅ࡢド࠺ࡼ࠺⾜ࢆດࠋࡇࡿ࠸࡚ࡵ  

 

（基準１１㸫１㸫２に係る状況）  

  

本法科大学院においては、「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」に定

める単年度評価の結果について、外部評価を行うこととしている。そして、外部評価は、

法科大学院の教育に関する有識者に自己点検及び評価の結果の検ドを౫㢗することによ

って行うものである。なお、実務法曹養成という法科大学院の目的に㚷み、外部評価に

当たって選出する外部有識者の中の少なくとも 1 名は、法曹実務に携わる有識者とする

こととしている。ࠓ資ᩱ 11-1-2-1「外部評価」ཧ↷࠙ࠔ 解㔘指㔪１１㸫１㸫２㸫１ࠚ 

 以上の外部評価の結果は、法科大学院の現況୪びに自己点検及び評価の結果と共に、

年次報告書にᥖ㍕され、公表することとなっている。また、当ヱ結果の概要については、

 。トへのᥖ㍕も行うこととなっているサࣈ࢙࢘

  

㈨ᩱࠓ 11-1-2-1 እ㒊評価ࠔ 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（外部評価）  

第４条  自己点検委員会は、単年度評価の結果について、首都大学東京の教⫋員以外の者で、法科大

学院の教育に関し広くかつ高い見識を有する者（以下「外部評価委員」という。）による検ド及び評

価を౫㢗しなければならない。  

２  外部評価委員の選出は、自己点検委員会が、これを行う。この場合において、選出する外部評価

委員の少なくとも１人は、法律実務に従事している者としなければならない。  

３  外部評価委員は、単年度評価の結果に対する検ド及び評価の結果について、自己点検委員会に報

告しなければならない。  

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」 
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 １１㸫２ 報の公表  

 

ᇶ‽１１㸫２㸫１ 

法科大学院ࡢ教育άື➼㛵ࡿࡍ㔜せ㡯ࠊ୪び法科大学院ࡿࡅ࠾教

育άື➼ࡢ≧況㛵ࡿࡍ自己Ⅼ᳨及び評価ࡢ⤖ᯝࡢࡑ法科大学院㛵ࡿࡍ

報ࡢࢺࢧࣈ࢙࢘ࠊࡀᥖ㍕ࡸ༳ๅ≀ࡢห⾜➼ࠊᗈࡃ社会࿘▱ࢆᅗࡇࡿ

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᥦ౪ᴟ的✚ࠊ࡚ࡗࡼ᪉法ࡿࡁ࡛ࡀ  

 

（基準１１㸫２㸫１に係る状況）  

  

本法科大学院においては、ࣈ࢙࢘サト（http://www.comp.tmu.ac.jp/law/ls/）にお

いて、㝶、法科大学院に関する報等について広く社会に公表しているところである。 

 教育活動等の状況については、法科大学院の現況、単年度の自己点検評価の結果、及

び自己点検評価の結果に対する外部評価の結果を記㍕した年次報告書を作成・㓄ᕸする

ことによって、広く社会に公表することとしている。なお、年次報告書の内容の概要に

ついては、上記ࣈ࢙࢘サトへのᥖ㍕も行っている。ࠓ別ῧ資ᩱ８「法科大学院における

自己点検及び評価に関する準則」、別ῧ資ᩱ４「首都大学東京法科大学院ࣈ࢙࢘サト」

及び別ῧ資ᩱ 55「首都大学東京法科大学院年次報告書（自己点検・評価報告書）2011 年

度∧」ཧ↷ࠔ 

 また、５年に１ᅇの総評価の結果についても、総評価報告書を作成し、それをࣈ࢙࢘

サトにᥖ㍕することによって、広く社会に公表することとしている。ࠓ資ᩱ 11-2-1-1

「年次報告書の作成及び公表」ཧ↷ࠔ 

 

 なお、年次報告書には、法科大学院の現況として、以下の 11 項目をᥖ㍕している。࠙ 解

㔘指㔪１１㸫２㸫１㸫１ࠚ 

①  設置者 

 ② 教育の理念及び目標 

③ 教育上の組織 

 ④ 教員組織 

 յ 容定員及び在⡠者数 

 ն 入学者選抜 

 շ 標準修了年限 

 ո 教育課程及び教育方法 

 չ 成績評価及び課程の修了 

 պ 学㈝及びዡ学㔠等の学生支援制度 

 ջ 修了者の進㊰及び活動状況 

 

 また、上記④「教員組織」には、教員の最近５年間における教育上ཪは研究上の業績

等をྵࡴとともに、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動等

の業績もྵんでいる。࠙ 解㔘指㔪１１㸫２㸫１㸫２ࠚ 
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㈨ᩱࠓ 11-2-1-1 年ḟ報告書ࡢస成及びබ⾲ࠔ 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（年次報告書の作成及び公表）  

第５条  自己点検委員会は、毎年度、以下の各号にᥖࡆる事項を記㍕した年次報告書を作成し、広く

社会に公表するものとする。  

 (1) 法科大学院の現況  

(2) 単年度評価の結果  

(3) 単年度評価の結果に対する外部評価委員の検ド結果  

 (4) 当ヱ年度における教員の業績及び社会貢献活動  

 (5) 自己点検委員会委員長が必要と認めるその他の事項  

２  自己点検委員会は、年次報告書作成後速やかに、当ヱ報告書の内容について本法科大学院の࢙࢘

トにᥖ㍕することを、法科大学院広報委員会（以下「広報委員会」という。）に౫㢗するものサࣈ

とする。  

３  前項に定める౫㢗に基づき、広報委員会は、㜀ぴの利౽性等を考៖し、必要な報の整理、省␎

ཪは加工を行った上で、ࣈ࢙࢘サトにᥖ㍕しなければならない。  

 

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ４「首都大学東京法科大学院ࣈ࢙࢘サト」 

・別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」 

・別ῧ資ᩱ 55「首都大学東京法科大学院年次報告書（自己点検・評価報告書）2011 年度

∧」 
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ᇶ‽１１㸫２㸫２ 

評価ࡢᇶ♏ࡿ࡞報ࠊ࡚࠸ࡘ㐺ᐅࠊㄪᰝ及び㞟ࠊ࠸⾜ࢆ㐺ษ࡞᪉法

࡛ಖ⟶ࠋࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ  

 

（基準１１㸫２㸫２に係る状況）  

  

第三者評価の基礎となる報については、本法科大学院では、６階 604 号室を「準備

室」として整備し、評価のための基礎資ᩱをಖ管しているところである。このように、

報・資ᩱを１カ所に集約してಖ管することによって、報の⛎ᐦをಖ持し、資ᩱのᩓ

㐓を㜵ࡄとともに、必要な場合に、報をに取り出すことができるようにしている。

࠙解㔘指㔪１１㸫２㸫２㸫２ࠚ 

 ල体的なಖ管資ᩱとしては、(a)法科大学院年次報告書、(b)法科大学院総評価報告書、

(c)法科大学院外部評価報告書、(d)認ド評価の基礎となる資ᩱ（各ᤵ業において使用さ

れたレࢪュ࣓、ヨ験⟅等）である。࠙ 解㔘指㔪１１㸫２㸫２㸫１ࠚ 

 特に、第三者評価の基礎となる資ᩱについては、評価を受けた年から 5 年間ಖ管する

こととしている。ࠓ資ᩱ 11-2-2-1「報の集及びಖ管」ཧ↷ࠔ 

 

㈨ᩱࠓ 11-2-2-1 報ࡢ㞟及びಖ⟶ࠔ 

法科大学院における自己点検及び評価に関する準則（抜⢋）  

 

（報の集）  

第８条  自己点検委員会は、以下の各号にᥖࡆる資ᩱを、㐺正にಖ管しなければならない。  

 (1) 年次報告書  

 (2) 総評価報告書  

 (3) レࢪュ࣓、ヨ験⟅その他の各ᤵ業に関する資ᩱ  

２  前項各号にᥖࡆる資ᩱのうち、独立行政法人大学評価・学ᤵ与機ᵓによる法科大学院認ド評価

の際に用いた資ᩱについては、評価を受けた年から少なくとも５年間は、ಖ管しなければならない。 

 

（出：別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」）  

 

 

 ࠔࢱーࢹ・᰿ᣐとなる資ᩱࠓ

・別ῧ資ᩱ８「法科大学院における自己点検及び評価に関する準則」 

第８条（報の集） 
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２ 特長及び課題等   

 

１ 特長 

 本法科大学院の自己点検・評価に関するඃれた点は、自己点検・評価委員会と、FD 委

員会が⥭ᐦに連携していること、及びその結果として、自己点検で指された事項につ

いて、全教員の共通認識の下で改善につなࡆることができる制度がᵓ⠏されている点で

ある。 

 また、毎年度、自己点検及び評価を行い、その結果を、年次報告書において公表する

こととしている点も、本法科大学院のඃれた点であると考えられる。 

 

２ 課題等 

 特に改善を要する点はないが、本法科大学院においては、引き⥆き、㐺切な管理運営

体制のᵓ⠏に組織的に取り組んでいく。 
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